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伊丹市男女共同参画計画基本理念 

「男女(一人ひとり)が対等な存在として個性や能力を発揮でき、 

まちづくりの主役としてつながりつつ共に輝く」 

伊丹市総合計画（第5次）の体系から 

将来像 「みんなの夢 まちの魅力 ともにつくる 伊丹」 

基本目標 市民が主体となったまちづくりの実現 

基本方針２．多様性を認め合う共生社会 

基本施策３）男女共同参画の推進 

 

日本国憲法第14 条第1 項 

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治

的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 

日本国憲法第24 条第2 項 

「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に

関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」 

男女共同参画社会基本法第3 条 

「男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない」 

第３次男女共同参画基本計画「第 1 部基本的な方針」から 

「男女共同参画社会の実現は、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会を作ることであり、

政府一体となって取り組むべき最重要課題である。その目指すべきは、①固定的性別役割分担意

識をなくした男女平等の社会、②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる

社会、③男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会、④男女共同参

画に関して国際的な評価を得られる社会である」 

 

「女性差別撤廃条約」第 1 条から 

「『女子に対する差別』とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、

文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないかを問わな

い。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又

は無効にする効果又は目的を有するものをいう」 



 

（写） 

 

2014（平成 26）年 10 月 27 日 

 

伊丹市長 藤 原 保 幸 様 
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「伊丹市男女共同参画計画」の進捗状況に関して（報告） 

 

 伊丹市男女共同参画施策市民オンブードは、「伊丹市男女共同参画施策市民オンブー

ド設置要綱」第 11 条の規定に基づき、平成 25 年度における「伊丹市男女共同参画計

画」の進捗状況について、別紙のとおり報告します。 

 伊丹市においては、本報告書を踏まえて「計画」の実現へ向けた一層の努力を要請

します。 



はじめに 

 

 17 年目を迎えた伊丹市男女共同参画施策市民オンブードは、継続しているオンブード

２名と新しいオンブード１名とで、計画の進捗状況及び男女共同参画施策について、市民

の立場から調査を行いました。 

 安倍内閣は成長戦略の１つに『女性の活躍推進』を掲げています。国は待機児童解消の

ため 2017 年度までに 40 万人の受け入れ実現に向けて、保育に関する整備を進めています

が、潜在的な待機児童の数もあり充分に足りるには、まだまだ子育てのインフラは整備さ

れているとは言いがたい状態です。 

 男性の育児、介護休暇取得率もまだまだ低い状態です。女性の活躍推進と言われていま

すが家庭的負担がさらに重くのしかかってくる事が懸念されます。 

 女性の貧困問題や子どもへの貧困の連鎖。輝ける女性はごく一部で、社会的弱者である

多くの女性にしわ寄せが来ているのではないでしょうか？ 

根底にある女性問題が解決しない限り、本当の意味での男女共同参画社会は実現しない

でしょう。 

 国は政策を進めていますが、伊丹市ではどうでしょうか。 

そこで、今年度は『基本目標Ⅱ：男女が平等に働ける環境づくり』を中心に女性が働き

やすい環境であるか、国の動きに合わせて調査しました。 

 伊丹市のオンブードによる男女共同参画計画の進捗状況調査では、各課から出して来ら

れた報告書だけでなく、詳細な内容をお聞きした上で判断していく「ヒヤリング」を行っ

ています。このやり取りのなかで、記載された報告内容だけではない各課の工夫や苦労が

見え、時には共に解決しようという気にさえなります。また、１つの課題であっても、複

数の課が関係していることから、ヒヤリングも関係各課一同にして行うことにも取り組み

ました。そのこともあって、今年度の報告書では、ヒヤリングではどのようなやりとりを

しているか、充分理解していただけるように、質問内容をＱ＆Ａ方式で記しました。 

今までの報告書に書けていなかった実情や、詳しいところを伝えきれていなかった部分

も多くあり、オンブードが直接男女共同参画について質問し、職員の方にオンブードが何

を調査しているかを伝えることが、施策の必要性や市民の思いを伝えることになり、なぜ

その質問をするのか、その意図を市民の皆さんに伝えやすいと考えました。 

 今年度特に気づいたところは、詳細なヒヤリングを行う中で「市民と市との温度差」に

よって「市民の無力感」に繋がっていることです。具体的には、シングルマザーに対して

現況届提出時期をお盆の時期を含めて期間を設定しているという「配慮」をしていました

が、お盆の時期は稼ぎ時であって、お休みができる状況に決してない事実があります。児

童くらぶ（学童保育）においても「18 時以降の時間延長は要望がないのでする必要がな

い」と返答されましたが、実際必要としている保護者はいるのです。このように､｢決まっ

ているので言うこととは思っていない」「言っても実現しない」と諦めや我慢がいつしか

市民の無力感に繋がっていることがあります。これは、市にとって、発展的なことではあ

りません。市民が安心して自由に発言できる機会をもつことで、市は男女共同参画の視点

をもつことができていくと考えます。このように、市民の忌憚ない意見を丁寧に聴取し、

市はそれを施策に生かすという双方向の動きを大事にしていきたいものです。 
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Ｑ６  働いている親は平日に行われている体験入学および学校説明会に行く事が

困難な状況にあります。土日の開催はなぜできないのでしょうか？ 

Ｑ７  女性の健康のなかでも、産後うつに対してどのように対応されていますか？ 

Ｑ８  乳幼児健診時間を働いている親や子どもにとって適切な時間に変更するこ
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①市民への広報・啓発活動★ ②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し ③人権尊重の視点に立った性教
育 ④メディアにおける男女の人権の尊重 ⑤法律・制度への理解促進のための取り組み 

①学校・幼稚園・保育施設での男女平等教育などの推進★ ②男女平等の視点に立った進路指導、職業観教育★ ③
子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育 ④教職員へのきめ細やかな研修の実施と PTA・保護者
などへの啓発 
 
①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進 ②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進★ ③男女共同参
画に関する地域における学習機会の提供★ ④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進 

①労働基準法、男女雇用機会均等法などの周知と定着 ②雇用の場での男女平等を推進するための啓発 ③企業のポ
ジティブ・アクションの取り組みの推進★ ④雇用の場でのセクシュアル・ハラスメント防止対策 

①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援★ ②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へ
のチャレンジ支援★ ③多様な働き方に対応した条件の整備 ④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生
活の場における男女共同参加 ⑤困難を抱える若者への支援 

①保育サービス・児童くらぶなどの充実 ②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発★ ③
男性にとっての男女共同参画の推進★ ④企業における取り組みへの評価★ 

①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進 ②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する
啓発 ③母子保護の向上、母子保護の充実 ④健康を脅かす問題への配慮 ⑤医療・福祉従事者への男女共同参画に
ついての研修 

①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせるそれぞれへの介護環境の整備 ②介護者が安心して暮らせる環境の整
備 ③高齢者・障害者（児）の自立や社会参画への支援 ④ひとり親の家庭に対する支援 

①子育て相談体制、情報提供の充実 ②多様な子育て支援サービスの充実 ③食環境・住環境など、子育てをめぐる
生活環境への取り組み ④子ども達の居場所づくりへの取り組み ⑤子育ての不安を解消する小児医療の充実 

①配偶者等からの暴力対策の推進★ 

①児童虐待や子どもへの性犯罪を防ぐ取り組み ②高齢者虐待防止への取り組み ③学校･地域ぐるみでの安全対策
の推進 

①市民生活におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策 ②さまざまなハラスメントに対する防止対策 ③性犯
罪・売買春・ストーカー行為などへの対策 

①さまざまな地域活動における男女共同参画の推進★ ②女性リーダーの養成とネットワークづくりへの支援★ 
③市民活動などへの育成・支援 ④防災における男女共同参画の推進★ ⑤地域における「たまり場」づくり 

①男女共同参画推進拠点機能の充実★ 

①行政委員会・審議会などの委員への女性の登用促進 ②女性職員・教員の管理職への登用促進、職域の拡大 ③仕
事と育児・介護の両立支援への率先した取り組み ④行政従事者への男女共同参画についての研修の充実 ⑤職員、
庁内組織のネットワーク化への取り組み ⑥県や近隣自治体との連携 

①推進本部を中心とした庁内の連携による推進による推進体制の充実 ②市民参画による進ちょく管理 ③市民、市
民団体、企業などとの連携と協働★ ④市民への意識・実態調査の実施と施策への反映 

①多文化共生への取り組み ②国際社会での男女共同参画に関する情報の収集と提供 ③国際交流の推進、NGO・
NPO への支援 ④地球環境保全の視点に立った認識と取り組み 

①ユニバーサルデザインの普及啓発 ②安心・安全の視点に立った都市計画の推進 ③男女共同参画の視点に立った
公共施設などの整備の推進 

１ 固定的な男女の役割分担にとらわれず、一人ひとりの人権を

尊重する教育・啓発の推進 

３ 男女共同参画を推進する生涯学習の充実 

２ 男女平等を推進する学校教育などの充実 

６ 男女の仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備 
 

５ 男女の働く意欲を支え、多様かつ柔軟な働き方が選択できる

条件の整備 

４ 雇用の場での男女の均等な機会と待遇の確保への取り組み 
 

９ 安心して子どもを生み育てられる環境の整備 
 

８ 高齢者・障がい者（児）、ひとり親の家庭などが孤立せず、安

心して暮らせる環境の整備 

７ 生涯を通じた男女の心と体の健康づくり 
 

12 子どもや高齢者の安全を守る取り組みの推進 
 

11 セクシュアル・ハラスメントなどへの防止対策の推進 
 

10 配偶者・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレン

ス）防止対策の推進 

15 地域の国際化と国際社会への貢献 
 

14 ユニバーサルデザインの推進による男女共同参画の環境整備 

13 市民の連携による男女共同参画の推進 
 

18 男女共同参画に向けた拠点の充実 
 

17 市の率先した取り組みの推進 
 

16 市民との協働による推進体制の確立 
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平成２６年度伊丹市男女共同参画施策市民オンブードヒヤリングＱ＆Ａ 

（以下のＱ＆Ａのうち、Ｑ部分は市民オンブードからの質問とその質問に至った背景、「Ａ：」は 

各課ヒヤリング回答から市民オンブードが要約（一部は各課事業報告書から抜粋）したもの、 

「オンブード：」は市民オンブードからの意見を記載しています。） 

 

Ｑ１ 伊丹市の女性・児童センターは、何を大事にしていますか？ 

 伊丹市では、伊丹市総合計画（第５次）において『伊丹市立女性・児童センター』が男女共同参画の

拠点施設として位置づけられました。多くの市民と共に女性の問題を考え、男女平等を進めるための施

設であって欲しいと思います。 

Ａ：      

【女性・児童センター】は、指定管理の目標が達成できるように努力しています。 

近隣のより多くの人、子育て中の親に知ってもらい利用してもらえるよう利用者の拡大に向けて、努

力しています。特に講座時の保育は現在１歳半からですが、産休・育休の方にも利用してもらえるよう、

１歳からの利用を検討していきます。また専門書等の蔵書リストを作り、ことば蔵に蔵書リストをおく

など連携を進めて行く予定にしています。 

オンブード： 

単に事業数（講座など）やその参加者数を増やせばいいのではなく、なぜこの施設で事業をするのか、

男女共同参画の拠点で行う意味を指定管理者は理解する必要があります。利用者に対して、男女共同参

画や女性の問題をどの様に啓発してゆけば効果的か検討する必要があります。 

 

Ｑ２ 伊丹市は、ＤＶを撲滅するための啓発をどのようにしていますか？ 

 伊丹市におけるＤＶ相談室の相談件数は、H25 年度 593 件でした。啓発事業を行うと、そこで知った

と新たな相談が増えるという現象があることから、情報がまだ届いていない方々にＤＶの相談場所等を

届ける啓発方法を開拓する必要があります。そこで、伊丹市が市民にむけてＤＶの啓発をどのように行

われているのかを聞きました。  

Ａ： 

（市民に対して） 

・ＤＶ防止パネル展を実施（本庁、市内公共施設等にて）【同和・人権推進課】 

・パープルリボンツリーキャンペーン実施（市民にパープルリボンをツリーにつけてもらう活動）【同

和・人権推進課】【図書館】       

・成人式にてデートＤＶのパンフレットを配布【同和・人権推進課】 

・伊丹病院の女性用トイレの個室にＤＶ相談カードを設置し、継続しています。【伊丹病院】 

（職員・教職員に対して） 

・H26 年度課長級研修にてＤＶ研修を実施『ＤＶ被害者の安全と安心のために』をテーマに、職員の認

識のあり方について学び理解を深めました。【同和・人権推進課】 

・教員へのＤＶ研修は、今まで行っておりませんが、児童生徒がＤＶで転校するケースもあるため、各

校の人権研修等において行っている学校もあります。【総合教育センター】 

（学校・教育の場では） 

・市内の小学校３年生全児童に対して、ＣＡＰ（Child Assault Prevention＝子どもへの暴力防止プロ
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グラム）を実施、継続して取り組んでいます。【保健体育課】 

・全小中学校に配布される人権リーフレットに、デートＤＶのチェックリストと相談先を掲載。【同

和・人権推進課】 

オンブード： 

教職員の日頃からの意識があると、問題を抱えている家庭や子どもの様子を見て異変をくみとり、男

女共同参画の視点や自尊感情を意識した関わりができると思います。 

教職員向けの研修の中で、男女共同参画の視点やＤＶについて意識づけができる研修を、どこかに入

れていただきたいと思います。 

 

Ｑ３ 児童くらぶはなぜ３年生まで、そして 17 時までなのですか？子どもが小学校になると親（特に

母親）は仕事を変わらなければなりません。 

 就学前までと就学してからというのは、3 月 31 日までは保育園で 4 月 1 日からは児童くらぶに通う

ことになります。１日しか変わらないことですが終了時間は原則、保育園では 19 時までなのに児童く

らぶでは 17 時までです。児童くらぶでも 18 時までの延長がありますが、希望する児童 5 名以上の利用

者がいなければ延長ができません。延長できない子どもは二重保育か、たったひとりで家にいなければ

ならない状況ですが、利用時間延長など今後どのように取り組まれていきますか？ 

Ａ： 

児童くらぶは現状では３年生までですが、対象を H27 年 ４年生、H28 年 ５年生、H29 年 ６年生と、

順次学年拡大を検討中です。これについては、子ども子育て支援計画に基づき H27 年度からの施行に

向けて、条例の制定および改正予定です。長期休暇中の開始時間については、現状 8：30 から 8:15 開

所へのくり上げについて労使交渉中です。しかし、終了時間は 18:00 までの延長が現状で 19:00 まで延

長する予定はありません。【家庭教育課】 

オンブード： 

児童くらぶの延長は、現在の方法では希望者（申請者）の人数に達しないと、次の年は出来るとは限

らないです。働く親は、毎年翻弄されることになります。『声の多い方からする』という考え方だけで

はなく、働いている保護者がどれほど困っているのかを考え、要望を待っているだけでなく、担当課が

『こういうことが問題』と挙げることができる姿勢が必要です（平成 25 年度報告書「はじめに」参

照）。近隣の自治体の動きについても参考にし、伊丹市が遅れをとらないようにしてほしいものです。 

 

Ｑ４ 女性が働くにあたって、伊丹市では子どもが安全で楽しく過ごせる環境になっていますか？

（幼稚園預かり保育、保育所、病児保育） 

 育児は女性だけが担うものでは決してありません。しかし、現実には働く母親は育児と家事を一手に

引き受けていることが多くあります。そのため、女性（母親）が仕事をもつことで、子どもが安全で安

心して過ごせることを保障する必要があります。 

（幼稚園の預かり保育について） 

 保育所を除いた就学前園児の預かり保育は、私立幼稚園と認定こども園のみで、働く親には利用しづ

らいところがあり、他の選択肢がありません。そのため預かり保育のある私立幼稚園や認定こども園へ

の入園希望者が多く、市立幼稚園の対応の見直しが必要な時期にきていると思います。市立幼稚園の預

かり保育開始にあたり、今後どうのように進めようとされていますか。     
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Ａ： 

公立幼稚園の預かり保育については、学校教育審議会答申を尊重し、市民意識調査等を参考に

しながら検討していきます。【教育企画課】 

 

（保育所の待機児童について） 

 今後さらに増えてゆく待機児童についてどのように考えていますか。 

Ａ： 

 子ども・子育て支援新制度が来年 4 月から本格実施の予定です。求職中は現在利用要件に該当しませ

んが、今後は、要件として認められる予定です。入所要件も、現在は保護者の就労時間が月に 100 時間

ですが、もう少し短い方も入れるよう要件緩和をする予定です。今後、保育ニーズが増大するため、民

間の認可保育所を増やすほか、小規模保育事業、事業所内保育事業での対応や、私立幼稚園の一時預か

り事業を活用し、待機児童の解消を目指します。【保育課】 

オンブード： 

子育て環境整備、公共施設マネジメントとセットになるなら、質の保障が重要です。 

オンブードとしてはただ保育所を増やすだけでなく、質の保障が非常に重要なので保育環境を考慮さ

れることを期待します。 

 

（病児保育について） 

昨年から、病児保育の必要性を提案しています。病後児保育の利用しづらさ、今ある病後児保育を使

いやすく手続きの段階をへらすことは可能でしょうか。また、どのような進捗状況でしょうか。 

Ａ： 

伊丹市では病児保育は行っていませんが、病後児保育を２カ所（伊丹乳児院、ポピンズナーサリース

クール伊丹）で行っています。現在､病児保育のニーズが高く､病後児保育から病児保育への転換を図っ

ていくよう計画を策定中です。【保育課】 

オンブード： 

求職中の方も保育所利用ができるように、国の指示によって伊丹市も行おうと計画していますが、伊

丹市として指示があってからの着手でいいのかと考えます。伊丹市は女性の就業率は低く、女性の社会

進出がしにくい状況の可能性が高いです。1 日でも早く、働きたい親が働けるように、そして子どもが

安心して生活できるようにしていく必要があります。 

 市は、公共施設マネジメントの際にも、男女共同参画社会で働く市民を中心に考え、縦割りの行政で

はなく一団結して考えるようにしていただきたいです。パブリックコメントに多くの子育て中の親が意

見を出せるような広報をして欲しいものです。 

 

Ｑ５ 親が生活を優先せざるをえない場合、子どもが不登校や引きこもりになりやすいといわれてい

ます。このような子どものケアや支援をどのようにされていますか？ 

 生活に追われて、子どものことに目や手がかけられない場合にも不登校や引きこもりになると言われ

ています。親は、困難を抱えながら生活をしているのが現状です。相談の機会や講座開催など、その

方々にも情報が届いているのだろうかと思っています。 

Ａ： 

【総合教育センター】では教育相談を行っています。学校を通して相談される事が多いですが、直接 
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保護者が来所される事もあります。H25 年度の相談内容の内訳は以下のとおりです（相談ケース数）。 

   教育相談（こころの相談）  118 件 

   特別支援相談         78 件 

   ことばの支援教室       89 件 

   電話相談           67 件 

 また、長期欠席している児童生徒が通うことができる適応教室「やまびこ館」「学習支援室」を運営

しており、小集団による体験学習及び学習保障を中心に集団への適応と自立を促し、学校復帰を支援し

ています。 

『メンタルフレンド』派遣事業は平成 10 年度から始まり 17 年目となります。引きこもり 傾向の児

童生徒を対象に、年齢の近い『兄・姉』的存在の心理学専攻の大学生や大学院生を家庭に派遣し、話し

相手をしたり一緒に遊んだりする中で自主性や社会性の伸長を図っています。ふれあいを通し学校への

復帰を支援するものです。 

   メンタルフレンドの登録数   H25 年度  9 名登録 

                   H26 年度  7 名登録（7 月現在） 

  『こころの相談』について、保護者へは『総合教育センターだより（時計台）』（ホームページで

市民にも公開）や窓口でのリーフレットで、そして、『医療相談』『医療発達相談』については毎月各

学校園への案内等で、周知しております。 

また、『不登校を考える親のつどい』を年２回実施し、１回に 10 人程度の参加者で個別のケース 

について、講話と質疑を大学の先生に行ってもらっています。この会の案内は各学校ごとに児童生徒の

状況に合わせて配布しています。 

オンブード： 

努力されていることが市民として情報があまり伝わっていないのは残念です。学校の判断に任せて良

い部分はあります。しかし、担当課が必要と考えるところにおいては担当課の主体性を発揮してほしい

ところです。誰しも自分の子どもや友人の子どもが不登校や引きこもりになる可能性があるため、情報

をまんべんなく周知する必要があります。 

 

Ｑ６ 働いている親は平日に行われている体験入学および学校説明会に行く事が困難な状況にありま

す。土日の開催はなぜできないのでしょうか？ 

 男女平等を推進する学校教育などの充実として、学校説明会や進路説明会に、両性が共に参加しやす

い環境を考えてほしいとオンブードは数年前から提言していますが、その後開催にあたり日時等検討さ

れましたでしょうか？ 

Ａ： 

学校が実際行われている時間帯に、子ども達の様子を見てもらえるよう平日に行っています。学校      

説明会と体験入学を一緒にしています。保護者が参加できない場合は、教頭を窓口に夜間対応や家庭訪

問で説明を行うなど個別の対応を行っています。   

 休日開催すると、教諭は代休をとらないといけなくなります。【学校指導課】 

オンブード： 

平日原則＋土曜日という様にはできないでしょうか。社会的弱者の方から見た場合の事を考えて欲し

いです。どのような親でも学校行事に参加しやすい環境を考えるのは、子どもにとって有効であるとい

う視点があって欲しいです。 
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 両性共に働いている親が増えている現状を踏まえて説明会だけでも土日祝日に開催するなど、両性共

に参加しやすいように、何らかの工夫や努力を期待します。 

 

Ｑ７ 女性の健康のなかでも、産後うつに対してどのように対応されていますか？ 

産後うつは、これまで日本は諸外国に比べて発症率の少ない国でしたが、近年増加傾向にあります。

その要因には、産後の支援者が今までのようにいないことがあげられており、厚生労働省では発症予防

や早期対応のために「産後ケア入院」の交付金が今年度よりでており、全国では積極的にとり入れ、兵

庫県内においても神戸市をはじめ行われ始めています。 

そのようなか、伊丹市においては昨年度もそのスクリーニングさえ行われていない現状でした。女性

の健康の中でも、産後うつは児童虐待とも関係することから、【健康政策課】の取り組み・支援体制を

確認することにしました。 

Ａ： 

妊娠届出書の中に、身体的なものだけではなくて、精神面もチェック出来るように、精神科受診の

既往などの項目を入れ変更をしています。また、出産後に保護者に送付していただく出生連絡票におい

て育児不安などを把握する項目を入れることで精神面の確認をすることで予防としての取り組みを始め

ています。 

オンブード： 

取り組みは進んでいるようですが、このことは妊娠期でのケアに偏っています。本来必要な産後にお

いては、スクリーニングする方法など、多くの自治体のその取り組みをリサーチし、男女共同参画の女

性の健康に対して積極的に考え、他市に劣らないように取り組んでいただきたいものです。 

 

Ｑ８ 乳幼児健診時間を働いている親や子どもにとって適切な時間に変更することはできないでしょ

うか？ 

乳幼児健康診査は、母子保健法によって定められており、目的は、乳幼児の発育発達の確認と正常か

ら逸脱している場合の早期発見にあります。近年では、育児不安の軽減や乳幼児虐待の予防等にもその

重要性は評価されています。伊丹市においても【健康政策課】において 4 か月健診、1 歳半健診、3 歳

児健診が実施され 98％ 99％と高い受診率で努力されています。現在の仕組みは、開催日時は平日の

午後１時 15 分から受付開始となっており、それに先立って正午から整理券が配布されます。（10 ヶ月

児健康診査のみ市内指定医療機関で実施） 

親は、その日の正午の整理券を入手するために保健センター正午前から子どもを連れて並び、それ以

降 1 時 15 分まで自宅に帰るには中途半端な為に 1 時 15 分まで乳幼児と共に保健センターで待つことに

なります。時間帯からみて昼食時間にかかるため、日常生活時間帯が決まっている乳幼児にとっては、

我慢することは困難であるため、親は保健センターのフロアーで子どもに昼食をとるようにせざるを得

ません。また、本来はそのようなしつけに反する「お行儀の悪い」状況を避けている親であっても、不

潔な状況での食事であっても健診中ぐずることを避ける為にフロアーで昼食を摂らせる行う親もいます。

また、平日の健診は、働いている親にとって、特にパート勤務やシングルマザーにとっては、仕事を休

むのは死活問題となります。その対象となる親の数は多数ではありませんが、配慮する必要があります。 

Ａ： 

対象月の案内となっており、健診日に来ない人は健診受診可能な期間内の健診日に来るよう通知し

ている。時間帯が変えられない理由は健康診査の関係機関が集まりやすい時間帯を優先するとなると、
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平日の日中になるため、検討はしてきませんでした。 

オンブード： 

オンブードは、男女共同参画の視点で、平日日中から受診しやすい日時への変更の検討を、住民サイ

ド特に社会的弱者の女性や子どもの側面で考え、その親・母親にやさしく寄りそう必要性を理解し、検

討の開始を期待しています。 

 

Ｑ９ まちづくり条例、市民委員の募集にどのような工夫をされたのでしょうか？ 

 男性も女性も市の事業に関心を持ち、両性の立場で市の物事を検討するために委員会や審議会の女性

の割合は 40％を目標として計画が立てられているところです。委員の「宛職」文化がまだ存在し、女

性の割合の目標割合にまで進んでいないのが現状です。 

 【まちづくり推進課】の報告書施策番号１７－１－２では、伊丹市参画協働推進委員の応募にあたり

無作為抽出方式という思い切った手法をとられた経過について聞き、役立つ取り組みの良い見本にした

いと考え質問しました。 

Ａ： 

 この課も、委員を広報で呼びかけたがなかなか集まらず、三鷹市や箕面市等効果をあげているところ

を参考にしました。また、自治会長の女性推薦依頼文を続けており、年々少しずつ女性の割合は増えて

きていて、努力の成果が少しずつ見えています。 

オンブード： 

  今後も、男女共同参画に関連することへの取り組みを期待します。 

 

Ｑ１０ 女性消防団員の募集の状況はいかがですか？ 

【消防総務課、予防課】では、女性消防団員の枠を新たに作るなど、積極的に男女共同参画の取り組み

がなされてきました。 

 昨年度公募されると聞きましたので、詳細をお聞きしました。 

Ａ： 

 平成２６年５月１日～６月３０日に広報いたみに（２回）、ＦＭいたみに（２回）、出張所電光掲示

板や市民課モニターで周知したところ７名応募がありました。その後、書類選考、団長１名、副団長２

名による面接試験（選考）を行い、２０代 ２人、３０代 ２人、４０代 ３人の計 7 名が全員合格と

なり、伊丹市女性消防団員の誕生となりました。 

オンブード： 

今後も、働く女性が女性消防団員として参加できるよう会議日を考慮するなど、ますますの活動を期

待します。 

 

Ｑ１１ 防災における男女共同参画の視点について、どのような取り組みを行っていますか？ 

阪神淡路大震災時にも女性に対して不具合なことや暴力があるなど、記録に残されています。東日本

大震災では、阪神淡路大震災時の教訓をもとに、さまざまな取り組みをしましたが、それでも十分とは

言えない状況でした。このことを踏まえて、平成 24 年 6 月災害対策基本法が男女共同参画の視点を入

れた改正がなされました。 

その後、平成 25 年 5 月に内閣府男女共同参画局から「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組

指針」が出されました。その中には、「防災対策に男女共同参画の視点を反映するため、地方防災会議
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における女性委員の割合を高めること。その際、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）が改正さ

れ、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者、男

女共同参画に関する活動を行っている民間団体等から委員を登用したり、日頃から男女共同参画に取り

組んでいる女性についてこれらの団体に推薦を求めるなどの工夫が考えられる。また、女性が就くこと

の多い保健師、助産師、看護師、保育士等といった災害対応に深く関わる専門的職業に従事する女性を

登用すること、都道府県知事等が庁内の職員から委員を任命する際に女性を積極的に登用することなど

も考えられる。市町村防災会議については、都道府県防災会議の例に準じて、女性委員の割合を高める

こと。」と書かれています。また、その他にも具体的な取り組みが記載されています。 

このことから、伊丹市において【危機管理室】に「防災に女性の視点を入れる」ことについて具体的

な取り組み事例をお聞きしました。 

Ａ： 

平成２６年に地域防災計画を修正し、避難所に関して夜間照明、避難者カードに避難者要望記載欄を

追加、暴力を見過ごさない取り組みをしています。しかしながら、女性特有の月経や性に関する問題、

ＤＶ等で所在を隠している方々への対応には十分でなく、さらに避難所運営マニュアルは避難所運営を

行うのは市の職員であるため自治会や市民には渡さないことにしています。避難所には女性の市職員が

必ず１名が担当することにしています。 

また、防災会議の女性の割合が 40 名中 4 名（10％）といった低率の状況が続いている理由は、充て

職で、役職を重視して決まるため困難です。 

オンブード： 

災害対策基本法や男女共同参画局の指針を熟知し、他の自治体を参考にして、女性消防団員や看護

師・助産師など防災会議に委員として女性を入れる（女性登用目標 40％）工夫や努力をしてほしいも

のです。今年度、伊丹市も水害を経験しました。昨年から一部の地域で、避難所ＨＵＧゲームを行い、

避難所運営に対して地域の方も共通認識できるように心がけている現状を推進し、災害時に男女共同参

画の視点を入れた「自助」「共助」「公助」を努力して進めていく必要があります。 

 
Ｑ１２ 市職員が率先してワーク・ライフ・バランスを実施していますか？ 

少子高齢化、人口減少時代を迎えこれまでの働き方では個人・企業・社会全体が持続可能でなくなる

ことを懸念してワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が必要だと言われています。伊丹市の

企業に対するモデルとして、市の職員は行えていますでしょうか。 

Ａ： 

【人事研修課】は、男性職員の育児休業取得率を向上させる一つの取り組みとして、市の職員広報

「ふれあい」(平成 25 年 9 月号)に子育て支援制度を紹介し、育児休業を取得した男性職員の体験記を

掲載しました。育児休業は個人の申請に基づき取得する制度ですが、性別や職場環境などにより取得し

にくいといったことの無いようにしたいと思っています。 

一方で有給でないことが取得の妨げとなっていることも否めないところがあります。 

介護に関する休暇では、介護休暇の他、短期介護休暇制度と有給積立制度がありますが、育児に関して

の有給積立制度（年度末の有給休暇の残日数が 20 日を超えている場合、超えている日数については翌

年度への繰り越しができないため、失効する年休日数を積立し、通常の有給休暇とは別管理をする制

度）の適用はありません。理由としては国や他団体が実施していない制度を導入するのは難しいことな

どがあげられます。 
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 ワーク・ライフ・バランスを大切にする職場環境づくりとして、先輩、上司の職員が、各種休暇制度

を把握・理解・取得することが、育児休業等の休暇を取得することへの抵抗感をなくすことにつながり

重要であると考えています。 

オンブード： 

今回のヒヤリングでは、産休・育休明けで復帰し、部分休業を取得しながら勤務している職員の方も

同席するなどの積極的対応がなされました。上司がワーク・ライフ・バランスについて高い意識を持ち、

積極的に行動（例：残業をできるだけしない、育児・介護休暇を取るなど）をすることで、よい職場環

境になるようこれからも継続して努力していただきたいです。 

 

Ｑ１３ 伊丹市の男女共同参画計画で、どのようなところに力を入れていますか？ 

 男性は長時間労働、女性は家事・育児（低賃金・パート労働）という仕組みは、高度経済成長を支え

てきた一方で、さまざまな問題を生み出してきました。伊丹市では、男女共同参画社会の実現に対して

進めようとしていますが、力を入れたところ等を教えて下さい。 

Ａ： 

【同和・人権推進課】では、イオンなどの大型商業施設でＤＶカードを今年度中に設置してもらうよ

うに働きかける予定です。『チャレンジひろば』についてハローワークにリーフレット配架するなど

PR しているが、ゴールは再就職なのでもっと広く、幼稚園などにも広報していきたいです。com-com 

(年２号  4,000 部発行）は、編集員の学びの場として考えています。 

オンブード： 

 今年度も、さまざまな啓発を積極的に展開しています。特に、横の連携をしようとしているところは

評価できます。しかし、いつもながらその方法が効果的であるかどうかの検証を行って頂きたいです。 

 

Ｑ１４ 男女共同参画関連の図書を有効活用できていますでしょうか？ 

男女共同参画や人権啓発に関する図書・視聴覚資料について、図書以外にも専門性の高いものが 

女性・児童センターや人権教育室にもあります。図書館はこれらの目録冊子を置くだけでなく、検 

索端末に連動させたり、貸出希望される図書・視聴覚資料を引く（図書館を窓口に貸し借りができるよ

うになる）等の連携を他の施設（女性・児童センターや人権教育室）と持つ事により、関係資料を広く

市民にアピールでき、利用しやすくなると考えます。さらに、市民に男女共同参画について広く関心を

持ってもらえるような取り組みについてもお聞きしました。 

Ａ： 

【図書館】で検討しているシステムの問題は、莫大な費用がかかるため、図書館の関連図書の本棚

に女性・児童センターのパンフレットと蔵書リスト（紙媒体のもの）を設置し、女性・児童センターに

は、図書館で所蔵している男女共同参画関連図書のリストを置き、希望により女性・児童センターに団

体貸し出しをすることにします。 

また、年２回（６月は男女共同参画週間、12 月は人権週間）の特別展示をおこなっていますが、

今後は、分類別書棚の小コーナーを使った展示に取り組みます。 

昨年パープルリボンツリーを１階イベントスペースに設置していましたが、ＤＶ等関連図書の展示

までは出来ていなかったため、平成２６年度実施する予定です。 

また、平成２６年 7 月９日の女性交流サロンでの『絵本サロン』講座は、図書館の絵本等を活用し

て、図書館司書が絵本に隠されているメッセージ（ジェンダー規範等）を講座受講者と一緒に読み解
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く企画です。 

オンブード： 

 新しい貸出返却システムも導入されたり、男女共同参画や人権啓発について意識を持って取り組まれ

ている様子が伺えます。オンブードの提案に対しても、「○○の部分を進めるのは難しいが△△の方法

でやってみよう」という工夫と意欲が感じられました。 

 

Ｑ１５ 女性が担うことの多い介護に対しての取り組みはどのようにされていますか？ 

 要介護者が増えていく社会において、「介護は女性が担うもの」という考えがまだあります。女性へ

の負担を軽減するため、両性が介護を担う社会にするための事業をお聞きしました。 

Ａ： 

【社会福祉協議会】では、定年後の方がかかわりやすい切り口でボランティアの講座を実施し、男

性の生きがいにもなっていると考えています。 

【地域・高年福祉課】では、介護度を少なくする、又は状態の維持、進行させない、自立させるよう

な予防事業をしています。しかし、介護保険法では軽くなると介護報酬が少なくなる（事業所の収入が

減る）仕組みになっているので、なかなか進めにくいです。【介護保険課】岡山市で成功報酬を介護報

酬に反映させるモデル特区事業を始めたと聞いています。【地域・高年福祉課】男性のヘルパーの場合、

女性のトイレに入る時や下着を買いに行く時に誤解される事もあるため、「介護マーク」（静岡発祥）

の検討をしていきます。 

オンブード： 

 制度が介護度の軽減を阻んでいることに問題を持ちながら対応していると思われます。家で介護をす

る人として、女性が拘束されてしまうことが多いため、ケアマネジャーには、それが当たり前として対

応することなく、男女共同参画の視点を持って（女性の立場を理解し）介護者や被介護者の問題点を見

抜き、どう解決していくのかを考えてほしいです。  

同性介護を行う上で、男性職員の不足が問題だと思います。男性職員が増えるための対策を様々な

例を参考に、考えていただきたいと思います。 

 

Ｑ１６ 介護やヘルパーの仕事でのセクハラへの対応はどのようにしていますか？ 

 介護やヘルパーは事業所において雇用されていますが、女性が密室で担当することが多くセクハラを

受けやすい環境にある職業です。セクハラの実態や相談対応についてお聞きしました。 

Ａ： 

【介護保険課】ではこれまでに、事業所からサービスの提供が困難になった時の相談を受けたことが

ありましたが、基本的には事業所が責任を持って対処すべき問題です。しかし、事業所に対する啓発な

ど、今後は男女共同参画の視点を入れた研修を積極的に対応したいと考えています。 

オンブード： 

 各地で問題になっているセクハラについて、「伊丹市にセクハラはない」とは考えにくいものです。

介護保険課が事業所対象にセクハラ対策や男女共同参画の視点を入れた研修会の開催を期待します。 
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基本目標別具体的施策についての 
オンブード評価とコラム 



基本目標Ⅰ：男女共同参画への意識づくり 
 

【基本課題１】固定的な男女の役割分担にとらわれず、一人ひとりの人権を尊

重する教育・啓発の推進 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★ 自治会の協力で市民への啓発。 

 平成 24 年度に男女共同参画推進委員会で作成した啓発紙を自治会で回覧しました。また、

この啓発紙を利用し、「固定的性別役割分担意識」について出前講座を実施しました。平

成 25 年度も啓発紙の第２号を作成し、自治会で回覧しました。（同和・人権推進課） 

★ 男女共同参画関連図書をことば蔵へ 226 冊購入。 

 平成 25 年度からは年２回（男女共同参画週間の６月と人権週間・市民フォーラム開催の

12 月）に展示回数を増やし、さらに今年度からは関連図書棚において「今月のおすすめ

本」をピックアップして紹介してもらう事で、市民が手に取りやすい状況を作ろうと努力

されています。（図書館） 

★ 女性・児童センターの関連図書一覧がホームページで掲載。 

 今後、図書一覧のリストをことば蔵に配置してもらうなど、多くの市民に利用してもらえ

る事を期待しています。 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆ 人権教育室と女性・児童センタ の図書の連携を。 

  視聴覚教材の周知にも、人権教育室の目録に女性・児童センター教材を追加するなど施

設同士の連携が必要です。 

 

 

【基本課題２】男女平等を推進する学校教育などの充実 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★保育士対象の研修で、「男女共同参画」「ＤＶと児童虐待」の研修を開催。 

  ＤＶに対する認識を深め、保育の現場での早期発見につながることを期待しています。

（保育課） 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆ 教員のための男女共同参画やＤＶについての研修を。 

 子どもの虐待、発達障害、反社会的行動の影にＤＶが潜んでいることが多く、先生の一

言で助かることもあります。子どもの変化を敏感にキャッチするためにも、男女共同参画

やＤＶについての研修を定期的に継続して行う必要があります。 

 

【基本課題３】男女共同参画を推進する生涯学習の充実 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★ 伊同教の広報紙「ひかり」第 41 号に男女共生部会での取組を掲載し、活動の概要を紹介。 

 平成 26 年度も「ひかり」に取組を掲載するとともに、「伊丹市人権教育・啓発白書」の

内容が多くの市民に広く周知されるよう「概要版」をあらゆる機会を活用して配布するな

ど啓発しています。（人権教育室） 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆ 一時保育・介護サービス・手話通訳・要約筆記サービスを講座開催時に講座案内チラシ

や広報紙に掲載の徹底。 

 一時保育・介護サービス・手話通訳・要約筆記サービスを実施してくれることを知らない

人がまだまだ多いです。各サービスについて講座案内チラシや広報紙に「必要な際は一度ご

相談ください」などと明記を徹底して下さい。 
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コラム①「シングルマザーの実態調査を！」 

  

 厚生労働省は今年度、全国 109 カ所で、ひとり親家庭向けにワンストップの相談窓口

をつくると報道されています。来年度から始まる子ども・子育て支援新制度でも、個別

ニーズに応じた子育て支援の情報提供が予定されている状況です。 

ただ、こうした制度は役所に自ら助けを求めることが前提ですが、役所に行くことさ

え思いつかない人もいます。 

 シングルマザーの場合は少ない賃金で生活を切り盛りする事は難しく、仕事を掛け 

持ちせざるを得ない現状があります。そのために、特に子どもたちの生活面において、 

子どもに充分目をかける時間や余裕が無くなります。 

仕事と育児に追われ、親同士で付き合う時間もない人が多く、周囲の目を気にして 

ひとり親であることを隠したり助けを求めなかったりすることもあります。孤立しがち 

であるがゆえに必要な情報も届かないし、行政サービスを利用したくても窓口が閉まっ 

ている時間にしか手続きに行けない。非正規など不安定な仕事のため、休むことはでき 

ない。 

 このように、役所に行くことさえままならない状況の人たちは伊丹市内にどのくらい

いて、どのような困難を抱え、何を必要としているでしょうか。伊丹市の児童扶養手当

受給数は約 1,800 件あり、大半はシングルマザーですが、ニーズや実態調査は行われて

いません。次代を担う子どもと女性にきめ細かい対応をするための実態の把握が急がれ

ます。 

 

（写真左）男女共同参画推進委員会の様子

（写真下）作成された啓発紙の第２号 
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基本目標Ⅱ：男女が対等に働ける環境づくり 
 

【基本課題 4】雇用の場での男女の均等な機会と待遇の確保への取り組み 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★推進委員企画の講座でハローワークと連携 

推進委員（市民まちづくりプラザ）の企画でハローワークと連携し、女性の就労についての

講座が行われ、参加者と一緒に女性の就労について考えることができています。受講後の意見

から意識面では必要性が感じ取れるが、組織の仕組みとしては推進できていない点が多いとの

ことです。女性の就労の問題だけでなく、男性も今までの働き方を見直し、企業も働き方や制

度を見直すことで、両方が相乗効果をうみ、充実したものにすることが必要です。（同和・人

権推進課） 

★事業所へのセクシャル・ハラスメント防止の研修等のよびかけを積極的に行う 

男女共同参画推進委員会を通じて、事業所へのセクシャル・ハラスメント防止の研修等のよ

びかけを積極的に行っていることは評価できます。事業所からの出前講座の要望はなかったそ

うですが、交通局へ人権教育指導員を派遣しセクシャル・ハラスメントについての研修を行う

ことができたことは努力の結果だと思います。 

また、短時間でチェックできるリストなど、事業所で活用しようと思える教材の充実をはか

るなど、努力されているのが見受けられます。（同和・人権推進課、人権教育室） 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆チラシ作成、配架がはたして効果的な広報手段か？ 

 労働相談等の広報手段としてチラシ作成、配架されているとの事ですが、はたしてチラシが効

果的な広報手段かどうかの検証、すなわち、チラシ以外に方法は無いのか、より効果的な周知・

啓発の方法を検討・模索される必要があります。（商工労働課） 

 

【基本課題 5】男女の働く意欲を支え、多様かつ柔軟な働き方が選択できる条件の整備 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★コミュニティ・ビジネスへの取り組みについて積極的な支援が行われた。 

 まちづくり推進課とまちづくりプラザが連携し、助言・資料提供を行っています。NPO 設立

相談が計 45 件、社会起業講座は年間で計７回開催し、96 名の参加があったことは評価できま

す。多様な働き方に対応した条件の整備の推進に期待しています。（まちづくり推進課） 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆相談や講座修了後の追跡調査が出来ていない。 

 働きたい女性のための事業である『女性のためのチャレンジ支援事業』が行われているが、

受講後の活動やチャレンジ状況の追跡調査が実施出来ていないのは大変残念です。事業を行っ

たら、やりっぱなしで終わりではなく、次の目標に繋がるよう切れ目ない支援が必要です。事

業を検証するためにもアンケート調査を徹底し、効果や改善点を把握することで次の事業に生

かしてゆく必要があります。（同和・人権推進課） 

☆まずは実態把握が必要です。 

 昨年もオンブードは指摘しましたが、男女の労働の実態把握がなされていません。調査実施

方法を検討するとありますが、検討するだけでは問題は解決しません。まずは実態を分析、把

握する事により何をしなければいけないかが、明確になります。 

 

【基本課題 6】男女の仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★『ワーク・ライフ・バランス』について企業の労働組合から出前講座の依頼があった。 

 企業の労働組合から初めての出前講座の依頼を受けています。出前講座を通じて、企業の環境

や労働者側の思いを知る事ができ、庁内研修にも出前講座先の企業の働き方を紹介するなど、市

が参考にできる点を周知する事により、制度を利用しやすい職場風土づくりに期待しています。 
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★ファミリーサポートセンター会員数増加！ 

 子育て支援センターとの合同講座の開催等により、会員数が H24 年度との比較で 100 名増の 

2,370 名となっています。今後、定年後の方々の社会参加のきっかけになることを期待してい 

ます。 

 

 

 
 

コラム②「保育所に通園している子どもが病気になったとき」 

 

保育所に通園している 1 歳の子どもが、朝ご飯をなかなか食べません。母親は出勤の時

間が気になるので急かせたところぐずぐずしています。いつもとは違うと思い、額に手を

当てたところ、熱があります。父親は先に出勤してしまっているため、残された母親は途

方にくれます。やっと見つけた仕事を遅れるわけにはいきません。店長の「やっぱり、小

さい子どもがいるとねえ…」という声が聞こえてきます。 

皆さんならどうしますか？実家に電話…留守（えーっ！）。その他は？ネットですぐに

預かってくれるサイトにアクセス（怖いし）、ファミサポは当日なら利用できないし（役

に立たないわ）、「○○ちゃん、ねんねしててね」と子どもを１人寝かせておく（ごめん

ね） 

昨年度、伊丹市では「伊丹市子ども・子育て支援に関する調査」がなされ、上記のよう

に、病気の幼児が１人で放置されていたのは 1.3％、少なくとも 1 年に 15 人はいたとい

う報告が出ました。伊丹市には病児保育がありません。子どもが家で事故にあうことが事

件になる前に、病児保育が整備されることを願います。 
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基本目標Ⅲ：男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実 
 

【基本課題７】生涯を通じた男女の心と体の健康づくり 

♪ＧＯＯＤな点♪ 

★ 禁煙支援講演会「たばこが及ぼす体への影響」を実施したことのない小学校３校（受講者数 297

人）に実施。 

 今後は、市内 17 校の小学校全てに講演会を実施することを目標にしています。 

 平成 25 年度については、「学校保健大会」にて学校で担任や養護教諭が防煙教育に取り組んだ結

果が発表されており、学校主体の取組みも広がってきています。 

 講演会実施だけで終わらず、学校が主体となってたばこに対する取組みを続けていけるように支

援を継続していく必要があります。（健康政策課） 

★ 「思春期を迎えるための心と体の準備」等について、市内学校の対象と相手のニーズに応じた

出前講座を実施。 

 高校生対象では、命を造りだす能力があるということ、親となる覚悟、自分や相手を考えた行動

が出来るとはどういうことか、女性の生殖年齢と人生設計等について講義をしています。（伊丹病

院） 

 

【基本課題８】高齢者・障がい者（児）、ひとり親の家庭などが孤立せず、安心して暮ら

せる環境の整備 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★ 老人クラブへの健康政策や訪問活動により、筋力・体力の維持及び向上を図る。 

虚弱や閉じこもりの高齢者を早期に把握し、通所型介護予防事業につなげることで筋力・体力の

維持及び向上を図っています。（地域・高年福祉課） 

★ 「いたみ健康づくり大作戦」の一環として瑞ヶ池公園に健康遊具広場が整備され、介護予防の

ための「いきいき百歳体操」の推進が開始。 

 今後、要介護者の増加が予想される中で、要介護度の軽度化に向けた取組みの拡充が期待されま

す。 

 （みどり公園課、地域・高年福祉課、社会福祉協議会） 

 

【基本課題９】安心して子どもを産み育てられる環境の整備 

♪ＧＯＯＤな点♪ 

★阪神北広域こども急病センターに電話相談室を設置。 

 患者サービスの向上の為、エレベーター前の廊下にブースを設置し、電話相談を実施する事がで

きました。平成 26 年度以降、女性医師等から託児の要望が増加しているため、センター内に育児

室の整備を検討されます。（地域医療推進課） 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆ 伊丹病院の分娩再開への期待！ 

 24 時間体制で安全に分娩を行うための産婦人科医師確保が困難となったため、平成 26 年４月１

日より分娩を一時中止し、連携病院との周産期ネットワーク体制を確立しています。しかし、拠点

となる病院は阪神南地区に集中し、阪神北地区には少ないため、現在、伊丹病院でも再開に向けて

努力されているようです。地域の中核病院である伊丹病院での早急な分娩再開を期待しています。

（伊丹病院） 
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コラム③「介護は誰にしてほしいですか？」 

 

高齢者人口の増加とともに、数年後団塊世代が 70 歳代に突入するに伴い要支援・要介

護者数は増加傾向になると言われています。 

その時に、誰に介護してほしいですか？自宅であろうと、施設であろうと自分の欲する

人に介護してほしいのは、誰しもでしょう。 

介護者を見てみると、女性が多く、男性が少ないのです。伊丹市においても同様です。

その理由には、自宅での介護の場合は、男性はフルタイムで働いているため、介護を担う

職業は賃金が安いため、介護は女性がするべきという固定的性別役割分担意識があるた

め、などが挙げられます。 

 このように、男性に介護をしてほしいという場合に、それに応えられる状況に社会はな

いのです。例えば、妻が夫に介護してほしいというニーズがあったとしても、介護を理由

に離職することになり得ます。その場合、生活費はどうするのかなど問題は山積です。行

政も介護関係の制度や法律の整備も進めていますが職場では上手く活用されていないの

が現状です。 

 いつかは自分が介護する立場になるか介護される立場になるかもしれません。被介護者

のニーズは様々です。それぞれのニーズに応えることができる社会を目指したいです。 
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基本目標Ⅳ：あらゆる暴力に対する根絶の取り組み 
 

【基本課題 10】配偶者・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス）防止

対策の推進 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★ＤＶ防止セミナーが計画的に実施されました！ 

 関係者の研修として、保育関係（307 人）民生委員とのコラボによるＤＶ防止セミナー（221 人）

人権擁護委員、生活保護職員などへの出前講座等を積極的に実施されたことは、大変評価できます。

知識がなければ理解は出来ません『ＤＶとは何か』を理解する事が必要です。『ＤＶ被害を受けてい

るのではないか』というアンテナが、早期発見につながります。今後も研修を継続し、より多くの市

民が理解を深めて欲しいと思います。（同和・人権推進課） 

★相談体制のさらなる強化。 

 関係機関と綿密に連携し個別の対応をおこなったことは広がりの点で評価できます。また、相談員

の派遣研修を積極的に行い、ネットワーク作りや情報収集を行ったことも広がりをもった点です。今

年度は、ＤＶ相談室の啓発カードを 8,000 部外部印刷で作成したことで、相談の増加つまり被害者の

支援に がったという功績も評価できます。（同和・人権推進課） 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆相談啓発のさらなる工夫に期待！ 

 相談カードの配置場所、市民への啓発としてパネル展、パープルリボンツリー設置は駅や大型商業

施設など不特定多数の人々が利用する場所で行うなど『わざわざ』取りに行かなくても市民に情報が

届くにはどうすればいいのか、さらなる工夫が必要です。 

 

【基本課題 11】セクシャル・ハラスメントなどへの防止対策の推進 
（あと一歩欲しいところ） 

☆教職員へのセクシャル・ハラスメント防止対策 

 セクシャル・ハラスメントの相談窓口について、より広く知らせるためホームページや機関誌等に

より教職員への啓発を行ったことは評価できますが、教職員への防止対策は、例年同様管理職研修や

初任者研修で対応しているだけです。すべての教職員が定期的に継続して教育を受ける必要がありま

す。（総合教育センター） 

 

【基本課題 12】子どもや高齢者の安全を守る取り組みの推進 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

 ★ 暴力に対して統一した対応。 

虐待（児童、障がい者、高齢者）ＤＶ・性犯罪担当部会にてマニュアル作成が行われ、通報等の整

備を試みるなど早期発見に向けての体制づくりに期待します。（伊丹病院） 

 

 

 

（写真）ことば蔵でのパネル展にて来館者に

飾られたパープルリボンツリー 
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コラム④「性暴力を考える」 

 

性暴力について以下の内容は正解？間違い？ 

□若い女性だけがレイプ被害にあう。 

□レイプは女性側の挑発的な服装や行動が誘因となる。 

□レイプ、性的虐待などは、特定の環境や文化における女性にみられるものである。 

□レイプの加害者のほとんどは見知らぬ人である。 

□被害者は逃げるつもりがなかったからだ。 

内閣府：「レイプ被害によってひきおこされる、心と体の変化」より 

すべて間違いで、このような内容をレイプ神話と呼んでいます。子どもも男性も性暴力被

害にあいます。もちろん、被害者に落ち度があるのではありませんし、誰でもが被害にあう

可能性があるのです。レイプの被害を受けると、体や心が固まってしまい声すら出すことが

できない、殺されるかもしれないと思うこともあり、逃げることさえできないのです。 

レイプ神話という社会の偏見により、被害者は周りや支援者から二次被害を受け、自責の

念や怒り、悔しさ、後悔などが交錯し、心身ともに大きな影響を受けることになります。被

害者は、自分が悪かったと思ってしまうことや恥ずかしさ、周囲への配慮等によって、被害

を届けることを躊躇してしまいやすいのです。 

数年前から、各地で性暴力救済支援センターが発足しました。被害者がワンストップで心

身のケアから警察、法曹、医療等が一体となって被害者支援を行うものです。兵庫県も発足

しました。被害者が減少することはもちろんですが、今、被害にあった時の適切な対応が進

められています。 
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基本目標Ⅴ：男女が共に輝くまちづくり 

【基本課題 13】市民の連携による男女共同参画の推進 
♪ＧＯＯＤな点♪ 
★ 自治会長の女性割合は徐々に増加し 18％にまで上昇。 

 この増加について、社会が変わって来ただけでなく、担当課の努力があったことは評価できます。

しかし、目標も 20％と目標そのものも低いこともあって、成果目標に捕われることなくその割合を

あげる努力を今後もして欲しいです。（まちづくり推進課） 
★ 日本語サロン参加者も増えている。 

 外国人の居住者が増えているのか、周知されてきたのかの要因を確認し、より一層活発化すること

を期待します。（同和・人権推進課） 
★ 伊丹市保健衛生推進連合会女性部会の名称変更の丁寧な計画。 

 組織が変わるのは名称であったとしても難しいことではあります。このについて、丁寧に説明する

計画が立てられています。意識の啓発も絡んでいるため、今後も継続して発展を期待します。（生活

環境課） 
★ 男女共同参画川柳については表彰時に子育て支援とコラボ。 

 男女共同参画川柳については表彰時に子育て支援とコラボしたことで広く広報できています。賞品

を企業とコラボするなどの更なる工夫を期待します。（同和・人権推進課） 
 

（あと一歩欲しいところ） 
☆ 女性の防災訓練参加者が伸び悩んでいる。 
  原因を解明したうえで今後の課題を明確にすることが先決です。（消防局、危機管理室） 
☆ 女性リーダーの養成に対する積極的な対応を期待。 
  さまざまなイベントの実行委員や都市デザイン課においても課題となっている組織ツールの研修

やリーダーを行う機会の積極的な提供を期待したいです。 
☆ 「com-com」の多すぎる編集会議の見直し。 
  「com-com」の発行については継続は力ではあるが、多すぎる編集会議になってしまう原因の究明

が必要です。（同和・人権推進課） 
 

【基本課題 14】ユニバーサルデザインの推進による男女共同参画の環境整備 
♪ＧＯＯＤな点♪ 
★都市計画等への審議会へ女性比が 40％を超えるための努力を行っている。 
 都市計画等への審議会へ女性比が 40％を超えるための努力を行っていることは評価できます。発展的

には、全市的な課題として検討していただきたいです。 
 

（あと一歩欲しいところ） 
☆ 男性の子育てに対する支援を検討。 

 男性が子育てする場合、トイレにベビーベッド、ベビーホルダーの設置が不十分なことが社会の課

題となっています。現状把握などの確認が必要であるが、その取り組みが見当たりません。（営繕課・

施設課・住宅政策課・道路保全課・道路建設課・みどり公園課） 
 

【基本課題 15】地域の国際化と国際社会への貢献 
♪ＧＯＯＤな点♪ 
★ ミモザの日の際に、国際的な女性の人権啓発に若年層とも協働。 

 ミモザの日の際に、ガールスカウトとの協働、国際的な女性の人権啓発に若年層を巻き込んで行え

たのは、男女共同参画の次世代育成の点からも意義が大きいといえます。（同和・人権推進課） 
★ 審議会へ女性比が 40％を超えるための推薦依頼を積極的に行なう。 
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 審議会へ女性比が 40％を超えるための推薦依頼を行なっていることは評価できます。（環境保全課） 
 

（あと一歩欲しいところ） 
☆ 「リサイクルフェア」に男女共同参画の要素を。 

 今年度は台風で流れたが、「リサイクルフェア」に男女共同参画の要素をどのようにとり入れるか

については、男性の登用を挙げているように実行委員会を男女や年齢の幅も考えた構成にすることで、

多様なアイディアの創出を期待します。（生活環境課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム⑤「職場に男女共同参画リーダーを！」 

 

 伊丹市の男女共同参画計画の進捗状況をオンブードはチェックし、担当課である同和・人

権推進課は 庁内、職員に啓発していますが、男女共同参画は、担当課だけが頑張っていても

十分には進みません。それぞれの課の全ての職員に必要な視点なので、言われてするのでは

なく自ら気づく事が大事です。 

男女共同参画の視点がなぜ、必要なのか。それぞれの課ではなにができるのか。それを考

えることにより、より良い市民サービスを提供出来るのではないでしょうか。 

 伊丹市には伊丹市男女共同参画推進本部会議があり、庶務担当の課長級からなる幹事会も

あります。ですが、いざ施策を考えるとなった時に、本当にその人たちだけが知っていて施

策に届いているのでしょうか？ 

何をするにも男女共同参画の視点は絶対はずせないはずなので、各課に推進する職員をお

かれたらいかがでしょうか。そのためにも、各職場に『男女共同参画リーダー』を置く必要

があると考えます。 

 

（写真）国際女性デーin 伊丹 いたみミモザ 
の日の講座にて、ガールスカウトによる 
発表の様子 
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基本目標Ⅵ：計画の総合的な推進 

 

【基本課題 16】市民との協働による推進体制の確立 
♪ＧＯＯＤな点♪ 

★ 推進委員会メンバーであるまちプラと協働した企画を行う。 
協働企画を積極的に取り組んでいますが、企業や教育機関などとの協働にも目を向けていくことを

期待します。（同和・人権推進課） 
★ 市職員による『PDCA』(プラン・実行・チェック・アクト)の記述形式が充実。 

 PDCA サイクルが分るような報告用紙となって 2 年目となります。各課がどのように取り組み、次年

度の目標からどのように計画しているかがわかるようになりました。各課が自己評価し、サイクルが

円滑に動くことを期待します。 

 

（あと一歩欲しいところ） 

☆ 推進委員の活動の検証。 
 推進委員の任期や委員の所属などについては、十分な役割を果たしているかの検証は重要と考えま

す。 
 

【基本課題 17】市の率先した取り組みの推進 
（あと一歩欲しいところ） 

☆ 女性委員割合が伸び悩んでいる。 

 各課は、女性委員の割合を高める努力がなされているにもかかわらず、数字は伸び悩んでいる。そ

こで、他市でも行われているように、市として女性委員の割合を高める具体的な方法も示すような統

一文書を出すなどの方法の検討が必要と考えます。（人事研修課） 

 

【基本課題 18】男女共同参画推進拠点の充実 
（あと一歩欲しいところ） 

☆ 女性・児童センターの講座企画の目標を常に検証。 
 女性・児童センターの講座の開催は、その人数増加に力を入れる以上に男女共同参画の視点を見定

めた講座を企画することが必要です。 
☆ 女性・児童センタ の安全性の確保を！ 

 女性・児童センタ の耐震が必要なことから、「伊丹市公共施設マネジメント基本方針」を見据えて、

どうあるべきかの検討を早々にする必要があると思われます。 
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 コラム⑥「男性職員の育児休業」 

 

 「男性は仕事、女性は家事と育児」という性別役割分業が顕著に表れるのが男女の育児休

業取得率です。厚生労働省の「平成23年度雇用均等基本調査」による育児休業取得率は微増

傾向で、平成22年、23年、24年の推移は、女性83.7、84.3、87.8に対し、男性は1.38、1.34、

2.68です。平成24年は23年の倍になっている！といってもたかだか2％です。 

伊丹市では、昨年度市職員向けの広報紙にわかりやすく掲載するなどの工夫がされ、伊丹

市男性職員の育休取得人数 （市長部局の他、教育委員会やその他外郭団体の職員も含む）  平
成23年度 11.1％（取得者5人/45人中）、24年度 3.7％（2人/54人中）、25年度 8.9％（5人/56

人中 ）24年度から25年度にはもち直しています。しかし、低いです。取りたくない（男性た

るもの育児休業なんてしない）、取りたくても取れない（職場に迷惑がかかったら…、給料が

出ないのでは…、降格されたら…）など本当の理由はどこにあるのでしょう。 

育児を行ってみることで、忍耐力は確実に着きますし、育児期にある親の立場やニーズが

理解しやすくなり、世の中の見え方が変わってきます。つまり、ワークライフバランスです。

伊丹市としては、職員が男女とも育児休業を取得することで市の利益に跳ね返ることを理解

し、男女共同参画社会を目指すために、男女とも育児休業を取りたい職員が取れるためのナ

イスな取り組みが期待されます。 
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平成２５年度分 
各課からの計画施策別事業報告 

 



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

1-1-1
広報 紙、 情報
紙 、 イ ン タ ー
ネット、テレビ、
ラジオなど様々
な媒体を 活用
し、本計画の周
知や男女共同
参画への理解
を深める広報・
啓発を行う

基本目標Ⅰ：男女共同参画への意識づくり
＜成果目標＞

①市民への広報・啓発活動

「広報伊丹」発
行業務他

広
報
課

【基本課題1】固定的な男女の役割分担にとらわれず、一人ひとりの人権を尊重する教育・啓発の推進

「広報伊丹」をはじ
め、ケーブルテレビ
などの広報媒体を活
用し、より分かりやす
く、市民参画を呼び
掛けるような情報発
信を心掛ける。
【広報紙】
・６月15日号「広報伊
丹」で、「男女共同参
画週間」「パネル展」
「男女共同参画推進
事業所表彰」「市民
オンブード決定」な
どの記事を掲載す
る。
・「広報伊丹」で、関
連記事を掲載する。

【ケーブルテレビ】
・５月20日号
「『人権擁護の日』特
設相談所を開設」記
事を読み上げ・啓
発。
・６月18日号
「ゲストコーナー」に
男女共同参画施策
市民オンブードの来
田純子さんを招き、
対談。

【広報紙】
・6月15日号に「男女共同参
画週間」記事を大見出しで掲
載し、併せて「パネル展」「男
女共同参画施策市民オン
ブード決定」「男女共同参画
推進事業所を募集」「男女共
同参画川柳を募集」記事を掲
載
・11月１日号に「DVは犯罪で
す」と見出しを立て、「女性に
対する暴力をなくす運動」記
事を掲載し、併せて「DV防止
パネル展」や「女性の人権
ホットライン」記事を掲載

【ケーブルテレビ】
・７月22日号ゲストコーナーで
男女共同参画施策市民オン
ブードの永原明子さんを招
き、対談
・5月20日号おしらせコーナー
で「『人権擁護の日』特設相
談所を開設」記事を読み上げ
・10月21日号おしらせコー
ナーで「伊丹市参画協働推
進委員会の委員募集」記事を
読み上げ
・12月23日号ゲストコーナー
で緑丘小PTAの山本哲郎さ
んを招き、主夫としての体験
を放送

「広報伊丹」やケーブルテレビだけでな
く多様な広報媒体で即時性・広域性に
優れた情報提供を行う必要がある

「広報伊丹」やケーブルテ
レビに加え、SNSやリ
ニューアルした市ホーム
ぺージを利用し、わかりや
すい啓発に努める。
【広報紙】
・６月1日号で、「男女共同
参画市民オンブード委嘱」
「男女共同参画週間」「６
月は男女雇用機会均等
月間」の記事を掲載
・６月15日号で、「男女共
同参画推進事業所を募
集」「男女共同参画川柳を
募集」の記事を掲載
・７月１日号で、「イクメン・
カジダンフォトコンテスト入
賞作品が決定」の記事を
掲載
・９月15日号で、「男女共
同参画推進委員会　活動
始まる」の記事を掲載
・10月１日号で、「男女共
同参画研修」の記事を掲
載
・11月1日号で、「男女共
同参画推進市民フォーラ
ム」、「DVは犯罪です」
「『女性に対する暴力をな
くす運動』実施期間」「全
国一斉『女性の人権ホット
ライン』強化月間」「女性の
ための法律講座」の記事
を掲載
・11月15日号で、「男女共
同参画推進事業所表
彰」、「男女共同参画市民
オンブード報告提出」の記
事を掲載
・12月15日号で、「DV対策
計画についてパブリックコ
メント募集」の記事を掲載

【ケーブルテレビ】
・８月１８・２５日号で、「男
女が共に輝くまちづくり」と
題し、「ゲストコーナー」に
男女共同参画施策市民オ
ンブードの黒沢広美さんと
市同和・人権推進課長を
招き、対談。

【ウェブ】
・イベントカレンダー機能
の利用やSNSなど、効果
的な広報について提言し
ていく

項目 担当課
計画当初
(H22年度）

H23年分報告H24年分報告H25年分報告
成果目標

（H28年度）

市民意識調査における「伊丹市男女共同参
画計画」の認知度

同和・人権推進課 40.3% - - - 60%
(次回調査時)

女性・児童センターの年間利用者数 同和・人権推進課 129,246人 135,542人 133,448人 138,535人 130,000人

女性・児童センター（働く女性の家・女性
交流サロン）講座等参加者数

同和・人権推進課 3,406人 3,919人 3,578人 4,009人 4,000人

男女共同参画関係まちづくり出前講座実施
回数

同和・人権推進課 4回 4回 4回 8回 10回

保健教育の授業参観を行った学校数 保健体育課 15校 16校 16校 16校 20校
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

921301

921305

男女共同参画
計画推進事業

男女共同参画
情報紙発行事
業

・広報伊丹掲載依頼
時期を意識し、事業
が一度に複数掲載さ
れることで男女共同
参画の文字が目立
つように工夫する。
・啓発紙をイベントで
配布、またパネル化
し展示に生かす。推
進委員会で第2号を
作成。
・「com-com」の継続
実施。
・ホームページの充
実。

市内小中学校全てのPTA広
報担当者に「男女平等に関
する表現指針」の趣旨と、注
意すべき点を周知することが
できた

依頼原稿や番組出演者の発言の中に
も「男女平等に関する表現指針」に沿
わない文言が含まれることがある

広報課職員全員で「男女
平等に関する表現指針」
を理解し、必要に応じて
「指針」に則り原稿や発言
の修正をしていく

同
和
・
人
権
推
進
課

・本の企画展：
「男女共同参
画週間」、「女
性に対する暴
力をなくす運
動」等
・ドキュメンタ
リー上映会：
「ゆらりゆらゆ
ら」「ダンシン
グ・ウィズ・ライ
ブス」「外泊」
」等

・引き続き、男女共
同参画、女性問題等
の図書を充実する。
不足している資料が
目的にあえば利用
者の要望を取り入れ
る。
・24年度末に購入し
たDVD等視聴覚資
料を講座や上映会
に有効的に活用す
る。⇒8月に「ベアテ
のニッポンだいすき
アジア大好き！」を
男女共同参画基礎
セミナーで利用。
・図書の貸し出し、
上映会等に男性の
利用率を上げる。
・伊丹市の情報や行
政資料のファイリン
グ、情報相談に関連
する資料の収集・整
理。男女共同参画に
関するパネル展を実
施し、講座等参加者
だけでなく、施設利
用者に向けた啓発を
行う。

・本年度も国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ伊丹
からの寄贈等により、男女共
同参画図書の充実が図れ
た。（23冊）
・所蔵図書・視聴覚資料を活
用して、ブックトーク・本の
ちょっと「ムダ使いにロンドン
へ」や映画上映会「逃げ遅れ
る人々」を開催した。（参加25
名）
・講座開催時、関連図書リスト
を配布する。

・与えられた予算の枠の中での市民
ニーズをとらえた図書・資料の整備が
課題。
・男性の女性交流サロンの利用及び本
の貸出が少ない。

・引き続き、男女共同参画
に関する図書・資料の充
実を図る。
・図書の貸し出し、上映会
等に男性の利用率を上げ
る。⇒6月開催「男女共同
参画週間記念フェスティ
バル」にて本の企画展「こ
どもと一緒に読める本」を
実施。
・伊丹市の情報や行政資
料のファイリング、情報相
談に関連する資料の収
集・整理。
・男女共同参画に関する
パネル展を実施し、講座
等参加者だけでなく、施
設利用者に向けた啓発を
行う。
・センター登録グループ会
員の図書活用を促す。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

921108
視聴覚教材貸

出事務

　さまざまな人権課
題の一つとして、男
女共同参画に関す
る図書やビデオ等の
視聴覚教材を購入
し、教材の充実を
図っていく。
　また、視聴覚教材
目録について、平成
２５年度より購入順に
列記していたものを
テーマごとに変え、
利用者が活用しや
すいものに変更す
る。

　研修用ＤＶＤ８本、新刊図
書３３冊を新規購入した。これ
らの内、ＤＶＤでは父親から
母親へのＤＶ（暴力)を見かね
た子どもの実話に基づいたア
ニメ「パパ、ママをぶたない
で」、書籍では男女共生教育
の教材として「女子のキャリ
ア」などを購入し、教材の充
実を図った。
　また、教材目録を関係機関
に配布して積極的な活用に
ついて啓発した。（女性問題
に関する教材貸出数：８回）
　さらに、視聴覚教材目録を
図書館に布置した。

　視聴覚教材目録の活用の仕方及び
市民への周知について工夫する必要
がある。また、教材の周知については
公民館や女性児童センター等との連
携が課題である。

　さまざまな人権課題の一
つとして、男女共同参画
に関する図書やＤＶＤ等
の視聴覚教材を購入し、
教材の充実を図っていく。

人
権
教
育
室

　引き続き幅広い視
野に立った男女共
同参画に関する書
籍を収集する。ま
た、展示回数を2回
（6月・12月）に増や
す。

・平成25年度の男女共同参
画関連図書購入実績：冊数
226冊、金額348,950円
・展示を6月・12月に実施

新刊は既に貸出済のものが多く、刊行
年の古い本が展示の中心だったため、
閲覧者が少なかった。

引き続き幅広い視野に
立った男女共同参画に関
する書籍を収集する。ま
た、新刊を中心とした展示
を6月・12月に実施する。

図
書
館

1-1-2
男女共同参画
に関する 図書
や視聴覚資料
の充実を図る

-24-



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

921112

921117

212201

人権文化市民
講座・啓発事
業

地域に学ぶ体
験学習支援事
業

子育て支援事
業

引き続き、男女共同
参画の視点を入れ
た啓発事業を実施
する。

１．【ジョイントクラブ】
「将来の進路を考える」をテー
マに、女性の生き方、働き方
について、男女雇用機会均
等法を学習題材に話し合い
ました。
（参加者：中学生２名）
２．【ともだち作ろうママも赤
ちゃんも】
第１子で０歳児とその保護者
13組を対象に、男性保育士
によるお話で、男性の育児参
画や親子コミュニケーションに
ついての育児における男女
共同参画について学びまし
た。
（参加者：12組、男0名・女12
名）

１．中学生が将来の職業について考え
る時、女性向きの仕事の有無を話し合
うことができたり、固定的性別役割を学
べた。
２．普段の子育て支援ルームには父親
の参加はあるが、講座への参加が課題
である。

引き続き、男女共同参画
の視点を入れた啓発事業
を実施する。

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

921104

「 伊丹市人権
教育・ 啓発推
進に関する基
本方 針」 の 推
進

①「白書」の内容を
あらゆる機会を通し
て啓発する。
②伊同教の広報紙
である「ひかり」に男
女共生部会での取
組を掲載する。

①「白書」の「概要版」を同和・
人権推進課と連携を図りなが
ら、あらゆる機会に配布する
など啓発に努めた。
②「ひかり」第４１号で、伊同
教男女共生部会の活動の概
要を紹介することができた。

①引き続き、「白書」の内容が多くの市
民に広く周知されるよう、「概要版｣をあ
らゆる機会を活用して配布するなど、
啓発していく必要がある。
②他の部会との調整により、詳しい取
組内容を掲載することができなかった。

①引き続き「白書」の内容
を「概要版」によりあらゆる
機会を通して啓発する。
②伊同教の広報紙である
「ひかり」に男女共生部会
での取組を掲載する。

人
権
教
育
室

②男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し
1-2-4
地域や職場な
どにおける慣行
のうち、男女で
活動選択にお
いて中立的で
ないものについ
て、広くその見
直しを呼びかけ
る

・男女共同参画推
進委員会を通じ
て、広く発信す
る。
・啓発紙を活用
し、見直しをよび
かける。

・男女共同参画推進委員会
作成啓発紙「女と男のな
ぜ?!」を6,320部を自治会回覧
・女性・児童センター登録グ
ループ説明会で上記啓発紙
を利用して、「固定的性別役
割分担意識」について出前講
座を実施。終了後アンケート
を実施。
・平成25年度男女共同参画
推進委員会で第2号啓発紙
作成

・左記のアンケートでは、「固定的性別
役割分担に賛成か」という問いについ
て、「そうは思わない」が41％あり配布
だけでなく口頭での補足が必要と感じ
た。また、「どちらともいえない」と疑問
を感じる意見が50％あり、その具体的
記述によると、男女共同参画を身近に
感じるかどうかで回答がゆれることがわ
かった。

・5月に「女と男のなぜ?!」
第2号を自治会回覧。
・年6回の男女共同参画推
進委員会では、中立的で
ないものについて具体的
に話し合い、第3号の啓発
紙に生かす。

同
和
・
人
権
推
進
課

1-3-5
児童･生徒の発
達段階をふまえ
ながら体系的な
性教育の充実
を図るとともに、
授業参観などを
通じて、保護者
への啓発を行う

学習指導要領に則っ
たカリキュラムを検討
し、性教育の充実を図
る。授業参観等を通し
て、保護者・地域への
啓発を図る。

性教育について、児童生徒
の発達段階と学習指導要領
に準拠した、カリキュラムを検
討し推進することで、男女の
特性を発育面などから学ぶと
ともに、男女が互いに尊重す
る態度を育成することに効果
があった。また、授業参観・講
演会などの実施により、保護
者、地域への啓発活動も行っ
た。

引き続き、各校の実態を踏まえたカリ
キュラムの検討を行い、教育的ニーズ
応じた性教育の充実を図る。

学習指導要領に則ったカ
リキュラムの検討を行い、
児童生徒の発達段階に応
じた性教育の充実を図る。
授業参観等を通じて、保
護者・地域への啓発を行
う。

保
健
体
育
課

③人権尊重の視点に立った性教育

1-1-3
「伊丹市人権教
育・啓発推進に
関する基本方
針」に基づき、
男女の人権の
尊重について
教育･啓発を行
う

-25-



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

④メディアにおける男女の人権の尊重
「広報伊丹」発
行業務他

5月20日に実施する
平成25年度のPTA
広報担当者向けの
出前講座で「刊行物
等作成にあたっての
男女平等に関する
表現指針」の一部を
抜粋し、男女平等に
関する表現方法を説
明する。

市内小中学校全てのPTA広
報担当者に「男女平等に関
する表現指針」の趣旨と、注
意すべき点を周知することが
できた

依頼原稿や番組出演者の発言の中に
も「男女平等に関する表現指針」に沿
わない文言が含まれることがある

広報課職員全員で「男女
平等に関する表現指針」
を理解し、必要に応じて
「指針」に則り原稿や発言
の修正をしていく

広
報
課

・改訂に向けて課
題を整理する。

・市からの発行物などにつ
いて、男女平等に関する表
現指針からはずれたものは
ないか、課内で話し合いを
行なった。

・男女共同参画計画に報告をしてい
ない担当課についても、表現指針を
念頭においてもらう必要がある。

・表現指針を再度庁内
に通知する。

同
和
・
人
権
推
進
課

①はじめての
男女共同参画
「ビデオで考
えるジェン
ダーってなあ
に？」
②「パソコン
ヘルプデス
ク」(全12回）
情報活用講座
「デジカメ編」
「年賀状編」

①メディアにおける
様々な分野でのリテ
ラシー学習の必要性
があることから25年
度も引き続き講座を
実施する予定。
リテラシー講座等⇒
「コマーシャルとコ
ミュニケーション」
（4/25実施）
②継続していく事業
等は、
・講座の実施：情報
活用講座、パソコン
ヘルプデスク、
・情報相談における
表現指針の周知
・リテラシー関連資
料（学校教育におけ
る図書等）の充実
・研究団体、活動団
体とのネットワークづ
くり

・ﾒﾃﾞｨｱを読み解き、自分の力
で判断する力を養うのに役立
てるため、4/25に「コマーシャ
ルとコミュニケーション」をテー
マとした講座を実施。（8人参
加）
・熟年世代のＩＴ活用能力を
高めるため、毎月1回「パソコ
ンヘルプデスク」とステップ
アップセミナーを実施。
（延べ133人が参加）

・パソコンヘルプデスク講座は、毎
回定員を超える申し込みがあり、
キャンセル待ちの状態が続いてお
り、実施方法と内容の改善が課題。

・ﾒﾃﾞｨｱの受け手である
人々が情報に流されない
目を養ったり、情報社会を
生きる子どもたちへのメ
ディアの影響を考えるメ
ディアリテラシー講座の開
催を予定。
・引き続き、パソコンヘル
プデスクを実施。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

921112

人権文化市民
講座・啓発事
業

引き続き、人権を視
点に入れたパソコン
教室を実施する。

人権を視点に入れたパソコン
教室を実施した。

（参加者：154名、回数：25回）

インターネットによる個人情報の流出・
人権侵害等の課題も交えながら講座を
実施することができた。

引き続き、人権を視点に
入れたパソコン教室を実
施する。

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

1-4-7
学校教育や生
涯学習の機会
を通じて、メディ
ア･リテラシー向
上のため の学
習・研修機会を
提供する

1-4-6
市の行政文書
や広報番組の
放 送 は 、 市 の
「男女平等に関
する表現指針」
に則って行うよ
う努める。また、
必 要 に 応 じて
同指針の見直
しを行う

-26-



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

　学校において引き
続き、男女に関わり
なく、ＩＣＴ機器の活
用について学習する
機会を提供する。

男女に関わりなく、各教科等
において、ＩＣＴ機器の活用に
ついて学習する機会を提供し
た。

ＩＣＴ機器の活用について学習する機
会・内容の充実

学校において引き続き男
女に関わりなく、ＩＣＴ機器
の活用について学習する
機会を提供する。

学
校
指
導
課

231105

講座等生涯学
習活動支援事
業

引き続き、パソコン相
談室を実施し、ICT
の活用の促進を目
指す。年間22回実施
予定。

パソコン相談室を継続実施。
市民ボランティアスタッフがパ
ソコン操作についての疑問に
こたえた。気軽に参加できる
相談窓口として、市民に好評
であった。年間２２回実施。

特になし。 ボランティアグループ「パ
ソコン相談室」と共催で事
業を実施する。

公
民
館

921307

女性・児童セ
ンター管理運
営事業
・「いのちの
おはなし」協
同保育と共催
で実施
・「あかちゃ
んはどこから
くるの」講座
実施

①ﾒﾃﾞｨｱにおける性の
表現の実態に関する
資料の充実ととも
に、性の話を子ども
に伝えていくために
大人対象のｾｸｼｬﾘﾃｨｰ
に関する事業を25年
度も実施する予定で
ある。
継続して実施してい
く事業等は、
・講座の実施（いの
ちのおはなし、あか
ちゃんはどこからく
るの？等）
・情報相談における
リテラシーの周知
・性に関するリテラ
シー関連資料の充実
・研究団体、活動団
体とのネットワーク
づくり
②「性の商品化」に
つながる書き込み
を、引き続き、把握
に努める。

・伊丹市連合婦人会協同保育
と共催で、3歳児親子を対象
に、いのちの誕生やいのちの
大切さを、親子でふれあい体
験をする講座を同じ内容で、6
月に3回開催した。又7月に
は、正しい性の知識を学ぶ事
を目的に、「赤ちゃんはどこ
からきたの？に答える」講演
会を開催。参加者に性や自分
の体について理解を深める機
会を提供出来た。

・ﾒﾃﾞｨｱを活用した男女共同参画の推進
が期待される一方、性の商品化等メ
ディアを介した新たな形態の被害も発
生しており、メディアに対する理解や
知識を深め、安全に利用できるように
していくための取組推進が課題。

・今後ともメディアにおけ
る性の表現の実態に関する
資料の充実に努めていきた
い。
・本年度も継続していく事
業として大人対象の性に関
わる問題に対して、興味本
位や偏見によらない理解を
深めるための学習機会を提
供していきたい。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

213105

青少年健全育
成・環境浄化
事業

インターネット関連
情報に対する方策
を検討する。

・市内１６箇所に白ポストを設
置し、有害図書を9,024冊回
収した。毎月の回収状況を少
年補導委員に報告し、協力を
依頼している。
・青少年を守り育てる県民スク
ラム運動に協力し、環境実態
調査を少年補導委員の協力
のもと１１月～１２月にかけて
市内全域で実施した。図書販
類売店、ビデオレンタル店、
カラオケハウス、がん具取扱
店、インターネット・まんが喫
茶、携帯電話ショップを訪問
し、県の青少年愛護条例が
遵守されているかの確認、指
導をおこなった。

有害図書、ＤＶＤ等の回収につい
て、一定の成果を挙げている。しか
し、インターネット経由の手立てがう
てていないのが現状である。

スマートフォン・携帯電
話等のフィルタリング利
用を、県等の関係機関
と連携して促進する。

少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー

921101

インターネット
掲示板モニタリ
ング

　市長部局と教育委
員会が協力してモニ
タリング研修を行う。
　また、夏季休業中
に幼稚園教員を対
象とした研修を行
い、取り組みを充実
させる。

　「伊丹市人権教育・啓発推
進に関する基本方針」に基づ
き、取組を推進する。
　市職員を対象に月1回人権
啓発センターにおいてイン
ターネット掲示板モニタリング
研修会を開催した。また、夏
季休業中に幼稚園教員を対
象に研修会を開催した。

特になし 　市長部局と教育委員会
が協力してモニタリング研
修を行う。また、夏季休業
中に中学校教員を対象と
した研修を行い、教員の
人権意識の高揚を図る。

人
権
教
育
室

1-4-8
インタ ーネ ット
等様々なメディ
アにおける性の
商品化につい
て、実態の把握
に努め、防止に
向け た 啓 発を
行う

-27-



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

⑤法律・制度への理解促進のための取り組み
1-5-9
女性の権利や
男女共同参画
に関連の深い
法律や制度に
ついて、啓発資
料の整備や学
習機会の提供
を行う ・男女参画週間に、

教育、啓発の推進の
一環として企画。
６月２４日『女性の
一生と法律』

・6月24日に女性のための法律
セミナー「女性の一生と法
律」を開催し、11名の参加が
あった。

・離婚や離婚に伴う子どもの親権・財
産分与・ＤＶなど、女性が抱える様様
な問題について、女性が正しい法律の
知識を学ぶことのできる機会を提供し
ていく必要がある。

・センターのイベント等の
機会を活用して女性のため
の法律セミナーの実施を予
定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

1-5-10
女性のた めの
法律相談を実
施する。相談弁
護士は男女共
同参画の視点
を踏まえて選定
する

921306
女性のための
法律相談事業

　継続実施する。
法テラス等関係機
関の紹介や連携に
努める。DV相談室
とも連携を続け
る。

・第４木曜日13時～16時
（土曜日実施月あり）に女
性弁護士による女性のため
の法律相談を実施し、年間
相談件数は55件（71％）。
・ＤＶ相談室から空き時間
を確認するなど、連携を
図った。また、法テラス等
の紹介にも努めた。

・平成24年度83%から12%減。予約や
キャンセル状況の調査が必要。ま
た、限られた時間で効率的に相談で
きるよう情報提供が必要。

・継続して実施する。
・予約とキャンセル状
況の調査を実施する。
・予約時には、相談前
に準備しておいた方が
よい内容を情報提供す
る。

同
和
・
人
権
推
進
課

2-1-1
「男女共生教育
基本方針」に基
づき、指導方法
の研究や教材
の点検、作成な
どに取り組み、
男女共生教育
の推進を図る

　道徳の時間や各教
科等において、男女
共生教育の視点に
立った指導方法の
研究や教材の点検、
作成などに取り組
み、男女共生教育の
推進を図る。

男女共生教育の視点に立っ
た指導方法の研究や教材の
点検を行い、道徳の時間や
各教科等において男女共生
教育の推進を図った。

道徳教育担当者会や各教科担当者会
等の内容の充実

引き続き、道徳の時間や
各教科等において、男女
共生教育の視点に立った
指導方法の研究や、教材
の点検及び作成などに取
り組み、男女共生教育の
推進を図る。

学
校
指
導
課

2-1-2
「新保育の道し
る べ 」 に 基 づ
き、男女平等の
保育を推進す
る

211214
211215

公立保育所通
常保育事業
私立保育所通
常保育事業委
託等事業

・保育の質を高める
研修を効果的に実
施する。
保育士全体研修（２
回程度）、新人・２年
目保育士研修（６
月）、副所長・リー
ダー研修（２回）、５
年目以下の保育士
を対象に各園で実
地指導（各園２回）
・保育士及び幼稚園
教諭の人事交流（１
年間）。
・上記交流とは別に
幼保交流実習を実
施。
・男性保育士の採用
に努める。

・「男女共同参画」「ＤＶと児童
虐待」の研修開催。　　　　　・
各職場研修、新人・採用２年
目保育士研修、５年目以下の
保育士対象に実地指導を実
施し、民間保育所に参加を呼
びかけた。　　　　　　　　　　　・
保育士及び幼稚園教諭の人
事交流（１年間）。
・上記交流とは別に幼保交流
実習を実施。
・男性保育士の採用に努め
る。

・質の高い保育の提供。
・これまで培ってきた幼保の文化を乗り
越えた本市の特色ある保育の実施。

・保育の質を高める研修を
効果的に実施する。
保育士全体研修（２回程
度）、新人・２年目保育士
研修（６月）、副所長・リー
ダー研修（２回）、５年目以
下の保育士を対象に各園
で実地指導（各園２回）
・幼稚園教諭の人事交流
（１年間）。
・上記交流とは別に幼保
交流実習を実施。
・男性保育士の採用に努
める。

保
育
課

【基本課題2】男女平等を推進する学校教育などの充実
①学校・幼稚園・保育所での男女平等教育の推進
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

②男女平等の視点に立った進路指導・職業観教育
2-2-3
固定的な男女
の役割分担にと
らわ れ ず 主体
的に進路の選
択ができるよう、
進路指導の充
実やキャリア教
育の推進に努
める

実態に即した進路
学習ノートの改訂を
行うとともに、効果的
な活用法の研究を
行う。

進路学習ノートを活用した学
習を通じて生徒たちが主体的
に進路選択ができるように改
訂した。

実態に即した進路指導の充実

引き続き、実態に即した進
路学習ノートの改訂を行う
とともに、効果的な活用法
の研究を行う。

学
校
指
導
課

2-2-4
「 ト ラ イ ・ や る
ウィーク」におけ
る 活動事業所
の選択にあたっ
ては、男女の固
定的な役割分
担 に と ら わ れ
ず 、 生 徒 の主
体性を尊重した
選択が行えるよ
う留意する

　「トライやる・
ウィーク」におけ
る活動先事業所の
選択にあたって
は、男女の固定的
な役割分担にとら
われず、生徒一人
ひとりの適性を考
慮し、見通しを
もった事業所選択
が行えるよう指導
する。

　「トライやる・ウィー
ク」における活動先事業所
の選択にあたっては、男女
の固定的な役割分担にとら
われず、生徒一人ひとりの
適性を考慮し、見通しを
もった事業所選択が行える
よう計画的に指導した。中
学2年生1,896人

　生徒一人ひとりの適性等に応じた
事業所選択の指導の充実

引き続き「トライや
る・ウィーク」におけ
る活動先事業所の選択
にあたっては、男女の
固定的な役割分担にと
らわれず、生徒一人ひ
とりの適性を考慮し、
見通しをもった事業所
選択が行えるよう指導
する。中学2年生1,781
人

学
校
指
導
課

2-2-5
高校において、
インターンシッ
プなどの取り組
みにより生徒の
職業意識を高
める

卒業生や職業人等
による講話、職業調
べ学習や発表会を
実施し、夏休みを利
用するなど、インター
ンシップの効果を高
めるよう努める。

希望者のみを対象に行い少
数の生徒であるが、職業生活
に必要な知識を得られた。

　望ましい勤労観・職業観の育成

引き続き、卒業生や職業
人等による講話、職業調
べ学習や発表会を実施
し、夏休みを利用するな
ど、インターンシップの効
果を高めるよう努める。

学
校
指
導
課

③子どもの自尊感情やコミュニケーション能力を高める教育
2-3-6
子どもの自尊感
情の育成や暴
力によらないコ
ミュニケーション
能力の向上に
ついて取り組む

　各教科等におい
て、自己肯定感の
育成や人と人との
ふれあいを大切に
した暴力によらな
いコミュニケー
ション能力の育成
を図る。

　各教科等において、自己
肯定感の育成や人と人との
ふれあいを大切にした暴力
によらないコミュニケー
ション能力の育成を図っ
た。

よりよい人間関係づくりに資するコ
ミュニケーション能力の育成の充実

各教科等において、自
尊感情の育成の観点も
重視し、人と人とのふ
れあいを大切にした暴
力によらないコミュニ
ケーション能力の育成
を図る。

学
校
指
導
課
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

④教職員へのきめ細やかな研修の実施とPTA・保護者などへの啓発
2-4-7
教職員や保育
士に対して、男
女共生教育や
男女共同参画
につい ての研
修や啓発を実
施するとともに、
手法などを工夫
し、研修内容の
充実を図る

211214
211215

公立保育所通
常保育事業
私立保育所通
常保育事業委
託等事業

・伊同教主催の研修
会等に参加。
・人権に係る全体研
修会の実施（１１
月）。

・伊同教の全体研修及び就
学前部会の研修に参加した。
・人権全体研修「男女共同参
画ー保育の中のジェンダー」
（講師：伊丹市人権教育指導
員濱田格子氏）を１０月２１日
に実施。　　　　　　・同和・人
権推進課主催「ＤＶと児童虐
待」研修に参加した。

男女共同参画をはじめとする全ての人
権意識の向上。

・伊同教主催の研修会等
に参加。
・人権に係る全体研修会
の実施（１１月）。

保
育
課

2-4-8
職務分担など
が男女の固定
的な役割分担
によらないよう
働きかけるとと
もに、学校運営
に男女共同参
画の視点が生
かされるよう教
職員の意識改
革を図る

各校園において、
各々の実態や、業務
遂行の効率を考慮
し、男女の性差に偏
ることなく、より適材
適所の配置が進む
よう校園長会や所属
長ヒアリング等にお
いて指導していく。

・校園長会において校務分掌
に男女の区別や差がないよう
に周知した。また、各校園の
校務分掌の決定において、
男女の性差に関係なく適材
適所に留意した配置を行い、
職場をより活性化させるよう校
園長に指導した。

・校園長会において校務分掌に男女
の区別や差がないように周知した。ま
た、各校園の校務分掌の決定におい
て、男女の性差に関係なく適材適所に
留意した配置を行い、職場をより活性
化させるよう校園長に指導した。

各校園において、各々の
実態や、業務遂行の効率
を考慮し、男女の性差に
偏ることなく、より適材適所
の配置が進むよう校園長
会や所属長ヒアリング等に
おいて指導していく。

職
員
課

211214
211215

公立保育所通
常保育事業
私立保育所通
常保育事業委
託等事業

・園だよりや掲示物
の内容は固定概念
にとらわれない観点
での表現に努める。
・日頃の保育や保護
者とのやりとりの中で
男女平等意識を知ら
せていく。

・園だよりや掲示物の内容は
固定概念にとらわれない観点
での表現に努めた。
・日頃の保育や保護者とのや
りとりの中で男女平等意識を
知らせた。

特にありません。

・園だよりや掲示物の内容
は固定概念にとらわれな
い観点での表現に努め
る。
・日頃の保育や保護者と
のやりとりの中で男女平等
意識を知らせていく。

保
育
課

　学校園だよりや
ホームページ等を
とおして、男女共
生教育や男女共同
参画を推進する取
り組みの状況を保
護者に知らせるこ
とにより、意識の
啓発に努める。

学校園だよりやホームペー
ジ等をとおして、男女共生
教育や男女共同参画を推進
する取り組みの状況を保護
者に知らせることにより、
意識の啓発に努めた。

学校園だよりやホームページのさら
なる充実

引き続き、学校園だよ
りやホームページ等を
とおして、男女共生教
育や男女共同参画を推
進する取り組みの状況
を保護者に知らせるこ
とにより、意識の啓発
に努める。

学
校
指
導
課

2-4-10
多くの保護者が
参加し やすい
PTA活動となる
よう働きかける
など、 Ｐ ＴＡ活
動に男女共同
参画の視点が
生かされるよう
啓発する

230608
ＰＴＡ関係家族
教育推進事業

広報セミナーにおい
て男女共同参画の
視点から講義を行っ
てもらう等、PTA活動
においても配慮する
よう情報提供を行う。

PTA連合会の活動において
男女共同参画の視点を取り
入れるよう働きかけた。
その結果、広報セミナーにお
いて実施された。

今後も男女共同参画の視点を取り入
れた講義・活動等を継続して行うよう情
報提供をする。

広報セミナーにおいて男
女共同参画の視点から講
義を行ってもらう等、様々
な視点からPTA活動を行
えるよう情報提供を行う。 社

会
教
育
課

2-4-9
学校 園、 保育
施設での男女
共生教育や男
女共同参画を
推進する取り組
みの状況を、参
観や 懇談 会、
保護者だよりな
どを通じて保護
者に知らせ、意
識の浸透を図る
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

3-1-1
世代 を 超 えた
市民・地域ぐる
みでの家庭教
育を支援する

213102

家庭・子ども支
援地域ネット
ワーク事業（す
こやかネット事
業）

家庭・ＰＴＡ・地域・
学校園等と行政が連
携し、子育てを行う
協議会を支援する。

　各ネットごとに「あいさつ一声運
動」「早寝・早起き・朝ごはん運
動」などの「共同実践事業」及び
地域における「交流連携事業」を
実施した。
　また、「交流・連携事業」につい
ては、他のネットにも積極的に参
加を呼びかけた。

交流連携事業の充実及びネット間の
連携

家庭・ＰＴＡ・地域・学校園
等と行政が連携し、子育
てを行う協議会を支援す
る。 家

庭
教
育
課

3-1-2
男性の子育て
参加の促進な
ど、男女共同参
画 の 視 点 に
立った家 庭教
育を推進する

212102

草の根家庭教
育推進事業

すべての保護者に
学習機会を提供す
る。

　父親の子育て参加を促す内容
を取り入れた家庭教育パンフレッ
トを作成し、４カ月健診時に保護
者へ配布し、啓発を図った。
　4ヶ月健診時･･･月2回、延べ24
回.参加者数1,876人.家庭教育
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「子どもは社会の宝で
す」の配布とビデオ「新米ママ＆
パパに贈るメッセージ」上映。
　3歳児健診時･･･月2回、延べ24
回.参加者数1,709人.「3歳児から
の家庭教育のしおり」の配布。
　就学前･･･小学校1日入学時.
参加者数4,114人（保護者の児
童）.配布資料「家族っていい
な！」⇒腹話術による人形（子ど
も）と腹話術師（大人）の会話を
通じて、基本的な生活習慣の大
切さや親のとしての在り方を考え
る機会とする。
　思春期･･･中学校入学説明会
時.参加者数1,879人．配布資料
「どんと来い思春期！」「思春期
の心理と行動」．講話内容「思春
期の心理と親の対応」。パンフ
レットの配布については一人ひと
りに声をかけながら手渡しをし、
家庭教育の啓発を行なってい
る。

パンフレット内容の充実 すべての保護者に学習
機会を提供する。

家
庭
教
育
課

②男女共同参画の視点に立った社会教育の推進

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ

心理学を学んで
みよう！

心理学を実践しよう！
7/3/10/17(3回）決定
２月（３回）日時未定

行動を起こすことで自
信につなげ、コミュニ
ケーションの場を広げ
る

・女性が社会多画していくうえ
で必要なコミュニケーションス
キルの向上を目指した講座を
４月に全３回で実施。
・「心理学を実践しよう」は全３
回で、夏・冬の２回好評のうち
に実施。延べ１３１人が参加

・学習機会の提供にあたって、今一番
求められるニーズは何かの的確な把握
が課題。

・対象者毎のニーズ、切実
課題を明確にしながら、年
間をと通して男女共同参
画社会の形成にかかわる
今日的な諸問題について
の学習機会を提供する。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・

児
童
セ
ン
タ
ー

）

 220701
220801

生涯学習セン
ター管理運営
事業
北部学習セン
ター管理運営
事業

生涯学習施設にお
いて、男女共同参画
の視点を取り入れた
講座やイベントを継
続して行う。

ラスタホール・きららホールに
おいて、地域交流などを通じ
て幅広い年齢層を対象にした
事業やイベントを実施した。
男性向けの子育てや料理等
の講座を企画実施した。

男女共同参画の視点を取り入れた講
座やイベントを継続して行い、多くの市
民が利用しやすい生涯学習施設を目
指す。

生涯学習施設において、
男女共同参画の視点を取
り入れた講座やイベントを
継続して行う。

社
会
教
育
課

231103

231105

公民館事業推
進委員会活動
事業

講座等生涯学
習活動支援事
業

男性の家事・育児や
地域への参加を促
進する講座の実施。
特に、今年度は市民
講座「パパとキッズの
プレイルーム」を重
点的に取り組み、パ
パ同士のネットワー
クづくりを促す。

・市民講座「パパとキッズのプ
レイルーム」を実施。年間12
回実施。
毎回のイベントの中で、父親
同士の交流を深める時間を
作るなど、つながるきっかけ
づくりをした。

具体的に父親にやってほしいこと、考
えてみてほしいことを投げかけること
で、父親がより参画しやすくなるのでは
ないか。

男性の家事・育児や地域
への参加を促進する講座
として市民講座「男性料理
教室」に取り組む。また、
継続して市民講座「パパと
キッズのプレイルーム」を
実施し、父親の企画・運営
への参画を推進し、父親
同士のネットワークづくり
につなげる。

公
民
館

【基本課題3】男女共同参画を推進する生涯学習の充実
①男女共同参画の視点に立った家庭教育の推進

3-2-3
男女共同参画
の 拠 点 施 設
や、社会教育、
生涯学習施設
において、男女
共同参画の推
進に関す る情
報提供や学習
機会を提供す
る
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返
り、課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

921307

女性・児童セン
ター管理運営
事業

・オンブード活動
に向けて、一時保
育を予算化。

・市主催の講座での保育利
用は3件、オンブード活動1
件の利用があった。
・フォーラムは子どもと一
緒に参加できる内容にした
ため、新しい層の参加が
あった。また、推進委員会
では、予算は計上していた
が保育が必要ない年齢の子
どもについては、会議と同
じ部屋で対応した。

・夜間にも保育利用でＤＶセミナー
への参加があり、一時保育が必要で
あると感じた。
・小学生については、終業時間まで
に講座や会議を終える必要がある。
・介護サービスの実態について把握
できていない。

・参加者層に合わせ、
一時保育の準備や、会
議・講座時間を考慮す
る。

同
和
・
人
権
推
進
課

保育サービス
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
※法人自主事
業

女性対象講座
に対し一時保
育を実施。

一時保育の実施等
多くの市民が参加し
やすい環境づくりを
進める。

一時保育の需要は多く、若い
市民の参加に繋がった。
(２４件・４４回実施）

介護・手話サービスの需要は
無った。
引き続き需要があれば検討し
ていきたい。

引き続き一時保育の実施等受講者が
講座に参加しやすい環境整備に努め
る。

・講座開催時、一時保育
等を実施し、すべての人
が利用しやすい施設運営
に努める。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女

性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

③男女共同参画に関する地域における学習機会の提供
3-3-5
出前講座等の
活用を促 すな
ど、地域におけ
る 男女共同参
画につい ての
啓発活動を推
進する

　男女共同参画推
進委員等を通し
て、地域での啓発
活動を推進する。

・まちづくり課経由の出前
講座は2件。
・その他、人権啓発推進委
員会、女性・児童センター
登録グループ説明会、男女
共同参画推進委員団体との
コラボで男女共同参画につ
いての講座を6回実施し
た。

・出前での講座は、時間や内容を事
前に調整することでより身近なもの
になるため、内容などの積極的なPR
が必要。

・講座での感想やアン
ケート結果をホーム
ページなどで紹介し、
講座をPRする。 同

和
・
人
権
推
進
課

④多様な選択を可能にする「キャリア教育」の推進
3-4-6
固定的な男女
の役割分担にと
らわ れ ず 主体
的に職業等の
選択ができるよ
う、キャリア教育
の推進に努め
る

921307

女性・児童セ
ンター管理運
営事業
①「ぐるっと
一日だんじょ
きょうどうさ
んかく」
②「わたし流
ワーク＆ライ
フ」
③なりたい自
分をみつけよ
う！

・「ぐるっと一日
だんじょきょうど
うさんかく」（名
称検討中）を10/20
実施。
･なりたい自分をみ
つけよう！
（色々な働き方が
ある中で、物の見
方・考えカを知
り、自分らしい生
き方を見つける）
9/4.11(2回)
・職業レファレン
ス、ハローワーク
情報等を有効活用
しながら、チャレ
ンジ相談・労働相
談等の活用、連携
を図りたい。

・職場や家庭での男女共同
参画についての意識向上を
図るとともに、ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞ
ﾗﾝｽの推進、女性のｷｬﾘｱｱｯ
ﾌﾟに役立てるため、１０月
２０日「ぐるっと１日だん
じょきょうどうさんかく」
のイベントを実施。３８０
人の参加があった。
又１０月には全２回の「地
域社会で女性が輝く生き
方！」講座を実施。延べ１
８人の参加があった。

・本年度からセンター登録グループ
会員のボランティア協力を得ながら
イベントの開催に努め,まずは利用
者の拡大に努めている。

・今後とも男女共同参画推進の裾野
を広めるため、市民生活に密着した
事業の企画、とりわけ育児や介護な
どで退職し、再就職を希望する女性
等を対象に自分に合った「働き方」
を見つけるのに役立つ講座を提供し
ていく必要がある。

①「男女共同参画市民
ｳｨｰｸ」男女共同参画週
間に合わせ、男女共同
参画社会の考えを市民
に広めるイベントを実
施
（6/22・6/26・6/27・
6/28）
　予定
②女性が社会の中でよ
り活躍できるよう女性
のためのスキルUP講座
として、「女性カレッ
ジ」キャリアＵＰ編を
実施予定１月（３回）

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

3-2-4
講座などの開催
時には一時保育
や介護サービス、
手 話 通 訳 ・ 要約
筆 記 サ ー ビ スを
実施するなど、多
くの市民が参加し
やすいよう配慮を
行う
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

4-1-1
労 働 基 準 法 や
「男女雇用機会
均 等法 」な どに
ついて関係機関
と連携しながら、
事業主・労働者
双方へ周知、啓
発を行い、雇用
の場の男女共同
参画を推進する

労働法関係の啓発
を広報紙を用いて行
う。

5/15号　労働相談をご利用
下さい
8/1号　再就職を目指す方
へ「職業訓練説明会」
8/1号　技能功労者表彰
10/1号　①伊丹のお店で職
業体験「はたら子」②若者
向け就労相談の開設
10/15号　中小企業退職金
制度
11/1号　県最低賃金の改定
12/1号　①県立高等技術専
門学院入校生募集②阪神北
地域高齢者雇用促進セミ
ナー③求職者支援制度
1/15号　就職支援セミナー
3/1号　ホットジョブミー
ティング
3/15号　①中小企業共済加
入募集②合同労働相談会

広報を媒体とした啓発に努めようと
したが、労働法関係の周知記事は結
果的に制度改正も少なく、広報誌の
紙面も限られており、多くは掲載で
きなかった。
　効果が測定できないため、より効
果的な周知･啓発の方法を検討･模索
してみる必要がある。

雇用・労働関係の啓発を
引き続いて市広報紙やＨ
Ｐさらには中小企業共済
ニュースなどを用いて効果
的に行う。

商
工
労
働
課

4-1-2
労働相談を活用
して、女性雇用
のための相談を
行うとともに、窓
口に周知に努め
る

324202 労働相談事業

今年度もわかりやす
いチラシを作成し市
内公共施設等に配
置する。 労働相談のチラシを作成

し、市内各施設に配置し
た。

平成25年5/15号広報に労働
相談の案内記事を掲載した
(女性のためのチャレンジ
相談も掲載)。

広報紙掲載による労働相談への相談
件数には目立った変化がなかった。

今年度もわかりやすいチラ
シを作成し、積極的に市
内公共施設等に配置する
とともに、ＨＰも積極的に
活用する。

商
工
労
働
課

基本目標Ⅱ：男女が対等に働ける環境づくり

【基本課題4】雇用の場での男女の均等な機会と待遇の確保への取り組み

①労働基本法、男女雇用機会均等法などの周知と定着
②雇用の場での男女平等を推進するための啓発

＜成果目標＞

項目 担当課
計画当初
(H22年度)

H23年分報告H24年分報告H25年分報告
成果目標

（H28年度）

「いたみ女性チャレンジひろば」年間利用者数 同和・人権推進課 1,235人 1,017人 898人 969人 1,300人

女性・児童センター登録グループ数 同和・人権推進課 72グループ 64グループ 98グループ 114ｸﾞﾙｰﾌﾟ 90グループ

市民意識調査における「ワーク・ライフ・バラン
ス」という語の認知度

同和・人権推進課 38.3% - - -
50%

(次回調査時)

保育所入所定員 保育課 2,230人 2,230人 2,250人 2,320人 2,385人

ファミリーサポート男性会員数（協力会員・両
方会員）

子育て支援課 39人 38人 36人 35人 64人

児童くらぶ待機児童数 家庭教育課 0 0 0 0 0

若者就労支援事業参加者数（一般） 商工労働課 133人 191人 99人 76人 200人

-33-



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

　男女共同参画推
進委員の委員を増
員し事業所への働
きかけを行う。

・男女共同参画推進委員会
で、雇用の場の男女共同参
画についても意見交換を行
なった。
・推進委員(市民まちづく
りプラザ)の企画で、女性
の就労についての講座が行
なわれ、ハローワークとも
連携ができた。
・男女共同参画事業所表彰
のヒアリングで事業主の意
見を、推進委員会・出前講
座で労働者からの意見を聞
く機会を持った。

・参加者の意見から意識面では必要
性が感じ取れるが、組織の仕組みと
しては推進できていない点が多い。

・男女共同参画推進事
業所表彰の企業にその
後の状況について取材
を行い、発表、または
啓発資料作成、配布の
場を設ける。 同

和
・
人
権
推
進
課

労働法関係の啓発
を広報紙を用いて行
う。

5/15号　労働相談をご利用
下さい
8/1号　再就職を目指す方
へ「職業訓練説明会」
8/1号　技能功労者表彰
10/1号　①伊丹のお店で職
業体験「はたら子」②若者
向け就労相談の開設
10/15号　中小企業退職金
制度
11/1号　県最低賃金の改定
12/1号　①県立高等技術専
門学院入校生募集②阪神北
地域高齢者雇用促進セミ
ナー③求職者支援制度
1/15号　就職支援セミナー
3/1号　ホットジョブミー
ティング
3/15号　①中小企業共済加
入募集②合同労働相談会

広報を媒体とした啓発に努めようと
したが、労働法関係の周知記事は結
果的に制度改正も少なく、広報誌の
紙面も限られており、多くは掲載で
きなかった。
　効果が測定できないため、より効
果的な周知･啓発の方法を検討･模索
してみる必要がある。

雇用・労働関係の啓発を
引き続いて市広報紙やＨ
Ｐさらには中小企業共済
ニュースなどを用いて効果
的に行う。

商
工
労
働
課

④雇用の場でのセクシャル・ハラスメント防止対策
4-4-4
セクシュアル・ハ
ラスメントに関す
る雇用管理上の
配慮などについ
て関係機関と連
携 し な が ら 、 事
業主・労働者双
方へ周知、啓発
を行い、雇用の
場の男女共同参
画を推進する

同和・人権推進課
と調整の上、さら
に啓発を行いた
い。

今年度も労働相談のチラシ
にセクハラの相談も該当す
る旨や男女共同参画推進担
当所管の女性のための相談
日も明記した。

相談件数が減少してきているため、
利用度を上げるためのさらなる周知
方法の改善が必要。

同和・人権推進課と調整
の上、さらに啓発を行いた
い。

商
工
労
働
課

4-4-5
出前講座の活用
などにより、事業
所と連携したセ
クシュアル・ハラ
スメント防止、及
び 発 生 し て し
まった場合の対
応について情報
提供や啓発を行
う

・男女共同参画推
進委員会を通じ
て、事業所へのセ
クシュアル・ハラ
スメント防止の研
修等のよびかけを
行う。

・セクシュアル・ハラスメ
ント防止や発生についての
啓発まで至らなかったが、
相談窓口の情報収集を行
なった。
・人権教育室は、交通局へ
人権啓発指導員を派遣しセ
クハラについての研修を行
なった。

・事業所で活用しようと思えるPR材
料を充実させる必要がある。

・短時間でチェックで
きるリストなどを事業
所に配布してもらえる
よう推進委員会を通し
て働きかける

同
和
・
人
権
推
進
課

③企業のポジティブ・アクションの取り組みの推進
4-3-3
ポジティブ・アク
シ ョン の趣 旨な
どについて関係
機関と連携しな
がら、事業主・労
働 者 双 方 へ 周
知 、 啓 発 を 行
い、雇用の場の
男女共同参画を
推進する
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

①継続実施。同意
の得られた方へ
は、追跡調査や講
座の受講につなげ
られるよう実施す
る。

・チャレンジ講座では、前
年度の講座参加者へ呼びか
け、参加があった。

・受講後の活動やチャレンジ状況な
ど、アンケート調査を徹底する必要
がある。

・受講後の感想や、そ
の後の活動などを収集
し、ホームページで紹
介する。

同
和
・
人
権
推
進
課

･多様な働き方（ﾀｲﾄﾙ
仮）
「働く」を形にした
人の話を参考に、起
業や再就職を支援す
る。

・キャリアアップに意欲的な
女性等を支援するため、６月
に全６回で女性のための再
チャレンジ支援事業として
「ＰＴＡ・地域活動からつな
がるパソコンセミナー」を実
施。延べ３２人が参加。

①タイトルの内容（対象者）と実施時期
がズレがあり、講座実施のタイミングを
考える事が必要。

②「働く」と言うテーマに対しての集客
率の悪さ加減をどのように解決していく
か検討。

・女性のための再就職支援
セミナー
子育て等しながら再就職に
チャレンジしたい女性を対
象に実施。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・

児
童
セ
ン
タ
ー

）

伊丹起業家
交流会

女性創業塾卒業者
フォローアップ交流
会を4月・7月・10月・
1月の年4回開催す
る。

女性の起業家で組織されて
いる「伊丹起業家交流会ソ
レイユ」と女性創業塾参加
者との交流会を４回実施し
た。

講師による講座や参加者同士の情報
交換などを通じて起業の秘訣学習を
行うなど、充実した交流会であっ
た。

引き続き、女性創業塾卒
業者フォローアップ交流
会を4月・7月・10月・1月の
年4回開催する。

商
工
労
働
課

324101

求職者就労支
援講座（セミ
ナー・IT講
座）

受講者が受講しや
すい時間帯、曜日
等を検討し、受講
者数の増加を図
る。

セミナーとＩＴ講座に分
け、かつ複数回企画とし、
ＩＴ講座はニーズの多い中
級にややシフトした。

若干の参加者増加が見られたが、抜
本的な改善効果は現れていない。

若年者向け就労支援セミ
ナーに模様替えする。年2
回開催。

商
工
労
働
課

5-1-2
女性の再チャレ
ンジを支援する
「 い た み 女 性
チ ャレ ンジ ひろ
ば」の充実 を図
る

921307
921311

女性・児童セン
ター管理運営
事業
女性のための
チャレンジ支
援事業

・ハローワークにチャレン
ジひろばのリーフレットを
配架依頼した。

・チャレンジ相談の相談枠は77.1％
が利用された。さらに活用されるた
めに、チャレンジひろばの更なる周
知が必要。

・ハローワークに掲示
コーナーを依頼するな
ど、チャレンジひろば
のＰＲを行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

5-1-3
さま ざま な 分野
で活躍する女性
たちのネットワー
クづくりや、学習
会の開催などの
活動を支援する

・女性児童センターで、
様々な活動をする登録グ
ループは、少しづつ増えつ
つある。

・これまでグループ間の連携はあま
りなかったが、ミモザのイベントを
実行委員会方式で進めることに関連
させながら、女性のネットワークづ
くりが課題。

・登録グループ代表者
会議などを活用して、
女性リーダーのネット
ワーク化のきっかけと
していきたい。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女

性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

【基本課題5】男女の働く意欲を支え、多様かつ柔軟な働き方が選択できる条件の整備
①昇進・昇格や職域の拡大など働く女性へのチャレンジ支援
②就労・再就職支援、起業支援など働きたい女性へのチャレンジ支援

女性のための
チャレンジ支
援事業
女性・児童セン
ター管理運営
事業

921311
921307

5-1-1
働く女性のステッ
プアップのため
の資格や技術の
習得につながる
学習機会を提供
するとともに、起
業講座や起業相
談など起業支援
事業への女性の
参加を促進する
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

①「在宅ﾜｰｸと
いう働き方」
②「わたし流
ワーク＆ライ
フ：わたし流ラ
イフスタイル」
③なりたい自
分をみつけよ
う！
④「女性のため
の法律セミ
ナー」

・多様な働き方を選
択するときの法制度
について継続して学
習の機会、情報提供
を行っていく。
・法律セミナー
「女性の一生と法律」
6/24実施予定。

・Ｈ26.3.5に県立男女共同参
画センターの「女性のための
働き方」出張相談会を実施。8
人の参加があった。

・6月24日に法律セミナー「女
性の一生と法律」を実施。11
人の参加があった。

・女性のためのチャレンジ相談の相談内
容を参考にしながら、多様な働き方に関
する法制度の周知・啓発を図っていく必
要がある。

・女性が正しい法律の知
識を学び、問題解決し力
をつけていくのに役立てる
ため、法律セミナーを6月
に実施する。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ

ン
タ
ー

）

手段や媒体の再検
討を行い、関係機
関と連携し、より
効果的な啓発に努
める。

5/15号　労働相談をご利用
下さい
8/1号　再就職を目指す方
へ「職業訓練説明会」
8/1号　技能功労者表彰
10/1号　①伊丹のお店で職
業体験「はたら子」②若者
向け就労相談の開設
10/15号　中小企業退職金
制度
11/1号　県最低賃金の改定
12/1号　①県立高等技術専
門学院入校生募集②阪神北
地域高齢者雇用促進セミ
ナー③求職者支援制度
1/15号　就職支援セミナー
3/1号　ホットジョブミー
ティング
3/15号　①中小企業共済加
入募集②合同労働相談会

経営者や労働者にどのように伝わっ
ているかの効果測定が出来ない。

手段や媒体の再検討を行
い、関係機関と連携し、よ
り効果的な啓発に努める。

商
工
労
働
課

5-3-5
ＮＰＯやワーカー
ズ・コレクティブ
などコミュニティ・
ビジネスへの取
り組みについて
情報提供など支
援を行う 911204

市民まちづくり
プラザ事業

まちづくり推進課とま
ちづくりプラザと連携
し、助言・資料提供
を行う。

ＮＰＯ設立運営相談が計45件
あった。
社会起業講座は年間で計7
回開催し、96名の参加があっ
た。

コミュニティビジネスの支援策としては、
まちづくりプラザ単体では対応に限界が
あるので、関係部局との連携が必要。

市民の様々な活動形態を
事例として紹介することに
より「多様な働き方に対応
した条件の整備」の推進
の一助になるようにする。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

5-4-6
農業分野におけ
る家族経営協定
の啓発と普及の
促進を図る

パンフレット等を活用
し、引き続き普及・啓
発を行っていく。

新たな締結には至らなかっ
た。

農業者への周知が必要と思われる。
パンフレット等を活用し、
引き続き普及・啓発を行っ
ていく。

農
業
政
策
課

引き続き課題につ
いて分析し実施に
向けて検討する。

共済ニュースを通じての啓
発を行う。

主管課と連携を図り、啓発チラシ等
の折込を行う。

引き続き課題について分
析し実施に向けて検討す
る。

商
工
労
働
課

農会長会を通じて農
家に啓発するととも
に、効果的な手法を
検討する。

効果的な手法の検討。 一般農家までの情報伝達。
農会長会を通じて農家に
啓発するとともに、効果的
な手法を検討する。

農
業
政
策
課

5-4-7
自営業における
家族事業者や、
農業団体、商工
関係、経営者団
体などに、研修
会などの啓発を
行い、男女共同
参画の推進を図
る

③多様な働き方に対応した条件の整備

④農業や商工業など自営業における女性の評価と、生活の場における男女共同参加

5-3-4
パートタイム労働
法や派遣労働、
テレワークなど多
様な働き方に関
する法制度等に
ついて周知、啓
発を行う
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

5-4-8
実態調査などを
通して、男 女の
労働の実態把握
に努める

商工会議所等と連
携し、可能な調査、
実態把握の方法に
ついて検討していき
たい。

同左

　商工会議所等と連携し、低コスト
かつ少ない労力で実施可能な可能な
調査、実態把握の方法について引き
続き検討していきたい。

同左

商
工
労
働
課

女性の起業に関連
した講座を実施。

女性の起業に関連した講座と
して、９月に「自分らしく働き、
自分らしく生きる」を、１０月に
「地域社会で輝く生き方」を実
施したが、受講者がいずれも
１０名前後と少なかった。

自ら事業を起こし経営者となる女性の起
業に期待が集まっている中、関係機関と
連携しながら、女性が起業する上での
不安や疑問を解消し、趣味や特技を活
かした働き方のヒントになる講座の提供
が必要だが参加者の確保が課題。

起業に興味関心がある方
や、自己の特技等を活か
し起業を目指す女性を対
象とした講座の実施を検
討していきたい。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児

童
セ
ン
タ
ー

）

継続して研究検討
する。

継続して研究検討する。 継続して研究検討する。 継続して研究検討する。

商
工
労
働
課

⑤困難を抱える若者への支援
5-5-10
社会生活を営む
上で、困難を抱
えた子ども・若者
に対し、関係機
関 と連 携 し 、切
れ目のない支援
を行う

211503
若者自立支援
相談

若者施策研修会の
実施
（７月１８日）

民生委員児童委員等の支援
者を対象に困難を有する若
者の現状と支援について研
修を実施。８５名参加。

当事者及びその家族対象の情報提供
の場も検討要。

支援者対象研修会の実施
及び困難を有する若者と
その家族対象のセミナー
を実施

こ
ど
も
若
者
企
画
課

6-1-1
多様な保育サー
ビスの充実を図
るため、保育所・
認定こども園の
整備を推進する
とともに、待機児
童を解消し、保
育サービスの充
実に努める

211203
211209
211210
211211
211212

病後児保育委
託事業
公立保育所延
長保育事業
私立保育所一
時保育事業費
補助事業
私立保育所延
長保育事業費
補助事業
私立保育所休
日保育事業費
補助事業

・民間認可保育所の
誘致等
・子ども・子育て関連
３法の施行（平成２７
年度）に向けて準備
を進める。

・平成25年4月「伊丹森のほ
いくえん」の開設（定員50名・
延長保育・一時保育）
・4月「神津こども園」の開設
（定員20名増）　　　　　　　　・6
月「認定こども園いずみ保育
園」の開設（定員45名・延長
保育）

保育所待機児童の解消。

・「(仮）伊丹すくすくキッズ
保育園」の開設支援（定員
40名・延長保育・一時保
育）・「(仮)千僧5丁目保育
園」の開設支援（定員50
名）・「(仮)伊丹つばさ保育
園」開設支援（定員100
名）・｢認定こども園　西伊
丹保育園」増築支援（定
員70名増）

保
育
課

6-1-2
事業者などに対
して企業内保育
所の設置への働
きかけを行う 211202

民間活力等の
よる保育所整
備

・民間認可保育所の
誘致等を優先して行
う。
・認可外保育施設の
認可保育所への移
行について相談に
応じる。

・認可外保育施設の認可保
育所への移行についての相
談に応じた。
・子ども・子育て支援新制度
の施行(平成27年度)に向けて
準備を進める。

保育所待機児童の解消。

・民間認可保育所の誘致
等を優先して行う。
・認可外保育施設の認可
保育所への移行について
相談に応じる。
・子ども・子育て支援新制
度の施行(平成27年度)に
向けて準備を進める。

保
育
課

6-1-3
開 設 場 所 、 施
設 ・設 備 、 指導
員の資質、保育
内容などの改善
に努め、児童くら
ぶの充実を図る

211401
放課後児童く
らぶ事業

延長保育の実施、指
導員の資質向上、保
育時間の拡充

①延長保育の実施
　全てのくらぶ（17ヵ所）にお
いて、17時から18時の1時
間、延長保育を実施した。
②指導員研修
　保育指導の研修及び全体
研修（普通救命講習会、ネイ
チャーゲーム、遊び、心のケ
ア、人権など）を実施した。

指導員の資質の更なる向上 延長保育の実施、指導
員の資質向上、保育時
間の拡充

家
庭
教
育
課

5-4-9
女性の経営への
参画や起業活動
の推進を図るた
め、研修会等を
実施し活動を支
援する

【基本課題6】男女の仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備
①保育サービス・児童くらぶなどの充実
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

6-1-4
育児ファミリーサ
ポ ー ト セ ン ター
事業についてさ
ら に 広 報し 、活
用を推進する。
高齢者を含む男
性会員の獲得に
努める

212214

育児ファミリー
サポートセン
ター事業

日曜、祝日の交流
会・講座・イベントな
どで引き続き啓発を
行う。

子育て支援センターとの合同
講座の開催等により、会員数
が２４年度との比較で１００名
増の２，３７０名となった。

全体の会員数は増えたものの、男性の
協力会員及び両方会員数は２４年度と
の比較で１名減（３５名）となっている。

４か月健診時に行ってい
たパンフレットの配付を３
歳健診の際にも実施す
る。男性会員の確保につ
いては、日曜・祝日のイベ
ントの機会を利用して引き
続き啓発を行う。

子
育
て
支
援
課

　男女共同参画推
進委員を通じて、
様々な取り組みに
ついての周知・啓
発に努める。

・「ワーク・ライフ・バラ
ンス」について、企業の労
働組合から初めての出前講
座の依頼があった。
・課長研修の後、人事研修
課から職員広報で育児休暇
等制度のPRがあった。

・出前講座を通じて、企業の環境や
労働者側の思いを知る事ができた。
今後も依頼内容にあわせた講座にし
ていく必要がある。また、庁内研修
にも出前講座先の企業の働き方を紹
介し、市が参考にできる点を周知す
る必要がある。
・制度はあっても、利用できるかど
うかは職場風土によることも多いた
め、事業所表彰のなどを活用して良
い点をPRする必要がある。

・男女共同参画推進委
員を通じて、出前講座
を実施する。 同

和
・
人
権
推
進
課

労働法関係の啓発
を広報紙を用いて行
う。

5/15号　労働相談をご利用
下さい
8/1号　再就職を目指す方
へ「職業訓練説明会」
8/1号　技能功労者表彰
10/1号　①伊丹のお店で職
業体験「はたら子」②若者
向け就労相談の開設
10/15号　中小企業退職金
制度
11/1号　県最低賃金の改定
12/1号　①県立高等技術専
門学院入校生募集②阪神北
地域高齢者雇用促進セミ
ナー③求職者支援制度
1/15号　就職支援セミナー
3/1号　ホットジョブミー
ティング
3/15号　①中小企業共済加
入募集②合同労働相談会

広報を媒体とした啓発に努めようと
したが、労働法関係の周知記事は結
果的に制度改正も少なく、広報誌の
紙面も限られており、多くは掲載で
きなかった。
　効果が測定できないため、より効
果的な周知･啓発の方法を検討･模索
してみる必要がある。

雇用・労働関係の啓発を
引き続いて市広報紙やＨ
Ｐさらには中小企業共済
ニュースなどを用いて効果
的に行う。

商
工
労
働
課

6-3-6
男性にとっての
男女共同参画の
意義や、生活自
立 の た め の 知
識 ・技術 な どに
ついて、情報提
供や啓発を行う

男性の自立支援講
座
男の料理講座
・男女共同参画意識
の浸透と自立意識の
確立をめざした男性
対象講座の開催。
・男性の地域活動へ
の参画支援や日常
生活自立支援につ
ながる事業の展開に
努める。

女性児童センターに今後一
層充実を図る機能として、男
性・子どもにとっての男女共
同参画の推進が求められる
折、男性自立支援講座として
10/20に「おいしいコーヒーの
入れ方」を実施し参加者に生
活者として必要な技術の習得
を図った。

男女共同参画を効果的に推進するた
め、男性を対象とした生活者として自立
して豊かなシニアライフを過ごすために
役立つ講座の提供が必要。

男性が家庭や地域で生活
力を高め心豊かに過ごし
たり、これからの人生の生
き方を考えるのに役立つ
講座を7月に実施予定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児

童
セ
ン
タ
ー

）

　H25.5月自治会回
覧（6320部）、パ
ネル化して展示。
様々な行事や講座
で配布、使用する
など、固定的性別
役割分担意識の見
直しのきっかけと
して活用する。

・H25.5月自治会回覧
（6320部）、パネル化して
展示。様々な行事や講座で
配布、出前講座の資料とし
て活用し、固定的性別役割
分担意識の見直しのきっか
けとして働きかけた。
・「com-com」13号「「家
事」は独自のスタイルで」
で男性の家事や育児につい
てインタビュー記事を実施
し、啓発材料となった。

・1-2-4のアンケートで、「固定的
性別役割分担について賛成か」とい
う問いについて、「どちらともいえ
ない」と疑問を感じる意見が50％あ
り、その具体的記述によると、男性
の働き方の現状から、物理的に難し
いと考えている意見が多く、せっか
くの意識改革のチャンスを活用でき
る、労働環境への働きかけも必要と
感じた。

・引き続き固定的性別
役割分担の意識につい
て、出前講座で働きか
ける。
・6-2-5の働きかけの
際、出前講座での意見
を紹介し、市民の声を
企業に届けるよう働き
かける。

同
和
・
人
権
推
進
課

進捗管理及び既に
事業を実施している
所属以外にも事業に
取り組んでもらえるよ
う依頼していく。

現状の進捗管理 実施状況の把握に努める。 現状通り実施する。

こ
ど
も
若
者
企
画
課

6-2-5
「 仕 事 と生 活の
調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）」
や「育児・介護休
業法」につ いて
労 使 双 方 に 周
知、啓発を行う

6-3-7
男性の仕事と育
児・介護等家庭
生活との両立に
関して啓発を行
う。働き方の見直
しや固定的な男
女の役割分担の
見直しを進める

②「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に関する啓発

③男性にとっての男女共同参画の推進
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

6-3-8
男性に対する心
の健康を視野に
入れた情報の提
供や、自殺予防
等のための相談
を行う

いたみ健康・
医療相談ダイ
ヤル２４（委託
事業）

引き続き、いつでも相
談できる体制の確保に
努める。

同事業を継続して行った。スト
レス・メンタルに関する相談は
Ｈ25　1305件（7.46％）と微増
となっている。若年から高齢
者まで様々な年代の方から、
自分や家族に関する相談を
受けている

相談案内チラシにも、メンタルヘルスの
相談として紹介されており、24時間心の
相談や情報提供が可能であることをPR
している。自殺予防対策においても、気
軽に利用できる相談場所として啓発して
いく。

いつでも相談できる体制
を確保し、当課だけでなく
あらゆる年代を対象とする
課がそれぞれに周知をは
かる

健
康
政
策
課

④起業における取り組みへの評価

HPなどを利用した周
知を行っていく。

HPで周知を行った。 特になし HPで周知を行う。

こ
ど
も
若
者
企
画
課

労働法関係の啓発
を広報紙を用いて行
う。

5/15号　労働相談をご利用
下さい
8/1号　再就職を目指す方
へ「職業訓練説明会」
8/1号　技能功労者表彰
10/1号　①伊丹のお店で職
業体験「はたら子」②若者
向け就労相談の開設
10/15号　中小企業退職金
制度
11/1号　県最低賃金の改定
12/1号　①県立高等技術専
門学院入校生募集②阪神北
地域高齢者雇用促進セミ
ナー③求職者支援制度
1/15号　就職支援セミナー
3/1号　ホットジョブミー
ティング
3/15号　①中小企業共済加
入募集②合同労働相談会

広報を媒体とした啓発に努めようと
したが、労働法関係の周知記事は結
果的に制度改正も少なく、広報誌の
紙面も限られており、多くは掲載で
きなかった。
　効果が測定できないため、より効
果的な周知･啓発の方法を検討･模索
してみる必要がある。

雇用・労働関係の啓発を
引き続いて市広報紙やＨ
Ｐさらには中小企業共済
ニュースなどを用いて効果
的に行う。

商
工
労
働
課

6-4-10
女 性 の 登 用 や
「 仕 事 と生 活の
調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）」
など、男女共同
参画に積極的に
取り組む事業所
を 取 り上 げ 、市
民に広報する

　引き続き事業所
表彰を続け、パネ
ル展等の掲示にお
いて、より具体的
な取り組みを紹介
する。

・2社の事業所表彰を実施
し、広報伊丹・ホームペー
ジで紹介。

・表彰事業所の取り組みをさらに市
民に知ってもらう必要がある。

・これまでの表彰事業
所によびかけ、表彰事
業所一覧やリーフレッ
トの作成など、PRの機
会を設ける。

同
和
・
人
権
推
進
課

平成26年度の入札
参加申請は、一年度
のみの中間募集によ
る登録となるため実
施対象となっていな
い。

今年度は実施していない。 今年度は実施していない。 平成27年度は入札参加申
請の時期にあたるので実
施日程を同和・人権推進
課と調整する必要がある。

契
約
・
検
査
課

　アンケートの分
析を行い、今後の
啓発の参考とす
る。

・アンケート回答事業所か
ら、事業所表彰への応募が
あった。

・回答しやすい内容に改善する必要
がある。

・27･28年度の登録の際
にとるアンケート内容
を検討する。

同
和
・
人
権
推
進
課

6-4-9
次世代育成支援
対策推進法につ
いて事業者に周
知し、同法に基
づく事業主行動
計画の策定及び
公表を働きかけ
る

6-4-11
入札資格審査申
請と同時に各事
業所における男
女共同参画の推
進状況について
のアンケートを実
施するとともに、
入札時の評価方
法について調査
研究をする
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基本目標Ⅲ：男女共同参画の理念に立った健康・福祉サービスの充実

施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

禁煙支援

引き続き、３校で実
施。実施校との調整
段階で対象者の拡
大の可能性を探る。

今まで、講演会「たばこが及
ぼす体への影響」を実施した
ことのない３校に実施。規模
の小さい学校にも実施したた
め、参加人数は前年度に比
べ少なくはなっているが、市
内１７小学校全てに、講演会
を実施することを目標にして
いるため、講演会実施学校を
増やし、成果を挙げている。

平成25年度については、「学校保健大
会」で学校で担任や養護教諭が防煙教
育に取り組んだ結果が発表されており、
学校主体の取組みも広がってきてい
る。講演会実施だけで終わらず、学校
が主体となってたばこに対して取組み
を続けていけるようにつなげて行く必要
がある。

引き続き３校に対して、講
演会を実施。時期につい
ては、実施校と調整して
決定する。

健
康
政
策
課

保健室の相談体制
の充実。保健体育
科の授業を通して、
自己肯定感、自尊
感情を養う。

保健室の機能の一つである
相談活動の充実を推進した。
また、保健の授業等を通し
て、第二次性徴について正し
い認識をもたせた。相談活動
を充実させることで、子どもの
心身が安定し、自尊感情を
高めるとともに、相手を思い
やるなどの効果を得た。

相談内容によっては、養護教諭の対応
を超えるものがあり、校内の連携体制の
整備とともに、医療、福祉等の関係機関
との連携のあり方を検討していく。

保健室を中心とした相談
体制及び校内での連携
体制の充実。
保健体育科の授業をはじ
めとするあらゆる学校活動
を通じて、自尊感情の育
成や他者理解の心を育て
る。

保
健
体
育
課

211501
青少年問題相
談事業

思春期の心理の
諸相などについて
研修する。

・青少年への共感的な理解を
基盤として、電話相談157件、
来所相談29件、合同教育相
談2件、進路相談195件(相談
16件、情報179件) を実施し
た。
・なやみの電話相談では、匿
名で受けるため、相談者から
はさまざまな悩みを聞くことが
でき、内容によっては市や県
の専門機関につないでいる。
・いじめの相談があった場合
は、速やかに関係機関と連携
して問題解決にあたった。
・進路相談では、市内８中学
校長から推薦を受けた各２名
の少年進路相談員が毎月１
回連絡会議を開き、相談内
容について協議した。また、
相談員の資質向上に向けて
年間３回の研修会を行った。

思春期の心理を踏まえた相談活動
を行う必要がある。

思春期の心理の諸相な
どについて、引き続き
研修する。

少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー

＜成果目標＞

7-1-1
思春期の心と体
について、自分
自 身 を 大 切 に
し、相手の心身
の健康にも思い
やりを持つことを
基 本に 、 教 育・
啓発や相談を行
う

①年代や性差に応じた生涯にわたる健康の保持増進

【基本課題7】生涯を通じた男女の心と体の健康づくり

項目 担当課
計画当初
(H22年度)

H23年分報告H24年分報告H25年分報告
成果目標

（H28年度）

子宮頸がん検診・乳がん検診の受診率 健康政策課

子宮頸がん
23.4%

乳がん
25.1%

子宮頸がん
18.7%

乳がん
25.1%

子宮頸がん
23.8%

乳がん
16.8%

子宮頸がん
23.8%

乳がん
16.3%

各検診とも
50%

妊娠28週以降での妊娠届け者数 健康政策課 6件 14件 10件 9件 5件

食生活バランスアップ教室事業参加者数 健康政策課 708人 166人 365人 407人 1,500人

保育所の園庭開放参加者数及び育児相談者数 保育課 5,300人 4,545人 5,131人 5,396人 5,300人

地域子育て支援拠点事業等男性参加者数 子育て支援課 1,024人 1,174人 1,029人 990人 1,548人

母子・父子家庭相談件数 こども福祉課 658件 685件 578件 650件 700件

小学校低学年対象に「給食に関する指導」及び「食に
関する指導」を実施したクラス数（小学１,２年生対象）

保健体育課 244クラス 120クラス 236クラス 239クラス 240クラス

阪神北広域こども急病センター受診者数　　（*成果目
標は、平成２５年度～平成２９年度事業計画による）

地域医療推進課 27,535人 31,805人 27,409人 27,837人 * 28,000人
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

121105

骨密度測定会
前立腺がん検
診　　　がん検
診推進事業

①、②、③を引き続
き実施するとともに、
周知の方法として
SNS（ソーシャル・
ネットワーク・サービ
ス）等の新たな媒体
の利用を検討する。

①骨密度測定会および、３０
歳代の健診、地区健康展、
健康フェア・いい歯の日イベ
ント（希望者）に対する骨密度
測定を実施。
②乳がん検診、子宮がん検
診の実施。がん検診推進事
業の対象者に無料クーポン
券を送付。
③前立腺がん検診を実施。
受診者数は増加している。

がん検診推進事業のクーポン利用率が
昨年度に比べ減少している。減少傾向
は、県や国も同様だが、無料でがん検
診を受けられる機会を有効に利用し、
受診率の向上につなげられるように、広
く、わかりやすい周知を考える必要があ
る。

骨密度測定、前立腺がん
検診は継続して実施。
乳がん検診と子宮頸がん
検診については、がん検
診が無料で受診できる
クーポン券の送付だけで
なく、受診勧奨の案内も
送付し、検診の受診率
アップにつなげる。

健
康
政
策
課

・病院ホームペー
ジ、外来でのポス
ター掲示など積極
的な周知を行う。

女性のライフサイクルの中で
起こりうる更年期をいかに楽
しく過ごしていくかなど、助産
師がアドバイスする出前講座
を実施。
Ｈ25年度　1件

また外来で不定愁訴を訴える
方には、自己チェック表を渡
し、医師の診断につなげるな
どしている。

平成25年度　出前講座1件

・外来受診者には、看護師が聞き取
りや相談に応じている
・広報を積極的に行う

・広報いたみなどを活
用する。

伊
丹
病
院

命の大切さから自分を大切に出来る自
尊感情を高め、他人も大切な存在とし
て認識できるよう、現状の把握も含めた
教育現場との連携と継続性

・対象と相手のニーズに
応じた情報提供を行う。

・申込者との細かな打ち
合わせを行う。

・受講者にアンケートを取
り、改善につなげる。

伊
丹
病
院

7-1-2
更年期・高齢期
における健康情
報や学習機会の
提供を行うととも
に、検診や保健
事業の実施にあ
たっては、パート
タ イマ ー、 自営
業者や乳幼児・
介護者を抱える
女性の受診、参
加機会の充実に
努める

・対象と相手のニー
ズに応じた情報提供
を行う。

・申込者との細かな
打ち合わせを行う。

・受講者にアンケー
トを取り、改善につ
なげる。

●ニーズに応じた情報提供
・対象や相手のニーズを確認
し内容を変更して行った。教
材も依頼者に応じて変更し
た。
●受講者アンケート
Ｓ中学校では継続した命の授
業の取り組みとして活用して
頂き、学生の受講後アンケー
トで、どの点が心に残ったか
知ることが出来た。視覚に訴
える教材は、実際の大きさな
どを感じてもらうことが出来、
効果的であった。
●実施内容（出前講座）
・市内学校からの教育の要
請・出前講座平成25度7件。
内容「思春期を迎えるための
心と体の準備」等。
【講義内容】
・高校生対象：は命を造りだ
す能力があるということ、親と
なる覚悟、自分や相手を考え
た行動が出来るとはどういうこ
とか、女性の生殖年齢と人生
設計等について講義。

・小学校の保護者対象：子ど
もの成長に伴う身体的、心理
面影響を親としてどう捉えて
いくか。
・小学校6年と保護者：一人ひ
とりの命がつながりいろんな
願いを引き継ぎ奇跡的な存
在として今、ここに生きている
ということを改めて振り返り実
感し、命の尊さに気付いても
らう。
・中学生対象：命を引き受
け、産むことに覚悟がいるこ
と、自分に繋がる命について
考え、自分を尊い存在と知っ
てもらう。

出前講座は、希望日に応じ
随時実施している
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

7-1-3
性差に応じた適
切な医療の推進
に努める 性差医療について

研修を通じて充実
を図る。

性差医療に精通した医師が
不在のため実施出来なかっ
た

性差医療に精通した医師等の人材確
保に努める

性差医療に精通した医
師が不在のため、人材
が確保出来次第、検討

伊
丹
病
院

7-1-4
保育付きスポー
ツ教室の実施な
ど、男女共同参
画の視点に配慮
した健康・スポー
ツ活動を推進す
る

平成２４年度はポス
ター貼付等により、
少数であるが施設利
用者の託児の実績
があった。次年度は
教室事業受講者は
勿論のこと、施設利
用者に対しても積極
的に託児の案内を
実施していく。

ポスター掲示や教室のお知
らせ文等での告知により、親
子教室利用者が、施設（ト
レーニングやプール等）を利
用するために託児利用者が
増えてきた。（利用者：４３５
人）

託児が必要な施設利用者は、毎年、変
わるため、新規の施設利用者を取り込
むためＰＲの充実に努める。（託児対象
年齢：２才～就学前まで）

新規の保護者にアピール
するため、ホームページ
や子育て情報誌等を活用
し、定期的にＰＲを行い託
児の案内に努める。

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
　
・
ス
ポ
ー

ツ
セ

ン
タ
ー

②妊娠や出産などに関する女性の主体的な意思決定に関する啓発
今後も継続した対応
を実施するとともに、
妊娠届出の分析を
行う。

妊娠期の支援を身体面だけ
でなく、精神面・生活環境面
も含めて継続的・包括的に行
うために妊娠届出書の変更を
行った。

変更を行った妊娠届出書から得た情報
で継続的・包括的な支援が出来たかど
うか評価をする必要がある。

妊娠届出書の評価を実施
する。

健
康
政
策
課

・緊急避妊、
STD、子宮頸癌に
妊孕力（女性が子
どもを産む能力）
などを講座の内容
に取り入れる。

・妊娠した子が必
ずしも元気な子で
はない事例につい
てなど、新たな視
点を講座内容に取
り入れる。

出前講座などの機会に、特
に高校生や出産を控えたお
母さんに対してリプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツを踏まえた
講義を行った。
高校生対象には、緊急避
妊、STD、子宮頸癌に妊孕力
などを講義し、自分の人生設
計について選択出来る能力
の向上を図った。

・講座内容の充実

・緊急避妊、STD、子宮
頸癌に妊孕力（女性が
子どもを産む能力）な
どを講座の内容に取り
入れる。

・妊娠した子が必ずし
も元気な子ではない事
例についてなど、新た
な視点を講座内容に取
り入れる。

伊
丹
病
院

マタニティク
ラス

引き続き実施すると
ともに、上記の分析
と併せた検討を行
う。

参加者はのべ419人（妊婦
79.3％、パートナー18.1％、
祖父母2.6％）参加者数はほ
とんど変化はない。2回コース
実施で1回目より2回目の参
加者が少ない傾向にある。ア
ンケートではどのテーマも評
価が高かった。

病院・産院等の実施内容とは違うもので
あり、妊婦や家族のニーズにあったもの
を実施することが必要であるため、アン
ケート等を参考に今後も適宜検討して
いく。

参加者に関心を持っても
らえるように2回目テーマ
の表現を変更する。

健
康
政
策
課

妊婦とその家族に
向けた「助産婦た
より」を計画、
ホームページ、外
来にて配布予定

・妊娠期クラスへの参加や健
診時のエコーを同席して見れ
る様声かけを行う。希望者に
は立会い分娩や出産後ベ
ビーと共に過ごす時間を拡大
し、　　母性父性への介入を
行う。DVについては伊丹市
DV相談等の窓口紹介や外
来での相談で対応する。
・「助産師たより」を8号まで
ホームページ上で掲載した

・妊娠期クラスは、どの回でも夫が
参加出来るが、姉妹の参加など夫以
外でも希望があれば参加して頂いて
いる。
・DVについては外来の女性トイレに
カードを設置した

妊婦とその家族に向け
た「助産婦たより」を
計画、ホームページは
分娩再開時に再開

・分娩再開時に妊娠
期、産褥期のDVチェッ
クを再開

伊
丹
病
院

7-2-5
妊娠・出産など、
女性の生涯にわ
たる健康を支援
するための情報
提供や啓発はリ
プロダクティブ・
ヘル ス／ラ イツ
（ 性と 生殖の健
康･権利）の視点
に立って行う

7-2-6
妊娠・出産期の
女性や胎児、乳
幼児の健康につ
いて理解を深め
るた め、家 族を
巻き込んだ保健
事業を行う
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

啓発

今後も継続して実施
する。

専門相談や治療費助成の案
内チラシを設置して普及啓発
を図った。

継続して専門相談や治療費助成の案
内チラシを設置する。

今後も継続して実施す
る。

健
康
政
策
課

他院の紹介なども
含め、希望者への
適切な情報提供を
今後も継続して
行っていく。

ホルモン治療やHSGなどの
一般的不妊症への外来対応
を行い、IVF-ET(体外受精－
胚移植）等の高度医療への
つなぎをしている。

赴任治療は、土日も含めた対応が求
められるため、当院で拡大していく
ことが難しい。

他院の紹介なども含
め、希望者への適切な
情報提供を今後も継続
して行っていく。

伊
丹
病
院

③母体保護の向上、母子保健の充実

マタニティ
マーク

今後も引き続き実施
する。

①母子健康手帳交付時にマ
タ二ティマークキーホルダー
を配布。②妊婦健康診査助
成は、昨年度同様に98,000
円の助成を実施した。③乳幼
児期の家庭を対象とした助産
師・保健師の訪問活動を実
施した。

①②前年度と同様。③前年度と同様に
乳幼児期の家庭を対象とした助産師・
保健師の訪問活動を実施。妊娠期から
の継続的支援を通して産後うつのリスク
の高い妊婦を早期に把握、支援できる
よう体制づくりをすすめる必要がある。

妊娠届出書の評価を実施
して、産後うつのリスクの
高い妊婦を早期に把握、
支援できるよう体制づくり
につなげる。

健
康
政
策
課

１１月２６日に「おなかの赤
ちゃんと絵本を楽しもう！～
プレママ絵本読み聞かせ講
座～」を開催し、妊娠・出産
期にある母親の子育て支援・
産後うつの予防策を講じた。

悩みを持ちながら、子育て支援セン
ターへの相談やプレママ講座への参加
に一歩踏み出せない母親への援助の
取り組み。

４か月・３歳健診時のパン
フレット配付等、むっく
むっくルームやひろば事
業等の周知に努める。

子
育
て
支
援
課

医師も巻き込んだ
検討会の開催につ
いての検討。

・妊娠期より保健指導で関わ
り、社会心理面で気になる妊
産婦には支援者など支援体
制の確保や介入を行い医
師、保健センターとの連携を
とっている。

・北阪神の保健所主催の医
療者の情報交換と学習会
に、産婦人科病棟師長が参
加。

グレーゾーンへの介入と治療段階に
おけるMSW、産婦人科医師、精神科
医師の連携など対策が必要。MSWと
保健師のみではなく治療的側面から
医師も巻き込んだ検討会の開催が必
要である。

医師も巻き込んだ検討
会の開催についての検
討。

伊
丹
病
院

④健康を脅かす問題への配慮
今後も引き続き実施す
る。

ポスター掲示や案内の配布など
を実施した。

今後も継続した情報発信が必要であると思
われる。

今後も継続的に実施する。

健
康
政
策
課

222311

学校保健指導
助言事務

保健体育科の授業を
通して感染症等に関す
る正しい知識や情報を
与えることで、いたずら
な不安や偏見を払拭
することを目的とする教
育を推進することで、
人間尊重の精神に基
づく教育の一層の充実
を図る。

保健学習や保健室だよりなどに
よって、児童生徒への正しい知
識、情報を伝え、感染の予防と
感染者への差別偏見をなくすよ
うに指導する。子どもたちが、HIV
感染等について理解することで、
正確な情報を得ることの重要性
を学ぶとともに、差別や偏見をな
くすことなど人権を大切にする教
育の推進ができた。

最新情報の収集と発信に努める。 保健体育科の授業を通じて、
感染症に対する正しい知識
の普及や予防教育を推進す
るとともに、感染者や患者へ
の差別や偏見をなくすための
教育・啓発を行う。

保
健
体
育
課

7-2-7
医療機関と協力
し なが ら 、 不妊
に関する専門相
談機関や県が実
施する治療費助
成事業について
広く情報提供す
る

7-3-8
妊娠・出産期の
母 体 保 護 の 向
上、母子保健の
充実を図る。併
せて、 産後 うつ
に対する早期発
見支援を図るた
めの体制づくり
を行う

7-4-9
ＨＩＶ感染／エイ
ズや性感染症に
対する正しい知
識の普及や予防
教育を推進する
とともに、感染者
や患者への差別
や偏見をなくす
ための教育・啓
発を行う
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

引き続き、講演会やイ
ベント等で情報発信を
していく。

昨年度と同様、①小学校3校で
の講演会、②禁煙に関する啓発
と禁煙相談の実施、③イベント等
でのマイクロCOモニター（呼気
中二酸化炭素値）の測定を実施
する。２５年度より④胃がん肺が
ん検診受診者の内、喫煙者に
は、禁煙のチラシを結果に同封
する。また、広報特集号(９月）で
たばこについて取り上げる。

平成２５年度は、広報の健康特集号でたば
こについて取り上げ、伊丹市で実施している
小学生を対象に実施している講演会の紹介
や受動喫煙の害、禁煙外来の情報提供を
実施した。今後も、広くたばこに対する正し
い知識の普及、啓発を実施していく必要が
あると考える。

引き続き、講演会やイベント
等で情報発信をしていく。

健
康
政
策
課

222311
学校保健指導
助言事務

各関係機関と連携し、
防煙教育を実施。ま
た、保健体育科の授業
の中で、薬物乱用防止
や飲酒防止など、小・
中学生に正しい知識、
情報を伝える。保健担
当者会で実践交流等
を行う。

薬物乱用防止教室等の保健学
習や、保健室だよりなどによっ
て、児童生徒へ正しい知識、情
報を伝えた。また、保健担当者
会で実践交流等を行うことで、各
校における指導の充実に加え、
自分の体を大切にすることなどの
啓発活動の推進につながった。

担当者等の研修により、指導力を向上させる
とともに、学校現場への外部講師等による専
門的な助言や啓発を行う。

各関係機関と連携し、防煙教
育を実施する。
保健体育科の授業の中で、
薬物乱用防止や飲酒防止な
どについて、小・中学生に正
しい知識、情報を伝えるととも
に、自ら判断し行動する力を
育てる。

保
健
体
育
課

213106

青少年健全育
成関係広報啓
発事業

・センター通信一
面の原稿執筆者
を出来るだけ幅広
い分野から選出す
る。
・関係機関と連携
して、啓発を行う。

・「非行防止等啓発チラシ」
14，000枚、「環境浄化・非行
防止ポスター」450枚を作成
し、市内各学校、量販店、自
治会等に配布し、広く啓発を
行った。
・阪急伊丹駅前やＪＲ伊丹駅
前で薬物乱用防止の街頭
キャンペーンを行った。

・喫煙の低年齢化が見られる。
・飲みやすいアルコール飲料の増
加により、未成年者の飲酒が懸念さ
れる。
・チラシ等による啓発活動の成果が
分かりにくい(評価しにくい)。

・センター通信一面の
原稿執筆者を、薬物乱
用防止運動関係者から
も選出する。
・関係機関と連携して、
啓発を行う。

少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー

⑤医療・福祉従事者への男女共同参画についての研修

131103

民生児童委員
等活動委託事
業

民生委員専門部会
（高齢者部会）にお
いて、「認知証高齢
者の対応について」
をテーマに学習会
（７月中旬）を行い、
グループワークによ
る事例検討を行う。

その他、虐待や権利
擁護に関する研修
に関して、積極的に
参加奨励を行う。

・民生委員専門部会（高齢者
部会）での講演等
「認知症の方の理解につい
て」
・市町等地域連携強化研修
「17年間の虐待から得た防止
活動とは」
・伊丹市男女共同参画主催
研修
「こどもの虐待とＤＶ」

<成果>
事業への参加によって、各民
生委員児童委員の日々の活
動にいかしている。

研修で得た知識を民生委員児童委員
活動において活用していくことが必要で
ある。

民生委員児童委員活動において、個
人情報の提供や対応事案の共有化に
ついての要望が多いため、検討してい
く必要がある。

虐待や権利擁護の研修
について積極的な参加を
呼びかける。

地
域
・
高
年
福
祉
課

130702

高齢者の成年
後見制度利用
支援事業

虐待を受けた高齢
者のすみやかな保
護・分離やその後の
支援に必要な事項
を整理・検討し、必
要時にスムーズな運
用が行えるよう備え
る。

高齢者虐待防止マニュアル
を活用し、地域包括支援セン
ター等との連携の下、適切な
対応をおこなった。

判断能力が不十分であったり、虐待を
受けた高齢者の権利擁護支援につい
て、市民の理解を高めることが必要であ
る。

地域で関係機関と連携
し、高齢者の権利擁護支
援活動を担うことが出来る
「市民後見人」、「後見サ
ポーター」の育成とフォ
ローを行う。

地
域
・
高
年
福
祉
課

　引き続き、業務関
連分野の研修参加
を通じ、人権尊重及
び男女共同参画に
関する職員の意識
醸成を目指す。ま
た、課内職員が協力
し合い、できるだけ
多くの職員が研修受
講機会を持てるよう
に努める。

 様々な認知症状や精神疾患
全般への対応方法を学ぶ研
修へ職員派遣を行い、業務
遂行の上で配慮の必要な人
権課題について理解を深め
た。

　人権尊重及び男女共同参画につい
ての民間事業者に対する啓発。

　事業者連絡会等を通
じ、人権尊重及び男女共
同参画に関する職員の意
識醸成を目指す研修の実
施を働きかける。

介
護
保
険
課

要保護児童対策地
域協議会構成機関
職員に対して、11月
の児童虐待防止推
進月間たる11月に、
孤立した妊娠、出産
の防止につながるよ
うな研修を実施す
る。

②研修は実施できなかった。 　男女共同参画の視点に立ったサービ
ス提供についての民間事業者に対する
啓発。

要保護児童対策地域協
議会構成機関職員に対し
て、孤立した妊娠、出産の
防止につながるような研
修を実施する。時期は未
定。

こ
ど
も
福
祉
課

7-5-11
医療・福祉従事
者が人権尊重と
男女共同参画に
ついて十分理解
して市民に接す
ることができるよ
う、専門分野に
応じた研修を実
施する

7-4-10
飲酒、喫煙、薬
物乱用、過激な
ダイエットなどが
心身に及ぼす影
響 に つ い て 教
育、啓発を行う
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

人権研修は、今後
も職場研修を中心
に継続して行って
いく必要がある。

管理職研修、人権研修など
の機会を通じて人権や男女
共同参画への意識の向上を
図る。
また、患者等に配布する文書
について、男女平等に関する
表現指針に基づいた表現と
なるよう周知を行う。

勤務の関係上、全職員が受講すること
が難しい環境であるため工夫が必要。

人権研修は、今後も職
場研修を中心に継続し
て行っていく必要があ
る。

伊
丹
病
院

権利擁護ケースの
個別支援を通じて、
関係機関との情報
共有、ネットワーク強
化を行うとともに、研
修等を通じて、権利
擁護についての普
及啓発に努める。

・関係機関に対する権利擁
護についての研修会の実
施。
・行政をはじめとする関係機
関との虐待を含む権利擁護
ケースについてのカンファレ
ンスの実施。
・権利擁護ケースの報告会議
を行政とともに行い、情報共
有を行う。

　市民の参加する事業開催に関して
は、男性が参加しやすい実施日や時間
の設定に努めるとともに男女共同参画
の視点に配慮。

・引き続き、個別ケースの
支援を通じて、権利擁護
における関係機関との情
報共有、ネットワーク強化
を行う。
・権利擁護について、研
修等を通じて更なる普及
啓発に努める。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

130604
家族介護教室
事業

男性家族介護者の
会について、「介護
保険サービス利用の
手引き」に掲載する
などして、引き続きＰ
Ｒを行う。

男性家族介護者の会の活動
を「介護保険サービス利用の
手引き」の他、広報伊丹や社
協のホームページなどにより
ＰＲした。

介護の状況により、継続した参加につ
なげるのは難しいようである。都合がつ
く時だけでも参加ができるよう、継続し
た情報発信が必要である。

男性家族介護者の会に
ついて、引き続き「介護保
険サービス利用の手引
き」、広報伊丹や社協の
ホームページなどによるＰ
Ｒを行う。

地
域
・
高
年
福
祉
課

刊行物のイラストに
「介護者は女性」とイ
メージを植えつける
ようなものは使わな
い。

刊行物から会議の資料にい
たるまで、イラストに女性・男
性の役割について固定的な
イメージ植えつけるようなもの
は使わなかった。

人件費に係る介護報酬の単価を見直
す動きがあるにもかかわらず、まだまだ
収入が低いため女性のヘルパーが多
く、男性の職業として定着しにくい実態
がある。

刊行物のイラストに「介護
者は女性」とイメージを植
えつけるようなものは使わ
ない。 障

害
福
祉
課

　引き続き、個々の
案件に応じ関連部
署と連携し情報共有
することや、介護相
談員事業等を通じて
得られる情報を活用
することにより、家族
介護の実態把握に
努める。

　関連部署と連携し情報共有
を図り、案件によっては、職
員が直接高齢者の居所へ訪
問をして、家族介護の実態把
握に努めた。

　男女共同参画の視点に立ったサービ
ス提供についての民間事業者に対する
啓発。

　事業者連絡会等を通
じ、同性介護など男女共
同参画の視点に立った
サービス提供に関する啓
発をおこなう。
　日常生活圏域ニーズ調
査により、家族介護者の
状況を把握する。

介
護
保
険
課

・現在、職員が欠員
のため、引き続き募
集していく。
・介護技術の基礎を
中心に腰痛予防な
どのストレスケアも予
定。

・職員の募集の継続。
・職員研修で、移乗介助の基
本について学び、腰痛予防
対策につなげた。

　男女共同参画の視点に立ったサービ
ス提供についての民間事業者に対する
啓発。 ・職員募集の継続

・できるだけ腰に負担のか
からない介助法の勉強な
どを職員研修に取り入れ
るとともに、ラジオ体操へ
の参加を呼びかけていく。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

高齢者実態調
査事業

市から民生委員へ
の情報提供を円滑
にし、より一層地域と
の連携を図る。

情報提供の見直しにより調査
回答数が増加し、高齢者の
生活実態の把握が進んだ。

　市民に対して介護保険制度やサービ
ス利用手続に関してよりわかりやすい広
報等を検討。

事業実施要領への記載
や取り扱いのガイドライ
ン、対象者への説明文の
作成により、対応の統一を
図る。

地
域
・
高
年
福
祉
課

継続して障害福祉
に関するケースワー
ク実践を行う。

障がい者、介護者から日々
相談を受けてニーズを把握
し、置かれている状況の改善
に取り組んだ。

特になし 継続して障害福祉に関す
るケースワーク実践を行
う。 障

害
福
祉
課

【基本課題8】高齢者・障がい者（児）、ひとり親の家庭などが孤立せず、安心して暮らせる環境の整備
①高齢者・障がい者（児）が安心して暮らせるそれぞれへの介護環境の整備
8-1-1
家族介護者の性
別 や 年 齢 層 な
ど、実態の把握
に努め、同性に
よる介護など男
女共同参画の視
点を盛り込む

8-1-2
高齢期の女性や
障がいのある女
性が社会的に不
利な状況に陥り
がちなことを踏ま
え、その生活実
態やニーズを細
かく把握するよう
努める
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

6月から高齢者の生
活実態やニーズをよ
り幅広く把握するた
めの高齢者実態調
査を実施する。

障害者福祉センターで介護
教室、リフレッシュ事業や相
談事業等を実施した。家族会
事務局として障害者福祉セン
ターの一部を賃借し、減免な
どを行なった。「障害者福祉
センターのプールの更衣室
に家族更衣室が欲しい」など
といった要望に対し、設計に
盛り込むことができた。

短期入所施設が満床で、利用したいと
きに使えない事案があった。

・実態調査の目的を明確
に伝え、より多くのニーズ
把握につなげるとともに、
情報の取り扱い、管理の
更なる徹底を行う。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

②介護者が安心して暮らせる環境の整備

130401
地域包括支援
センター事業

地域包括支援セン
ターの複数設置に
向け、事業の整
理・検討を行う。

社会福祉協議会との検討会
議の開催や、先進市への視
察を実施した。

平成27年度実施される介護保険制度
改革に添ったものにしていく必要が
あり、認知症への対応を強化するこ
とや市民がより相談しやすいように
地域包括支援センターを複数設置す
る必要がある。

平成27年度から地域包
括支援センターの複数
設置を実施するため、
箇所数や予算等の詳細
をできるだけ早期に検
討し、円滑な移行を図
る。

地
域
・
高
年
福
祉
課

　引き続き、介護保
険各種てびきや広
報特集号などの作
成に際しては、窓口
施設の情報を掲載
し、相談窓口の周知
につとめる。また、て
びき小冊子は65歳
以上高齢者全員に
配布する。

　介護保険の制度やサービ
スに関するてびきに相談窓口
情報を掲載して作成、「介護
保険制度」のてびきは65歳以
上高齢者全員に郵送した。
　広報特集号（年１回　１０月
１５日　発行）でも、同じく相談
窓口の周知に努めた。

　市民に対して介護保険制度やサービ
ス利用手続に関してよりわかりやすい広
報等を検討。

　介護保険各種てびきや
広報特集号などの作成に
際しては、よりわかりやす
く窓口施設等の情報を掲
載し、相談窓口の周知に
努める。

介
護
保
険
課

6月からの高齢者実
態帳を通じて、高齢
者の生活実態や
ニーズをより幅広く
把握するとともに、相
談窓口の情報提
供、周知を行う。

・平成24年度の調査方法改
善で把握数が大幅に伸びた
が、平成25年度も、約７００人
（平成24年度対比）件数増と
なった。
（平成24年度6,011人）
（平成25年度6,680人）

　男女共同参画の視点に立ったサービ
ス提供についての民間事業者に対する
啓発。

・引き続き、高齢者実
態調査を通じて、高齢
者の生活実態やニーズ
をより幅広く把握する
とともに、相談窓口の
情報提供、周知を行
う。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協

議
会

131301
家族介護教室
事業

ホームページ・広
報を利用した家族
介護教室の周知を
はじめ、効果的な
PR方法を検討す
る。

ＰＲ方法を検討し、地域の
事業に出向いた説明・チラ
シの配布や、公共施設への
チラシの設置等、積極的な
ＰＲを行った。

　市民に対して介護保険制度やサービ
ス利用手続に関してよりわかりやすい広
報等を検討。

地域に出向いた説明や
チラシの配布、公共施
設へのチラシの設置に
併せて、新たな媒体を
用いたＰＲ方法を検討
する。

地
域
・
高
年
福
祉
課

133102
133220

障がい者相談
支援委託事業
障害福祉サー
ビス（居宅系）
事業

家族会の活動を支
援する。短期入所や
日中活動サービスの
基盤整備を図る。

障害者福祉センターで介護
教室、リフレッシュ事業や相
談事業等を実施した。家族会
事務局として障害者福祉セン
ターの一部を賃借し、減免な
どを行なった。「障害者福祉
センターのプールの更衣室
に家族更衣室が欲しい」など
といった要望に対し、設計に
盛り込むことができた。

短期入所施設が満床で、利用したいと
きに使えない事案があった。

家族会の活動を支援す
る。短期入所や日中活動
サービスの基盤整備を図
る。 障

害
福
祉
課

今年度も、昨年度
同様に当事者組織
の支援を行い、情
報共有や仲間づく
りの場の提供を行
う。（年間継続支
援）

・前年度同様に当事者組織
支援を行う。
・伊丹市介護家族の会と伊丹
市認知症介護者家族の会に
ついて、合併への支援を行っ
た。

・平成25年度まで、市が窓口支援を
行っていた発達障がいの子どもを持
つ保護者の会等に対し、26年度か
ら、窓口支援を行うが、今後、どの
ような支援を行っていくかを、行政
と検討・協議が必要。

・25年度同様に支援を
行う。
・「若年認知症のつど
い」については、開催
場所等の検討を行い、
参加者が増える取り組
みを進める。（なお、
取り組みについては、
つどいの参加者ととも
に、内容等を決めてい
く）

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

8-2-3
介護に関する総
合的な相談体制
を充実させ、窓
口の周知に努め
る

8-2-4
家族介護者に対
する介護教室や
リ フ レ ッ シ ュ 事
業、健康教室、
相談事業、レス
パ イト 事 業 、介
護者会の活動支
援などを通して、
家族介護者の負
担の軽減と健康
管理の支援に努
める
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

家族介護者支
援交流事業

ホームページ・広
報を利用した家族
介護支援交流教室
の周知など、より
効果的なPR方法を
検討する。

介護家族会の講演会や交流
会の周知を図り、情報交換
や交流による孤立の予防と
介護負担感が共有できる環
境づくりを図った。

男性介護者や新規参加者が少ない。

引き続き、ホームペー
ジや広報による介護家
族会の講演会や交流会
のＰＲを行う。

地
域
・
高
年
福
祉
課

　市民の参加する事
業開催に際しては、
実施日や時間の設
定に関して、男女協
同参画の視点に配
慮する。（平成24年
度に引き続き、「介
護の日」周知イベン
ト開催予定）

　高齢者・障害者「介護」の啓
発を目的とした「介護の日」周
知事業でイベントを開催し
た。
　（ノルディックウォーキング
体験）開催日は土曜日に設
定し、参加の利便性に配慮し
た。

　市民の参加する事業開催に関して
は、男性が参加しやすい実施日や時間
の設定に努めるとともに男女共同参画
の視点に配慮。

 事業者連絡会等を通じ、
民間事業者に対しても男
性の参加と男女共同参画
に視点を置いた事業の実
施を働きかける。

介
護
保
険
課

③高齢者・障がい者（児）の自立や社会参画への支援

131103
通所型介護予
防事業

高齢者を介護が必
要になる前に発見
し、すみやかに各
種機能訓練やレク
リエーションにつ
なげることで、筋
力・体力の維持向
上に努める

老人クラブへの健康教育や
訪問活動等により、虚弱や
閉じこもりの高齢者を早期
に把握し、通所型介護予防
事業につなげることで筋
力・体力の維持及び向上を
図った。

　男女共同参画の視点に立ったサービ
ス提供についての民間事業者に対する
啓発。

引き続き健康教育や訪
問活動等で虚弱や閉じ
こもりの高齢者を早期
に把握し、通所型介護
予防事業につなげる。
また地域で筋力・体力
の維持及び向上ができ
る拠点を増やす。

地
域
・
高
年
福
祉
課

今年度も、より良
い高齢者の自立促
進に向けた、ケア
マネジャーに対す
る介護予防ケアプ
ラン作成支援と研
修会、勉強会を実
施する。

・市内のケアマネジャーに
対するケアプラン作成支援
の実施及びケアプラン作成
研修会の開催。
・地域への「いきいき百歳
体操」の啓発・推進

　市民に対して介護保険制度やサービ
ス利用手続に関してよりわかりやすい広
報等を検討。

・高齢者の自立促進に
向けた、ケアマネ
ジャーに対する介護予
防ケアプラン作成支援
と研修会、勉強会を実
施する。
・地域での「いきいき
百歳体操」の啓発と取
り組みを広げる。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

130801

シルバー人材
センター運営
補助事業

高齢期における就
業意欲の高揚や就
業ニーズに対応す
るため、多様な就
業機会の確保提供
に努めるととも
に、ボランティア
活動を推進するな
ど、魅力あるシル
バー事業の展開を
図り、会員獲得や
各種事業の取組み
強化を進める。

シルバー事業に対する理解
と関心を高めるため、積極
的な普及啓発活動を展開す
るとともに、市と連携した
企画提案方式事業を推進す
るなど、就業機会の確保と
生きがい・健康づくりに取
り組めるよう、事業の連
携・支援を行った。

　市民の参加する事業開催に関して
は、男性が参加しやすい実施日や時間
の設定に努めるとともに男女共同参画
の視点に配慮。

高齢者の生きがい・健
康づくりに取り組むと
とともに、新たな就業
分野の拡大や機会創
出、ボランティア活動
を推進するなど、地域
社会の活性化に貢献す
べく、魅力あるシル
バー事業を展開し、各
種事業の拡大や会員獲
得を進める。

地
域
・
高
年
福
祉
課

 133301
133302
133303

障がい者就労
チャレンジ事
業
障害者就職実
習助成事業
障害者就職支
度金助成事業

障害者地域自立支
援協議会で「伊丹市
障害者就労支援シ
ステム」のあるべき姿
について検討をす
る。

就労に関する相談を地域生
活支援センターに委託し、就
労支援を実施した。就労チャ
レンジ事業を行なった。

特になし ハローワーク、企業との連
携を強め、就労支援を行
う。 障

害
福
祉
課

111311
婦人共励会事
業補助金事務

本会との連携を強化
するとともに、事業実
施の方法等の検討
により組織を活かし
た効果的な事業の
推進に努める。

＜取り組み＞
・全国・近畿母子寡婦福祉研
究大会参加
・バスツアー
・クリスマスの集い

様々な相互交流事業や情報交換、情
報提供等を行うことにより、ひとり親家庭
の孤立感軽減の一助となっているが、
若年母子の参加促進や支援を必要とし
ている父子家庭への対応が課題となっ
ている。

婦人共励会の行っている
母子・父子家庭の福祉増
進や相互交流、情報交換
等の取り組みについて支
援を行う。

地
域
・
高
年
福
祉
課

④ひとり親の家庭に対する支援

8-2-5
家族介護に関す
る事業の実施に
あたっ ては、男
性の参加が得ら
れ るよう内 容や
時間帯などを工
夫するとともに、
男女共同参画の
視点を盛り込む
よう努める

8-3-6
介護予防に関わ
る活動を進め、
高齢者の自立を
促進する

8-3-7
高齢者や障がい
者（児）の自立と
社 会 参 画 に 向
け、就労を支援
する

8-4-8
相 談 事 業 や 交
流事業など、ひ
とり親家庭の不
安や孤立感を軽
減する取り組み
を行う
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

212403
母子・父子相
談事業

県において法律相
談事業の利便性が
向上したことを受け、
積極的に活用を図
り、要支援者の生活
改善につなげる。

県における法律相談につな
いだケースはなかった。

養育費などについては、当事者の経済
的事情から、法律相談を実施しても解
決しない場合が多い。

母子寡婦福祉資金貸付
制度の改正を周知する折
に、父子相談も実施して
いることをPRする。時期は
10月くらいになると思われ
る。

こ
ど
も
福
祉
課

8-4-9
就労支援などひ
とり親家庭に対
する自立支援策
を充実する

母子家庭等対策総
合支援事業の実施
・高等技能訓練促進
費支給事業19件
・教育訓練給付金支
給事業10件
・母子自立支援プロ
グラム策定事業20件

高等技能訓練促進費支給事
業15件
教育訓練給付金支給事業7
件
母子自立支援プログラム策
定事業3件

母子自立支援プログラム策定事業実施
にあたっての、ハローワークとの役割分
担。

高等技能訓練促進費支
給事業18件
教育訓練給付金支給事
業10件
母子自立支援プログラム
策定事業20件

こ
ど
も
福
祉
課

8-4-10
母子・父子向け
市営住宅の提供
や 空 家 入 居 募
集時の優先枠の
設定など、ひとり
親世帯への住宅
支援を行う

市営住宅空家
入居者募集

継続して世帯枠を設
ける。

市営住宅の空家募集時に母
子・父子世帯枠を設けて募集
を行い、５世帯入居（予定者
含む）により、一定の成果を
得られた。

特になし
継続して世帯枠を設け
る。

住
宅
政
策
課

　担当課と調整
し、手当ての手続
きの際に、活用で
きるニーズ調査の
方法を検討する。

・窓口でのニーズ調査には
至らなかった。

・個別のニーズ調査にこだわらず、
父子家庭が地域で孤立しがちな背景
に視点を持って、固定的役割分担の
解消の広報・啓発を進める工夫が必
要。

・啓発紙の中で固定的
役割分担の解消の必要
性の課題として取り上
げる。
・担当課からのヒアリ
ングを行なう。
・窓口での啓発資料の
配布依頼を行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

母子家庭等対策総
合支援の対象が父
子家庭にも拡大さ
れることを契機
に、支援施策を広
報する。

制度改正を広報紙やホーム
ページで周知した。
結果として、教育訓練給付
金支給事業で父子家庭の父
からの申請が1件あり、給
付金を支給した。

特になし 10月から母子寡婦福祉
資金貸付事業の対象が
父子家庭にも拡大され
ることを広報する。

こ
ど
も
福
祉
課

122103
212304

利用者数の動向を
見つつ、継続実施
する。

事業の委託により、いつでも
相談できる体制の確保に努
める。

乳幼児期から思春期の年齢層への相
談に対応した。（平成26年2月末現在）
乳幼児期  5,008件、小学生     1,322
件、思春期（中高生）  ４１１件、その他、
すくすく相談や乳幼児の発達に関する
相談も実施。

利用者の動向を見つつ継
続的に実施する。

健
康
政
策
課

・関係機関との連携
を図る。
・保育所等に相談窓
口を設置する。

・関係機関（本市こども福祉
課、子育て支援課・生活支援
課及び川西子ども家庭セン
ター等）と連携を図り、個別対
応を行った。
・各保育所において子育て相
談を実施した（２４４９件）。

ケースの増加と複雑化。

・引き続き関係機関との連
携に努める。
・保育所の相談窓口の周
知に努める。

保
育
課

【基本課題9】安心して子どもを産み育てられる環境の整備
①子育て相談体制、情報提供の充実

8-4-11
父子家庭が地域
で孤立しがちな
背景にあると考
えられる固定的
役割分担意識の
解消に向け、広
報・啓発活動を
行う

9-1-1
乳幼児期から思
春期特有の悩み
までが相談でき
る 体制 を整 備･
充実させ、窓口
の周知を行う。ま
た、相談窓口の
連絡･連携体制
を充実させる
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

211102
家庭児童相談
室事業

要保護児童対策地
域協議会個別担当
者会義を通して窓
口の周知･連携体
制の充実を図る。
(目標年間150回)

要保護児童対策地域協議会
の個別担当者会義を126回
実施した。

取り組みが地道なものであるため、
窓口の周知には時間がかかる。

要保護児童対策地域協
議会個別担当者会義を
通して窓口の周知･連携
体制の充実を図る。(目
標年間150回)

こ
ど
も
福
祉
課

212101
家庭教育アド
バイザー事業

保護者の子育ての
悩みを解消する。

　公立幼稚園全園へ家庭教
育アドバイザーを派遣。アド
バイザーと子育て支援セン
ター指導員が連携し、子育て
の悩み相談を実施した。
　アドバイザーの派遣回数
132回、相談件数251件、
5,804人。

アドバイザーの資質向上を図る。 保護者の子育ての悩みを
解消する。

家
庭
教
育
課

211501
青少年問題相
談事業

研修、ケース検討な
どを行い、相談員の
スキルアップに努め
る。

・市内広報活動において、連
絡先を認知し易いように工夫
した。
・青少年問題協議会と連携、
情報交換を行い、また、こども
若者企画課が作成した、「こ
ども・若者」のための相談支
援ハンドブックも活用し、各相
談窓口との連絡・連携体制の
充実を図った。
・少年進路相談員制度では、
公共職業安定所、学校、家
庭との連携を図った。
・合同教育相談では、学校指
導課、総合教育センター、こ
ども福祉課、阪神北少年サ
ポートセンター、スクールソー
シャルワーカーと連携して本
人、保護者、担任教諭等の
相談にあたった。

・相談内容は社会の変化とともに変わっ
ていくので、相談者のニーズにあった的
確なアドバイスをするため、相談にあた
るものは常にスキルアップする必要があ
る。
・相談窓口の周知を引き続き行う必要
がある。

研修、ケース検討などを
行い、相談員のスキル
アップに努めるとともに、
相談窓口の周知を学校、
保護者、こども等に積極
的に行う。

少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー

課内職員研修の実施
と、職員同士で互いに
気づき、意見を交わせ
る職場環境への改善
に取り組む。

課内の人権研修において人権に
関する研修を実施した。

業務において市民の方に多く関わる機会が
あるため今後も継続的に研修の機会を持つ
ことと意見を交わせる職場環境の整備に努
めることが必要である。

今後も継続的に実施する。

健
康
政
策
課

212206
子育て支援セ
ンター事業

日曜、祝日の交流
会・講座・イベントな
どで引き続き啓発を
行う。

子育て支援センターにおい
て、父親の育児参加の促進
を目指した講座等の取り組み
を進める中で、職員間での話
し合いを行う等、基本的認識
については共有できたものと
考えている。

職員一人一人が自らの生活を振り返る
機会を設けていくことが必要であり、男
性の育児参加やワークライフバランスに
ついて、さらに理解を深めるとともに共
通認識を持っていくことが課題である。

父親の育児参加の取り組
みについての検討段階、
また職場人権研修等の機
会をとらまえて、職員間で
のさらなる共通認識を図
る。

子
育
て
支
援
課

現状の通り実施し
て
いく

性差も含め、社会的固定概
念にとらわれないための職
場人権研修を1回実施し
た。

特になし 現状通り実施する。

こ
ど
も
福
祉
課

9-1-2
子育て相談を受
け るにあた って
は担当職員の研
修 を 行 う な ど し
て、固定的な男
女の役割分担に
とらわれないよう
配慮して行う
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

212101
家庭教育アド
バイザー事業

保護者の子育ての
悩みを解消する。

　年2回、みんなの広場事業
の関係者同士で、情報交換
の場を設け、情報を共有し
た。

継続した取り組みを実施する。 保護者の子育ての悩みを
解消する。

家
庭
教
育
課

引き続き、事例検
討会をとおして適
切な支援ができる
ようにする。

年間６回の大学教員等によ
るスーパービジョンをとお
して相談員の研修を行っ
た。

ＤＶ被害に遭っていたケースや、ひ
とり親家庭の事例など、今後もケー
ス検討していく必要がある。

平成２６年度も年間６
回のスーパービジョン
を引き続き実施し、相
談員の資質向上を図っ
ていく。

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

211501
青少年問題相
談事業

研修、ケース検討な
どを行い、相談員の
スキルアップに努め
る。

・進路相談員研修会、少年育
成協会全体研修会、青少年
を守る店連絡協議会研修
会、少年補導委員全体研修
会、青少年健全育成研修会
等を実施した。
・近畿、県、阪神間で行う補
導委員研修会も含めた、年
間１7回の研修に参加し、職
員の資質向上を図った。

継続して、相談にあたる者のスキルアッ
プをしていく必要がある。

研修、ケース検討などを
行い、相談員のスキル
アップに努めるとともに、
相談窓口の周知を学校、
保護者、こども等に積極
的に行う。

少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー

②多様な子育て支援サービスの充実

921307

女性・児童セ
ンター管理運
営事業

・むっくむっくルームに来
ている男性へのインタ
ビューを「com-com」で紹
介。
・男女共同参画推進委員会
の子育てサークルとコラボ
し、ことば蔵で男女共同参
画フォーラムを開催。166
人が参加、初めて男女共同
参画川柳や市民オンブード
などに触れる機会となっ
た。

・フォーラムでは、父親も実行委員
に参加し親子で積極的に活動しても
らうことができた。役割を持つこと
で参加のきっかけが広がった。こう
いった機会を多く設けることも必
要。

・フォーラム参加者の
声や、女性・児童セン
ターで実施されている
児童のイベントで活躍
している男性の声をPR
する機会を設ける。

同
和
・
人
権
推
進
課

212206
213103

・子育て支援
センター事業
・子育てサー
クル補助金事
業

子育てサークルネッ
トワークと父親参加
のイベントを考え、支
援していく。

１２月８日開催の男女共同参
画推進市民フォーラム「子育
てたのしみ隊！でばんでっ
せぇ～」にサークルネットワー
ク、支援センター、子育て支
援課が共催として運営に参
加し、男性の子育て参画の促
進に努めた。

サークルネットワークへのサークル加入
数が減少傾向にあり、ネットワークの強
みを活かしきれていない。

サークル補助金の交付申
請の機会に、サークル
ネットワークの活動等につ
いての魅力を伝えていくと
ともに、加入勧奨を行う。

子
育
て
支
援
課

212309
212303

今年度も引き続き実
施する。

モグモグ離乳食講座の平成
25年度の参加者はのべ430
人（母93.5％、父4.9％、祖母
1.6％）

父、祖母の参加は増加傾向にある。子
育ての技能を得る機会として今後も講
座を提供していく必要がある。

今後も継続的に実施す
る。

健
康
政
策
課

212206
子育て支援セ
ンター事業

父親が子育てに関
する技能や知識を
習得できるように日
曜、祝日の交流会・
講座・イベントなどで
引き続き啓発を行
う。

１０月１９日に父親を対象にし
た講座を開催し、２０名の参
加があった。
同講座にて行ったアンケート
やその後のむっくむっくルー
ムでの父親との会話では、子
育てへの自信が窺えるコメン
トが並んだ。

父親対象以外の講座への男性の参加
が２４年度に比べ減少した。

公募型協働事業において
父親の育児参加をテーマ
とした行政提案を行って
いるところであり、市民団
体と共に父親向けの講
座・イベント等の実施を検
討する。また、開催にあ
たっては日曜・休日開催
に留意する。

子
育
て
支
援
課

9-2-3
男性の子育て参
画 を 促 す と とも
に、子育てサー
ク ル の 育 成 や
ネットワーク化、
情報提供など、
地域における市
民の子育て活動
を支援する

9-2-4
子育て支援事業
の実施にあたっ
ては、男女が共
に子育てに関す
る知識や技能を
得る機会や場を
提 供 す る と と も
に、男性の子育
てへの参画を促
すよう工夫する
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

212102

草の根家庭教
育推進事業

すべての保護者に
学習機会を提供す
る。

　父親の子育て参加を促す内容を取
り入れた家庭教育パンフレットを作成
し、４カ月健診時に保護者へ配布し、
啓発を図った。
　4ヶ月健診時･･･月2回、延べ24回.
参加者数1,876人.家庭教育ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
「子どもは社会の宝です」の配布とビ
デオ「新米ママ＆パパに贈るメッセー
ジ」上映。
　3歳児健診時･･･月2回、延べ24回.
参加者数1,709人.「3歳児からの家庭
教育のしおり」の配布。
　就学前･･･小学校1日入学時.参加
者数4,114人（保護者の児童）.配布
資料「家族っていいな！」⇒腹話術に
よる人形（子ども）と腹話術師（大人）
の会話を通じて、基本的な生活習慣
の大切さや親のとしての在り方を考え
る機会とする。
　思春期･･･中学校入学説明会時.参
加者数1,879人．配布資料「どんと来
い思春期！」「思春期の心理と行
動」．講話内容「思春期の心理と親の
対応」。パンフレットの配布について
は一人ひとりに声をかけながら手渡し
をし、家庭教育の啓発を行なってい
る。

パンフレット内容の充実 すべての保護者に学習
機会を提供する。

家
庭
教
育
課

231103

公民館事業推
進委員会活動
事業

「パパとキッズのプレ
イルーム」の中で、
父親同士が子育て
や仕事等の悩みを
共有する場を設けパ
パ同士のネットワー
クづくりを促す。

・市民講座「パパとキッズのプ
レイルーム」を実施。年間12
回実施。
毎回のイベントの中で、父親
同士の交流を深める時間を
作るなど、つながるきっかけ
づくりをした。

具体的に父親にやってほしいこと、考え
てみてほしいことを投げかけることで、
父親がより参画しやすくなるのではない
か。

男性の家事・育児や地域
への参加を促進する講座
として市民講座「男性料
理教室」に取り組む。ま
た、継続して市民講座「パ
パとキッズのプレイルー
ム」を実施し、父親の企
画・運営への参画を推進
し、父親同士のネットワー
クづくりにつなげる。

公
民
館

9-3-5
食品の安全性な
ど子育てをめぐ
る生活環境につ
いて、情報や学
習機会の提供を
行う 113302

消費者教育･
啓発の推進

平成25年11月29
日、くらしの講座「食
品の塩分や糖度を
測ろう！」を開催す
る。

講座｢食品の塩分や糖度を
測ろう!｣を開催｡清涼飲料水
の糖度や､自宅で作った味噌
汁の塩分を計測し､理想的な
食生活について学んだ｡

参加者数が少なかったので、広報に努
める。

平26年5月19日
消費者月間事業講演会
｢テレビじゃ話せない食の
裏話～あなたの知らない
食品表示のカラクリ」を開
催する。

平成26年12月4日
くらしの講座
「意外と知らない塩のおは
なし」を開催する。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

昨年度までと同様の取
り組みと、今年度から
新たに、保育所での食
育体験教室を実施。

①こども未来部の事業や子育て
支援センター事業での講話は20
回、310人参加。
②食生活バランスアップ教室の
実施は3小学校、11回４０７人。保
育所での食育体験教室は3園で
4回、98人の参加。

①に関しては、地域に向けて普及啓発に取
り組める機会であり、今後も積極的に進めて
いく必要がある。②食生活バランスアップ教
室の参加者は増加傾向にある。

今年度も保育所での食育体
験教室も引き続き実施してい
く。

健
康
政
策
課

222401
健全な食生活
推進事業

・食に関する指導計
画（全体計画・年間
指導計画）の作成活
用。・「給食に関す
る指導」を小学校１
年生対象に実施。・
「食に関する指導」
を小学校2年生を対
象に実施。・食育担
当者会の充実。・
「食育実践プログラ
ム」「食育ハンド
ブック」の活用。

各校で「食育推進委員会」を
中心として校内指導体制を整
備し、食に関する指導計画
（全体計画・年間計画）を作
成し、全教育活動を通し発達
段階に応じて系統的に食育を
行った。「給食に関する指
導」を小学校１年生を対象に
実施し、給食を生きた教材と
して活用した。「食に関する
指導」を小学校２年生を対象
に実施し、児童の食への興
味・関心が増し、嗜好への改
善につながった。食育担当者
が食育推進校での研究授業に
参加することにより、各校で
の実践に生かすことができ
た。

教育課程に「食育」を位置づけ、教育的
ニーズを踏まえた指導計画の改善を図
る。また、栄養教諭等との連携を図るこ
とで、さらなる食育活動の充実につなげ
る。「食育実践プログラム」「食育ハン
ドブック」の活用を更に推進していく。

・食に関する指導計画
（全体計画・年間指導計
画）の作成及び活用。
・「給食に関する指導」
を小学校１年生対象に実
施。
・「食に関する指導」を
小学校2年生を対象に実
施。
・食育担当者会の充実。
・「食育実践プログラ
ム」「食育ハンドブッ
ク」の活用。

保
健
体
育
課
・
給
食
セ
ン
タ
ー

③食環境・住環境など、子育てをめぐる生活環境への取り組み

9-3-6
子どもの健全育
成のため、食育
について様々な
機会を通じて啓
発を行う
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施策内容
コード
（H25） 事業名

平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

921307

女性・児童セ
ンター管理運
営事業
Ｇセン
夜の卓球広場

・Ｇｾﾝわくわくこ
ども教室　ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱｸﾞﾙｰﾌﾟと連携
し、子どもの居場
所づくりとして、
わくわく子ども教
室を開催する。
・Ｇｾﾝ夜の卓球広
場　夏休みの金曜
の夜5回開催。

・手作りのおもちゃづくり
を目的としたﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰ
ﾌﾟの協力を得て、毎月1回
土曜日の午後に「わくわく
子ども教室」を開催した。
・７月にＧセン夜の卓球広
場を夜間６回実施した。

・「わくわく子ども教室」について
は、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟと連携しながら
多くの子どもたちに楽しんでもらえ
るおもてゃづくりの機会を今後とも
提供し遊びの機会を豊かにしていき
たい。。

・子どもにとって大切
な遊びを支えるサポー
ターの養成や「おも
ちゃづくり」を目的と
したグループの連携方
法を検討していきた
い。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・

児
童
セ
ン
タ
ー

）

211404 遊ぼう広場事業

瑞ケ池公園の近隣
小学校だけでなく幼
稚園にも周知してい
く。
瑞ケ池公園６回、そ
の他３回実施予定。

幼稚園への周知により就学
前児童の参加が増加した。

参加者の増加を図るため周知に努める
必要がある。

会場近隣小学校・幼稚
園・保育所へ参加の啓発
を行う。

こ
ど
も
若
者
企
画
課

 220701
220801

生涯学習セン
ター管理運営
事業
北部学習セン
ター管理運営
事業

子どもが安全安心に
過ごせる居場所づく
りに取り組む。
乳幼児・男性・高齢
者向け等への講座
を企画実施、地域や
登録団体と協働して
事業を展開する。

ラスタホール・きららホールに
おいて、地域や施設の登録
団体と連携して講座を企画実
施し、子ども向けの講座・イベ
ントを実施した。

今後も引き続き地域や施設の登録団体
と連携して多くの市民が対象となる講座
やイベントを実施する。

地域や登録団体と協働し
て乳幼児・男性・高齢者
向け等への講座を企画実
施し、子どもが安全安心
に過ごせる居場所づくりに
取り組む。

社
会
教
育
課

・外来における子
育て相談の充実の
ために看護協会が
取組んでいる「ま
ちの保健室」のボ
ランティアの人に
協力が得られない
か調整を行う。

・育児教室の内容
の再検討と参加者
を増やすための方
策を広報担当者と
調整し、他機関へ
の働きかけを見直
す。

・子育て相談充実のために
「まちの保健室」への参画を
図ったが実現には至らなかっ
たものの、現場の看護師が虐
待やネグレクトの可能性がな
いか意識して関わり、行政機
関への情報提供と家族への
支援を継続的に実践した。

・虐待の疑いがあった事例に
ついて市や保健所への連絡
及び市や保健所からの情報
提供を元に拡大ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを
行い今後の取り組みの方向
性を統一化し、院内にも設置
した。

・入院中に育児不安を訴える
保護者には育児指導を行
い、また市の子育て支援事業
の紹介を行っている。

・病棟看護師、医師、薬剤師
が協働し、地域住民向けに
内服教室、ｱﾚﾙｷﾞｰ教室を開
催した。

地域住民向けの教室を院内で行って
いるが、院外でも実施するなど拡充
したい。

・育児教室拡充のため
院外での開催を計画す
る。

・行政機関等につなげ
た事例等について、院
内でより良い情報共有
のあり方を検討する。

伊
丹
病
院

122105

阪神北広域こ
ども急病セン
ター運営事業

患者サービスの向上
の為、電話相談室の
設置等を検討する。

エレベータ前の廊下にブース
を設置し、電話相談を実施す
ることができた。

女性医師等から託児の要
望が増加しているため、セ
ンター内に託児室の整備
を検討する。

地
域
医
療
推
進
課

9-4-7
地域と連携しな
がら、子どもが安
全に安心して過
ごせる居場所作
りに取り組む

9-5-8
小児医療体制の
充実に努め、子
育て不安の解消
を図る

④子ども達の居場所づくりへの取り組み

⑤子育ての不安を解消する小児医療の充実
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

10-1-1
「伊丹市配偶者
等からの暴力対
策基本計画」に
基 づ き 、 ド メ ス
ティック・バイオ
レ ンス（ＤＶ）防
止対策の推進を
図る

921302 DV対策事業

・相談窓口の一層
の周知。
・ネットワークを
活用し、適切な
ケース対応の実
施。
・相談員の研修機
会や、ネットワー
ク作りの機会の確
保のため、十分な
予算措置を依頼し
た。
・２次被害防止の
ため、関係者への
研修や啓発。

・DV防止パネル展で昨年と
形を変えたパープルリボン
ツリーキャンペーンを実
施。
・関係機関と綿密に連携
し、個別の対応を行なっ
た。
・相談員の派遣研修を積極
的に行い、ネットワーク作
りや情報収集を行なった。
・関係者の研修として、保
育関係（307人）、民生委
員とのコラボによるＤＶ防
止セミナー(221人)、人権
擁護委員、生活保護職員な
どへの出前講座等を実施。
・市高のＤＶ防止セミナー
へ参加。
・外部印刷によるＤＶ防止
カードを作成。

・相談カードの新たな配置先を検
討。

・平成26年度中に、伊
丹市男女共同参画審議
会を開催し、「伊丹市
ＤＶ対策基本計画」の
見直しを行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

11-1-1
学校におけるセク
シュアル・ハラスメ
ント防止のために、
教職員への研修を
充 実 させ る とと も
に、児童･生徒へ
の相 談 窓 口 の周
知と保護者への情
報提供を行う

セクシャルハラス
メントの相談事例
などの研修を通し
て、面接相談や電
話相談で対応でき
るような体制を整
える。

ホームページ等で相談窓口
についてわかりやすく知ら
せることにより、広報し
た。

ホームページや機関紙により、教職
員への啓発をさらに行う必要があ
る。

継続的にホームページ
や機関紙等をとおして
情報発信を行ってい
く。 総

合
教
育
セ
ン
タ
ー

911101
まちづくり基本
条例推進事業

担当課と連携し
て、メニューの充
実や参加者の増加
に努める。

平成26年度まちづくり出前
講座に「許さないDV」との
タイトルで講座メニューを
用意。1件の申し込みが
あった。また、出前講座の
申込書は自治会回覧で配布
し、地域の方へ利用を促し
ている。

出前講座は市民に定着しており、平
成25年度は241件の利用があった。
利用の多いメニューが決まっている
ので、その傾向を考慮しながら講座
メニューを勘案していく必要があ
る。

出前講座の選択を悩ん
でいる方が窓口に来ら
れれば、ＤＶ防止や
ワークライフバランス
などの出前講座メ
ニューを提案するよう
にする。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

【基本課題10】配偶者・パートナーからの暴力（ドメスティック・バイオレンス）防止対策の推進

基本目標Ⅳ：あらゆる暴力に対する根絶の取り組み

①配偶者等からの暴力対策の推進

＜成果目標＞

11-1-2
セクシュアル・ハ
ラスメント防止の
ために自治会等
に出前講座の実
施やパンフレット
の配布等により
情報提供や啓発
を行う

【基本課題11】セクシャル・ハラスメントなどへの防止対策の推進
①市民生活におけるセクシャル・ハラスメント防止対策

項目 担当課
計画当初
(H22年度)

H23年分報告H24年分報告H25年分報告
成果目標

（H28年度）

「伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画」
実施済施策割合

同和・人権推進課 43% 63.9% 76.4% 80.6%
100%

(H25年度)

市民意識調査における「伊丹市DV相談室」の
認知度

同和・人権推進課 32.8% - - -
60%

(次回調査時)

CAP講習会受講者数（小学3年生対象） 保健体育課
1,925人

(H23年度)
1,925人 1,885人 1,809人 1,900人
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

・ネットワークを
活用し、適切な
ケース対応の実
施。

・セクシュアル・ハラスメ
ント防止のための啓発資料
の収集を行なった。

・パンフレットなど、情報提供でき
る資料を揃える必要がある。

・パネル展、広報伊丹
などで、情報提供を試
みる。 同

和
・
人
権
推
進
課

11-1-3
セクシュアル・ハ
ラスメントに対す
る相談を実施す
るとともに、窓口
の周知に努める

921303

女性のための
カウンセリン
グ事業

・相談員の研修機
会や、ネットワー
ク作りの機会の確
保。

・セクシュアル・ハラスメ
ントに対する相談は、なや
み相談、カウンセリングと
も０件であった。

・相談窓口の周知。 ・ホームページの相談
一覧でもセクハラ相談
を目立たせる。
・カウンセリング事業
でのセクハラ相談枠を
引き続き実施する。

同
和
・
人
権
推
進
課

11-2-4
さまざまなハラス
メントに対する啓
発と相談窓口の
周知に取り組む

・２次被害防止の
ため、関係者への
研修や啓発。

 ・職場内でハラスメント
に対応する資料回覧による
研修を実施した。
・カウンセリングでは、セ
クハラ以外のハラスメント
の相談があった。

・ハラスメントについての情報不足
と相談窓口の周知

・なやみ相談、法律相
談、カウンセリング、
DV相談など相談受付時
に、ハラスメントに関
する情報を提供する。
・人権教育室との連
携。

同
和
・
人
権
推
進
課

11-3-5
売買春や児童買
春など性を商品
化する行為や性
犯罪、ストーカー
行為について、
人権尊重の視点
に た った 広 報 ・
啓発を行う

　使用できるポス
ター等を入手し、
継続して取り組
む。

　人身売買についてはポス
ター掲示を行なった。
　ストーカー行為につい
て、DV防止啓発とともに、
警察と連携し講演会などで
相談窓口の啓発を行なっ
た。

　パネル展が活用できていない。 　男女共同参画週間パ
ネル展での、掲示を行
なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

11-3-6
性犯罪被害者が
女性のためのカ
ウンセリングを活
用できるよう体制
づくりを行う

　他機関との連携
を図りながら、女
性のためのカウン
セリングの活用を
検討する。

・DV相談室とカウンセリン
グの連携を実施。

・カウンセリングの予約状況との調
整が必要。

・伊丹被害者支援連絡
協議会などを活用し情
報収集する。

同
和
・
人
権
推
進
課

211103

児童虐待防止
対策緊急強化
事業

自治会で使用する
回覧板のバイン
ダーを虐待防止啓
発仕様にし、平成
25年末からの供用
を目指す。

児童虐待防止啓発のメッ
セージ等を記載した回覧板
用のバインダーを作成し、
自治会での供用を開始し
た。

特になし 相談担当職員にペアレ
ントトレーニングを実
施できる技術を習得さ
せ、相談体制の充実を
図る。

こ
ど
も
福
祉
課

211401
放課後児童く
らぶ事業

こども福祉課と連携
し、子どもの虐待防
止に努める。

　児童くらぶでの現状把握に
努めた。

継続した取り組みを実施する。 　こども福祉課と連携し、
子どもの虐待防止に努め
る。 家

庭
教
育
課

②さまざまなハラスメントに対する防止対策

③性犯罪・売買春・ストーカー行為などへの対応

12-1-1
子どもの虐待に
関する相談体制
の充実と窓口の
周知を行うととも
に 、子 ども への
虐待防止に向け
た啓発を行う

【基本課題12】子どもや高齢者の安全を守る取り組みの推進
①児童虐待や子どもへの性犯罪を防ぐ取り組み
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

(212103
)家庭教
育出前
講座

「教育の原点は家庭
にある」との自覚を持
ち、親としてのあり方
を考える機会とする。

　登録講師等による家庭教育
出前講座を開催した。登録講
師派遣回数17回、参加者
1,354人。

継続した取り組みを実施する。 「教育の原点は家庭にあ
る」との自覚を持ち、親とし
てのあり方を考える機会と
する。

家
庭
教
育
課

12-1-2
要保護児童対策
地域協議会を充
実させ、子どもの
虐待防止マニュ
アルに即した対
応を周知、実行
し、虐待の早期
発見･早期対応
に努める

211101
児童虐待防止
事業

電算システムを活
用して事務負担を
軽減させる。

電算システムの導入によ
り、情報の整理が進み、関
係機関との情報共有が容易
かつ迅速になった。

特になし 現状通り実施する。

こ
ど
も
福
祉
課

12-2-3
高齢者虐待防止
に向けた啓発を
行うとともに、関
係 機関 のネッ ト
ワーク化を行い、
早期発見・早期
対応への体制強
化を図る

高齢者虐待防
止

虐待が疑われる場
合に、虐待の早期
発見や悪化防止の
観点から、成年後
見制度の活用を含
め、地域住民の高
齢者虐待に対する
正しい知識の普
及・啓発に取り組
む。

地域住民・関係機関による
地域ネット会議や出前講座
において、虐待防止や早期
発見の観点からの成年後見
制度利用について周知を
行った。

高齢者虐待については、複合的な問
題が関わっているケースも多い。ま
た、虐待であるかどうかの判断や介
入が難しいケースもあり、関係機関
との十分な連携および協議が必要で
ある。

虐待等の理由があり契
約によって必要な介護
サービス等の提供を受
けることが著しく困難
な高齢者について、市
が職権をもって介護
サービスの利用に結び
つける「やむを得ない
措置」の活用に向けた
実施要綱の制定を進め
る。

地
域
・
高
年
福
祉
課

12-3-4
学校や地域と連
携した防犯体制
を構築し、子ども
への犯罪を防ぐ
まちづくりに取り
組む 210304

青パト・こども１
１０番の車

　・青色防犯パトロー
ルの継続的な実施。
　
　・関係機関と連携
し、犯罪情報の把握
に努め、犯罪発生箇
所に対し効果的なパ
トロールコースを巡
回する等、犯罪抑止
に繋がるよう体制を
整える。

　青色防犯パトロール年間を
通して405回実施。

青パト実施者証取得者（男女
割合）
24年→　男性　73％　女性
27％
25年→　男性　70％　女性
30％

　25年度では24年度に比べ、市内の犯
罪認知件数及び街頭犯罪・侵入犯罪が
共に減少したものの、今後とも継続的な
実施に併せ、犯罪抑止につながる実施
体制の構築が必要と思われる。

　実施者証取得者については女性の取
得者が3％増加している。今後も男女と
もに継続した参加への取組みを実施す
る。

　・青色防犯パトロールの
継続的な実施。
　
　・関係機関と連携し、犯
罪情報の把握に努め、犯
罪発生箇所に対し効果的
なパトロールコースを巡回
する等、犯罪抑止に繋が
るよう体制を整える。

都
市
安
全
企
画
課

12-3-5
子どもたちが暴
力や犯罪に巻き
込まれないように
するための学習
機会を提供する

223205
子どもの安全
対策推進事業

平成25年４月～１２
月にかけて、全小学
校３年生を対象に
CAP講習会を実施
する。

取組を継続して行っているこ
とで、市内の子どもたちに身
を守る術が広まってきている。

引き続き全小学校で実施することで、子
もどたちの心と体の安全を守る取組を徹
底する。

市内全小学校において、
３年生を対象としたCAP講
習会を実施する。 保

健
体
育
課

③学校・地域ぐるみでの安全対策の推進

②高齢者虐待防止への取り組み
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

911310
自治会連合会
運営支援事務

引き続き地域におけ
る情報提供や研修を
実施する。

自治会への送付文書で自治
会長に女性の登用を促す文
言を追記し、啓発を行った。

自治会役員を輪番制にしている自治会
が数多くあり、行政の力が及ばない。

引き続き粘り強く情報提
供、啓発に努めていく。 ま

ち
づ
く
り
推
進
課

113305
消費者活動へ
の支援

平成25年5月14日､
定例総会を開催し､
「最近の悪質商法」
について講演会を開
催する。

平成25年度定例総会におい
て､｢最近の悪質商法～あな
たの財布は狙われている｣と
題し､講演を行った｡

男性の参加割合が少なかったので、広
報に努める。

平成26年5月13日
定例総会において「うまい
話には気をつけましょう～
かしこい消費者になろう
～」と題し、消費者被害の
未然防止の啓発講座を開
催する｡

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

当センターの登録グループに
対し毎月初めの貸室受付の
機会を活用し、「男女共同参
画社会」とは、どのような社会
で、家族・地域・職場でどう実
践していくかを考える機会の
提供に努めている。

約８０の登録グループが、生きがい・健
康作り等を目的に定期的に活動をされ
ているが、自主的な男女共同参画への
参加は少ない。

登録グループの代表・リー
ダー等を対象に、男女共
同参画週間やミモザの日
に関連して、男女共同参
画を推進するための啓発
の機会を設けていきたい。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女

性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

413206

「伊丹市保健
衛生推進連合
会女性部会」

女性部会の名称を
含めた組織変更を実
施する。

三役会にて提案し、検討中。

過去女性の社会進出を推進するという
ことで女性部会とした経緯があった。
それが次は男女共同参画ということで名
称変更が必要とは、市の都合ではない
か。

過去の経緯を丁寧に説明
し、理解を得て27年度以
降の名称変更を目指す。

生
活
環
境
課

基本目標Ⅴ：男女が共に輝くまちづくり
＜成果目標＞

【基本課題13】市民の連携による男女共同参画の推進
①さまざまな地域活動における男女共同参画の推進

13-1-1
様々な地域活動
において、男女
共同参画の視点
が定着するよう、
団体のリーダー
や会員などへの
情報提供や研修
を行う

項目 担当課
計画当初
(H22年度)

H23年分報告H24年分報告H25年分報告
成果目標

（H28年度）

自治会長に占める女性の割合 まちづくり推進課 14.9% 15.5% 15.1% 18% 20%

日本語サロン参加者数 国際・平和課 394人 478人 552人 632人 480人

公園のバリアフリー化率 みどり公園課 75% 74.8% 76.4% 78% 89.2%

女性の防災訓練参加割合 消防局 41.35% 43.5% 46% 47.2% 50%
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

411101
環境マネジメン
トシステム事業

　引き続き、研修･会
議等において男女
共同参画の視点に
配慮していく。
　次回も、監査員の
選定にあたり、女性
比率が40％を超える
ように努める。

　伊丹市環境マネジメントシス
テムの市民監査会議等にお
いて、可能な限り男女均等に
役割を果たしてもらうようにし
ている。
　女性の比率は29%であった。

　環境に関する見識のある人に監査員
となってもらうため、女性の適任者がい
ない場合、女性の比率を上げることが難
しい。

　引き続き、研修・会議等
において男女共同参画の
視点に配慮していく。
　次回も監査員の選定に
あたり、女性比率が40%を
超えるように努める。

環
境
保
全
課

130502
老人クラブ等
補助事業

地域での横のつな
がりを強め、見守
りや助け合いと
いった地域コミュ
ニティの形成を図
るため、会員増強
に向けた魅力ある
老人クラブ活動の
推進や単位老人ク
ラブの普及・啓発
に努める。

会員増強を目的とした高齢
者によるミニ運動会の開催
や各種同好会の発表の場を
積極的に提供するなど、魅
力ある老人クラブ活動の推
進に努めた。また、女性部
の活動を広くＰＲし男性会
員の参加を促したほか、女
性役員の積極的な登用を
図った。

会員数の増加及び若手会員の加入に
より活動を活性化するとともに、老
人クラブの活動を担うリーダーの養
成が必要である。

子育て支援や見守り、
助け合いといった地域
に根ざした活動を推進
するとともに、「いき
いき100歳体操」をはじ
めとする高齢者自らが
行う健康づくり活動の
普及啓発に努める。ま
た、魅力ある老人クラ
ブ活動を支える各種
リーダーの養成に取り
組む。

地
域
・
高
年
福
祉
課

登録ボラン
ティア連絡会
議

より多くの方が参
加できるように、
日時の設定を行う
とともに、参加で
きないグループに
ついても、書面で
の意見を求める。

・連絡会以外に、意見交換
会を実施した。
・登録グループに対し意見
交換会のテーマを事前に伝
え、テーマに対する意見を
取りまとめ、意見交換会に
反映することができた。

・意見交換会も含め、参加者が増え
なかった。今後は、各グループの活
動だけではなく、他グループとのつ
ながりや、伊丹市全体のボランティ
ア活動に関心を持っていただくため
の啓発が必要。

・25年度の意見交換会
で出た登録ボランティ
アグループ研修を実施
予定（6月末頃）。
・継続して意見交換会
や連絡会についても実
施予定。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

911204
市民まちづく
りプラザ事業

市民相互の交流を
目的としたカフェ
を継続して実施す
る。

まちづくりプラザにおいて、白
熱たみまるカフェや防災カ
フェなど、テーマを絞って議
論・交流する事業を実施し
た。
参加者総数は計127名となっ
た。

テーマが絞られることで、参加者の議論
が活発になっていた。
より参加者を増やすために、カフェで議
論するテーマについては参加者の意向
を把握する必要がある。

公募型協働事業提案制
度の導入により、市と
市民活動団体等による
協働を推進し、積極的
に市民活動が行えるよ
う、素地を醸成する。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

女性・児童セン
ター管理運営
事業
登録グループ
活動

・女性・児童センター
で活動する登録ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟの拡充に努め
る中、男性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
を増やす。

・センター登録グループ数が
増える中、こどもまつり・夏の
ゆうべ等のイベントへの男性
の積極的な参加が図れた。

・登録グループ代表者会議等を活用し
て男性の地域活動へのより一層の啓発
が課題。

・主に中高年世代の男性
を対象に、人生後半の生
き方・過ごし方を考えたり、
地域・ボランティア活動へ
の参画促進を促す講座を
７月に開催予定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン

タ
ー

）

13-1-2
地 域活 動 ・ボラ
ン ティア活 動に
男性が参加する
機会を提供する
とともに、情報の
提供や相談、啓
発を行う
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

231103

231105

公民館事業推
進委員会活動
事業

講座等生涯学
習活動支援事
業

講座をきっかけ
に、公民館でのグ
ループ化を促進す
る。また、当館活
動グループに公民
館事業へのボラン
ティアとしての参
加を促し、公民館
での学習成果を地
域社会に還元する
ための仕組みづく
りに取り組むこと
で、男性のボラン
ティア活動への
きっかけづくりを
行う。

･グループの参画のもと、
「まちの先生シリーズ」
や、子ども事業等を実施し
た。

新たなグループの発掘が進まなかっ
た。

・グループが参画でき
る公民館事業を実施す
る(まちの先生シリー
ズ、子ども事業、ロ
ビーコンサート、病院
展示等)。
・公民館以外の場でグ
ループが参画していけ
るしくみづくりに取り
組む。

公
民
館

・ボランティア
情報誌「ＶＡＣＩ
情報」

・ボランティア
講座

毎年、実施してい
る夏休みを活用し
た夏季ボラの実施
とともに、秋から
冬にかけて(仮）子
どもボランティア
クラブを実施予
定。
定年後世代の方を
対象とした講座も
継続実施。

・今年度の夏季ボラは、市
内の学校の児童・生徒すべ
てにチラシを配布したこと
で、昨年度の３倍近くの参
加者となった。
・子どもボランティアクラ
ブでは、共同募金活動や手
話学習、障がい者デイサー
ビスでのレクリェーション
交流などを行った。
・定年後世代の方には、日
曜大工のボランティア講座
と園芸ボランティア講座を
実施。日曜大工ボランティ
アは、現在グループ化に向
けて話し合いをしており、
園芸ボランティアについて
は、施設において個人で活
動を実施中。

・子どもボランティアクラブについ
ては、夏季ボラに比べ参加者が少な
かった。
・定年後の世代向けの講座について
も参加者数が少く、今後は、啓発に
ついて検討が必要。

・子どもボランティア
クラブについては、夏
季ボラ参加者を、子ど
もボランティアクラブ
につなげていく方法を
検討していく。
・定年後の講座につい
ては、啓発方法や内容
の検討を行うととも
に、直接企業に出向い
ていくことも検討して
いく。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

13-2-3
男女共同参画の
視 点 をも ち 、市
政やまちづくりに
関わる女性の人
材育成を支援す
るための情報や
学習機会を提供
する

921307
921306

女性・児童セン
ター管理運営
事業
男女共同参画
情報紙発行事
業

引き続き、活動を
充実させ、内容と
共に編集委員の育
成を支援する。

「com-com」年2号各4000部
発行。「家事は独自のスタ
イルで」「エンディングか
ら自分らしさを考える」を
テーマに編集の段階で学習
機会の充実を図った。

インタビューや学習しながらの編集
となり内容は充実されていたが、年
間の編集会議が16回に渡ったうえ、
1回の会議にも時間がかかり、編集
委員の負担が大きかった。

任期を2年にし、編集委
員の育成を図るととも
に、テーマを数点提示
し、編集会議の負担を
軽減する。年2回各4000
部発行。

同
和
・
人
権
推
進
課

911310
自治会連合会
運営支援事務

引き続き地域リー
ダー育成の支援を
行う。

平成25年度の自治会研修の
女性の参加割合は39名、女
性比率は23.93％で、地域
リーダーの育成に役立っ
た。

女性が参加しやすい環境づくりが必
要。

副会長、会計等の女性
役員が会長に就任でき
るように、引き続き情
報提供や研修を実施す
る。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

921307
921311

女性・児童セン
ター管理運営
事業
女性のための
チャレンジ支
援事業

女性のためのチャ
レンジ支援事業の
講座には、男女共
同参画の視点を地
域活動で生かせる
女性リーダーの育
成に視点を置いた
内容を盛り込む。

11月に2日コースで実施し
たチャレンジ講座では、地
域活動などへのきっかけ作
りを目的に実施、延べ34人
の参加があった。

参加の目的は様々であったが、アン
ケート回答者の96％が大変満足、満
足と回答。夢やコミュニケーション
を振り返るきっかけとなった記述が
多かった。講座をきっかけとして、
まちづくりへの女性の参画となるも
のも実施したい。

平成26年度は県の防災
の視点の事業がないた
め、チャレンジ講座の
一部を活用し、防災に
男女共同参画の視点
を、にあてる。また、
講座の際は危機管理室
と連携する。

同
和
・
人
権
推
進
課

・「PTA・地域活動
から繋がるﾊﾟｿｺﾝｾﾐ
ﾅｰ」実施予定
（5/19～6/28）
・「政策決定の場
に女性を」実施予
定（8/21,28）

・5月17日～6月28日の間に
全６回で、女性のための再
チャレンジ支援事業として
「ＰＴＡ・地域活動からつ
ながるパソコンセミナー」
を実施。延べ32名が参加。

・関係機関と連携し女性に関わる諸
問題についての学びを深め地域や社
会の様々な場面で、男女共同参画の
視点をもち、活躍できる人材の育成
が課題。

・登録グループの代表
者等を対象に個々の生
き方や社会の問題を男
女共同参画の視点で考
える講座の開催を予
定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女

性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

②女性リーダーの養成とネットワークづくりへの支援

13-2-4
自治会など地域
活動における女
性リーダーの育
成 や そ のネ ッ ト
ワーク作りを支援
し、まちづくりへ
の女性の参画を
推進する
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

13-2-5
地域経済の活性
化に果たす男女
共同参画の視点
の重要性をふま
え、地域おこし、
観光分野におけ
る施策、方針決
定過程への女性
の参画の拡大に
配慮する

312202

312203

432101

中心市街地活
性化事業支援

中心市街地活
性化協議会及
び支援及び連
携

都市景観形成
事業

引き続き、観光分
野、まちづくり施
策に関して、運
営・企画・立案面
等において女性の
参画の拡大に配慮
する。

まちなみづくり等に関する
施策会議等へ女性の登用を
図った。

継続的に女性の積極的な参画・活用
が図れるような体制づくりの検討を
行う。

引き続き、観光分野等
まちづくり施策の分野
において、女性の積極
的な活用、参画機会の
拡大を図っていきた
い。

都
市
デ
ザ
イ
ン
課

13-3-6
女性・児童セン
ター において、
男女共同参画を
推進するグルー
プや団体などに
対し、活動の場
や交流の機会、
情報の提供など
を行う

・男女共同参画の推進を目
的としたグループ（ねっと
わーく会らしーく）と連携
し共催で「教科書に載って
いなかった歴史のお話」等
の３講座を実施。

・企画・運営を任せたが、講座参加
者の確保が課題。

・6月の男女共同参画週
間に2年目を迎えたNPO
法人「らしーく」と連
携したイベントの実施
予定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・

児
童
セ
ン
タ
ー

）

921307
921302

女性・児童セン
ター管理運営
事業
男女共同参画
推進事業

男女共同参画川柳
募集について引き
続き実施。市民が
主役となる事業と
して、優秀作品を
少しでも多く市民
の目に触れるよう
展示の機会を増や
す。
他の推進委員とも
協働し、新たな啓
発先を開拓する。

・男女共同参画川柳につい
て一般10人（男3人、女7
人）から61作品、小中学生
282人（男115人、女167
人）から365作品が集まっ
た。優秀作品を市民フォー
ラムで表彰し、作品に込め
た思いなどを語ってもら
い、会場の参加者と共有し
た。作品は挿絵を添えて色
紙を作成し、市内各所のパ
ネル展で展示。
・男女共同参画推進委員の
発意により、まちプラで講
座が開催された。また、子
育てサークルと協働し、市
民フォーラム、民生児童委
員と協働しＤＶ防止セミ
ナーを実施した。

・川柳について、表彰時に作者から
作品を作るにあたっての貴重な意見
が出されたため、今後はコメントを
他でも紹介して良いかどうか了承を
得、会場に参加できなかった方へも
作品とともに紹介するべきだと感じ
た。
・協働して行なった講座などについ
て他の団体へも情報提供が必要。

・男女共同参画川柳を
引き続き実施する。過
去の表彰作品一覧を作
成するなど、優秀作品
の紹介を充実する。
・推進委員会の活動を
ホームページなどで紹
介する。

同
和
・
人
権
推
進
課

市民企画事業

引き続き今年度も
企画。
テーマを広げて市
民企画を募集。
実施を支援してい
く。
実施予定（11月1～
31日）

・本年度は市民企画議場と
して「今考えよう男女共同
参画」（参加者23名）と
「子どもたちが登校拒否か
ら立ち上がるために大切な
こと」（参加者18名）を実
施。

・男女共同参画を市民にとって一層
身近なものとしていくために、より
多くのグループからの企画案の提案
が課題。

・5月～6月にかけて市
民企画講座2件を公募
し、9月以降に男女共同
参画社会の実現をめざ
し活動している団体の
「おもい」を形にした
講座の実施を予定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童

セ
ン
タ
ー

）

13-3-8
市の指定管理者
や委託事業者な
ど に対 し て 、女
性の登用状況な
どについて調査
するとともに、男
女共同参画出前
学習会等の活用
を促し、男女共
同参画への理解
を働きかける

　委託を行ってい
る担当課に働きか
け、男女共同参画
への理解を働きか
ける。

・女性・児童センターで
は、登録グループ説明会を
利用し出前講座を実施、指
定管理者にも参加しても
らった。
・県主催の研修にも指定管
理者から参加があった。

・委託業者などに活用できる情報の
提供が必要。

・担当課へ指定管理者
への働きかけに活用さ
れるよう、啓発紙など
の情報を提供する。 同

和
・
人
権
推
進
課

③市民活動などへの育成・支援

13-3-7
市民企画により、
男女共同参画を
推進する講座や
講演会の実施を
支援する
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

111311
災害時用物資
備蓄事業

防災計画に基づき、
避難所マニュアル等
の男女共同参画の
推進の視点からの修
正検討を図る。

　平成24年度に伊丹市防災
計画に避難所運営等に係る
女性の視点についての追記
修正を行い、平成25年度に
はＨＵＧ訓練（避難所開設訓
練）を行い、避難所での女性
の役割や女性への配慮につ
いて、市民と共に検討した。

　ＨＵＧ訓練の実施が出前講座の2回に
留まった。

　出前講座や防災セン
ターでの啓発において、
ＨＵＧ訓練の実施回数を
増やす。
　出前講座等においても、
女性の視点についての講
座時間を持つ。

危
機
管
理
室

921301
男女共同参画
計画推進事業

　引き続き、男女
共同参画の視点が
生かされるよう働
きかけを行う。

・女性・児童センターにお
いて、防災の視点から「オ
ンブードさんのかばんの中
を見せてもらおう」を実施
し、男女共同参画の視点へ
の働きかけを行なった。
・危機管理室へ、随時国等
の情報提供を行なった。

・アンケートから、「身近な防災
グッズについて関心をもった」や、
「避難所での女性の視点について驚
いた」といった意見が見られた。
様々な視点から、継続して実施する
ことが必要である。
・防災計画等の修正の際に、担当課
として積極的に提案を行なう必要が
ある。

・防災計画等の修正時
に、防災会議幹事会の
委員として男女共同参
画の視点の意見を積極
的に述べる。
・危機管理室に働きか
け、出前講座と男女共
同参画の視点を合わせ
た事業を行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

111102 防災啓発事業

防災計画に基づ
き、男女共同参画
の推進の視点から
の避難所運営等に
ついて、防災セン
ター啓発コーナー
で啓発を行う。

　女性の視点からの防災
リーフレットや備蓄等を展
示し、啓発を行ってきた。
　平成25年度に防災セン
ターを訪れた約2,800名に
対して啓発を行った。

　女性の視点に立った防災物品の充
実の継続の必要性。
　避難所運営の関心の低さ。
　防災センター来庁者以外への啓
発。

　啓発物品や冊子等有
効な物品を購入する。
　出前講座等での啓発
を行う。

危
機
管
理
室

111104 防災訓練事業

市における災害図
上訓練において、
女性職員の参加を
進める。

　市職員の訓練参加者82名
中、女性7名の訓練参加を
えた。

　依然として女性参加者が1割に満
たない。

　女性の訓練参加促進
を図り、1割以上の訓練
参加者を目指す。

危
機
管
理
室

113205

自主防犯活動
支援事業

　・性別を問わ
ず、幅広い年齢層
に対応できるだけ
でなく、市民要望
に応える防犯活動
用品の配布を実施
できるよう努め
る。

　小学校区毎に立ち上げら
れた防犯グループに対し
て、防犯活動用品を提供。
　性別及び年齢を問わず、
活用しやすい防犯活動用品
を選んでいただけるよう種
類を豊富にし、配布を実施
した。
　地域の防犯活動の幅を広
げることに寄与した。

　活動の幅及び参加者の増加等に繋
がるよう、より市民の要望に即した
選択を可能とする必要がある。

　・性別を問わず、幅
広い年齢層に対応でき
るだけでなく、市民要
望に応える防犯活動用
品の配布を実施できる
よう努める。

都
市
安
全
企
画
課

13-4-11
男女ともに消防・
防災に関する知
識・技術を身に
つけ、女性消防
団員の登用への
取 り組み やDIG
訓練（災害図上
訓練）の実施な
ど、地域防災の
担い手となる女
性 の 防 災 リ ー
ダーを養成する

112101
111101

①消防団活動
の活性化
②自主防災活
動支援事業

①平成２７年度の女
性消防団員登用を
目標とし、採用方法
等を具体化させる
②平成２８年度の成
果目標（防災訓練参
加率５０％）達成に
向けて、訓練参加促
進の継続を実施する

①募集期間、募集人数等方
針を定めた
②前年度と同様に回覧等に
よる参加促進を実施し、男女
比の調査を実施した結果、全
参加者１，６９３人中、女性の
参加者が７９９人となり、約１．
２ポイント上昇した。

①特になし
②毎年、ポイントは上昇し目標値に近づ
いているため、引き続き参加促進を行う
とともに参加者の男女比を調査する。

①募集を５月１日から行
い、１０月に採用し訓練等
を実施、平成２７年４月か
ら本格活動開始の予定
②平成２８年度の成果目
標（防災訓練参加率５
０％）達成に向けて、引き
続き参加促進を実施す
る。

消
防
局

13-4-10
地域の防災・防
犯活動での固定
的な男女の役割
分担意識を見直
し、防災・防犯分
野 に お け る 政
策・方針決定の
場への女性の参
画を拡大させる

13-4-9
避難場所や災害
ボランティア活動
などの場におい
て、男女のニー
ズの違いや安全
の確保など男女
共同参画の視点
からの配慮がな
されるよう図る

④防災における男女共同参画の推進
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

13-5-12
地域活動を担う
市民が気軽に集
えるような場を提
供する

ボランティア
活動啓発

年間を通じて、ボ
ランティアグルー
プに呼びかけ、ロ
ビーをグループ活
動発表の場として
活用予定。

・平成２５年度は、計３回
のロビーイベントを実施し
た。個人ボランティアとボ
ランティアグループがコラ
ボレーションを行い、歌や
演奏、お茶席などのイベン
トを開催。市民や市内のボ
ランティア活動者にも、周
知が広がっている。

・イベントとしては、周知されてき
ているが、イベント実施に向けて、
当センターが主導していく事もある
ことから、今後は、ボランティアグ
ループ同志が、より自主的に実施し
ていけるように働きかけていきた
い。

・ボランティア同志が
つながる場面を設定
し、その中でイベント
実施につながることを
期待したい。また、そ
の際、当センターの関
わりを少なくし、自主
的な活動として発展さ
せていきたい。
・26年度は、障害者福
祉センター耐震補強等
工事のため、福祉セン
ター機能がいきいきプ
ラザ内に移転してきた
ことで、ロビーが狭く
なり、その対応策の検
討も必要となってい
る。

伊
丹
市
社
会
福
祉
協
議
会

14-1-1
バリアフリー・ユ
ニバーサルデザ
イン推進要綱に
基づく取り組み
を支援し、市民
への普及啓発に
努める

障害者福祉センター
の大規模改修工事
を前に各障がい者団
体よりニーズ調査を
行う。

大規模改修工事を前に各障
がい者団体よりヒアリングを行
い、その意見を盛り込んだ形
での改修が予定されている。

特になし 関連部局と連携して、ユニ
バーサルデザインの普及
啓発をさらに推進する。

障
害
福
祉
課

自立支援協議会の
委員構成で男女比
が偏らないように
努める。

自立支援協議会の委員構成
は２４人中８人が女性で
あった（３６パーセン
ト）。

家族会の委員に女性が多く、行政機
関の管理者としての委員に男性が多
いという現実がある。

自立支援協議会の委員
構成で男女比が偏らな
いように努める。

障
害
福
祉
課

「広報伊丹」発
行業務他

より女性や弱者の
視点を取り入れ、
環境に優しい都市
空間づくりをいか
に実践していくか
が課題であり、市
民の理解と参画協
働を含め検討を進
めていく。

平成24年度より引き続き女
性の都市計画審議会会長に
ご就任頂き、女性の視点か
ら、より良好な都市環境づ
くりを推し進めることがで
きた。

女性比率40％を超えることが容易で
はない。

昨年度に引き続き、よ
り女性や弱者の視点を
取り入れ、環境に優し
い都市空間づくりをい
かに実践していくかが
課題であり、市民の理
解と参画協働を含め検
討を進めていく。

都
市
計
画
課

⑤地域における「たまり場」づくり

②安全・安心の視点に立った都市計画の推進

【基本課題14】ユニバーサルデザインの推進による男女共同参画の環境整備
①ユニバーサルデザインの普及啓発

14-2-2
都市計画や福祉
のまちづくりの推
進にあたっては
男女共同参画の
促進に努める
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

421104

公園緑地等の
整備（整備･リ
フレッシュ・再
配置対応）

引続きバリアフ
リー化されていな
い公園について対
策を講じ、高齢者
や障害者等あらゆ
る利用者の利便性
を向上させる。
平成25年度は主基
公園、野間東公園
で段差解消と手摺
を設置する。ま
た、瑞穂緑地では
既存スロープが急
な勾配なため、改
修工事を予定して
いる。

主基公園、野間東公園、北
伊丹第一公園、奥畑緑地で
段差解消のスロープ工事や
手すり設置工事を実施し
た。

バリアフリー化されていない公園
を、今後とも計画的に対策工事を行
い、バリアフリー化整備率を向上さ
せる。

引続きバリアフリー化
されていない公園につ
いて、対策を講じ、高
齢者や障害者等あらゆ
る利用者の利便性を向
上させる。
平成２６年度は緑ケ丘
公園、城ケ市公園、鴻
池第一公園、一ツ橋公
園で段差解消と手摺を
設置する。

み
ど
り
公
園
課

431303

分譲マンション
共用部バリアフ
リー化助成事
業

引き続きホーム
ページ等による周
知を図るとともに
公共空間のバリア
フリー化を啓発す
る。
例）
①広報紙への掲載
②ホームページの
内容をリニューア
ル
③既存マンション
管理者向けセミ
ナーでの啓発・周
知

25年度取組内容
①広報誌への掲載
②ホームページの内容を
リニューアル
③既存マンション管理者向
けセミナーでの啓発・周知

25年度成果
申請件数　４件
計画目標値　４件

-

引き続き制度の周知を
行うとともに共有空間
のバリアフリー化を推
進する

住
宅
政
策
課

・学校施設トイレ
整備工事(７件)
・学校施設エレ
ベータ整備工事(１
件）
・伊丹高等学校１
号館大規模改造他
工事
・人権啓発セン
ター大規模改造工
事
・市営住宅高齢者
向改造工事
・共同利用施設バ
リアフリー化工事

・学校施設トイレ整備工事
(７件)
・学校施設エレベータ整備
工事(１件）
・伊丹高等学校１号館大規
模改造他工事
・人権啓発センター大規模
改造工事
・市営住宅高齢者向改造工
事
・共同利用施設バリアフ
リー化工事

引続き、学校施設等の改修工事など
において、より充実した結果を目標
とする。

公共工事を設計・施工
する際に、ユニバーサ
ルデザインの視点を取
り入れ、誰もが使いや
すい施設整備を行うよ
うに努める。

営
繕
課

433202

433306

都市計画道路
整備

生活道路の整
備事業

※引き続き、当該
道路（都市計画道
路猪名川左岸線、
昆陽池鋳物師線、
昆陽５４２９号線
等）の整備の推進
を図る。

※昆陽池鋳物師線の歩道設
置工事が完了した。また、
都市計画道路猪名川左岸線
について、一部道路用地を
取得した。

※都市計画道路猪名川左岸線、市道
昆陽５４２９号線の用地取得が難航
している。

※引き続き、都市計画
道路猪名川左岸線、市
道昆陽５４２９号線の
整備の推進を図る。

道
路
建
設
課

433308
道路安全対策

事業

転落防止柵設置5箇
所において地元調
整を早期に行い工
事を発注する。

転落防止柵設置工事5箇所
において施工済。

転落防止柵設置が水路管理上の支障
となるケースがあり、地元調整にお
いて理解を得られないことがある。

転落防止柵設置3箇所に
おいて地元調整を早期
に行い、工事を発注す
る。

道
路
保
全
課

14-3-3
公 共 施 設 、 住
宅、道路、公園
な ど の バ リ アフ
リ ー 化 、 ユ ニ
バーサルデザイ
ン 化 を 推 進 す
る。子育て 中の
男女が利用しや
すいように、保育
室や授乳室、男
女 双 方 のト イレ
へのベビーベッ
ド 、 ベ ビ ー ホル
ダーの設置に配
慮する

③男女共同参画の視点に立った公共施設などの整備の推進
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

211218
223207

幼稚園大規模
改造等事業
学校施設の大
規模改造等事
業

学校施設の改修工
事において、ユニ
バーサルデザイン
の視点にたった整
備を進める。

トイレ整備-小学校
3校(伊丹小・笹原
小・鴻池小)　中学
校4校(西中･北中･
天王寺川中･笹原
中)
ＥＶ整備-伊丹小

小学校3校(伊丹小・笹原
小・鴻池小)　中学校4校
(西中･北中･天王寺川中･笹
原中)で多目的トイレの整
備を含むトイレの全面改
修、伊丹小学校の体育館棟
へのエレベーターの設置を
行い、誰もが使いやすい施
設の整備を進めた。また、
多目的トイレにはユニバー
サルデザインの視点よりオ
ストメイト用洗浄機器を設
置した。

今後も未整備のトイレについて、改
修を計画的に実施する。

学校施設の改修におい
て、ユニバーサルデザ
インの視点にたった整
備を進める。

大規模改造工事におい
て南小学校のトイレ整
備を実施する。

施
設
課

14-3-4
市バス事業にお
いてはモニター
制度などにより、
男女共同参画の
視点を積極的に
取り入れるととも
に、ノンステップ
バスによる車両
更新を行う

①より多くの意見等
を収集し、市民ニー
ズを活かした事業運
営への参考とするた
め、市バスモニター
の公募を前後期（前
期7月・後期10月）の
2回に分けて実施す
る。
②ノンステップバスの
更新は、利用者の利
便性向上のため今
後も継続するととも
に、老朽化した車両
の延命措置を講じて
車両の保有限度数
まで増車を図り臨時
的な活用でサービス
の向上を図る。

①募集人数を増やす計画で
年間２回の公募を予定してい
たが、モニター実施期間決定
の遅れから年１回の公募とな
り増やすことが出来なかった。
②ノンステップバスを12月に4
両購入するとともに、更新予
定車を延命措置したことで3
両の増車となった。

①当初は年2回を予定していたが結果と
して年1回の実施となり意見収集の拡大
には繋がらなかったため、より多くの評
価をいただくべく増員に努める必要があ
る。
②車両の増車を図ったものの事故によ
る廃車や使用停止車両が増加し、予備
車が不足したため予定していたとおりの
お客様サービス向上を図ることが出来な
かった。

①引き続きより多くの意見
等を収集できるよう開催時
期や応募方法等を検討
し、モニターの増員を図
る。
②ノンステップバス4両を
10月初旬までに購入と延
命措置車両4両により4両
の増車を図る。

交
通
局

15-1-1
外国人市民に対
する多言語によ
る情報提供や相
談体制の充実に
努める 921470

921412

外国人市民用
生活情報誌提
供事業
外国人生活相
談支援事業

平成25年度中に、外
国 人市民 の意 見を
直 接 、 聴 取 し な が
ら、多言語（英語・中
国語・韓国朝鮮語・
ポルトガル語）による
生活ガイドブック＆
防災マップを作成す
る

左記のとおり、外国人市民向
けの『伊丹市生活ガイドブック
＆防災マップ』を、英語1,000
部、中国語1,000部、韓国朝
鮮語500部、ポルトガル語500
部を作成した

日本語に困っている外国人市民への効
果的な周知と配布方法

・広報伊丹や一般紙を通
じてのＰＲ
・市民課窓口での配布の
ほか、日本語教室や伊丹
マダンなどを通じて当事者
に直接配布

国
際
・
平
和
課

15-1-2
外国人市民が日
本 語 や 日 本 文
化・風習を学ぶ
機会を提供する
とともに、日本人
に対しても相互
に文化や風習を
学び合える機会
を提供する

921402

921409

921413

外国語・日本
語講座事業
伊丹マダン企
画運営事業
国際・平和交
流協会支援事
業

①会話を中心とし、
年間を通して継続実
施する
②研修会を継続実
施する
③引き続き、食や音
楽など様々な視点か
ら異文化理解を図る

①英語、中国語（初級・中級）
各講座を年間を通じて実施し
た
②日本語学習サロンの指導
ボランティア等を対象に研修
会を実施した
③国際・平和交流協会で議
論し、異文化理解講座「韓国
を知ろう」（2回）を実施した。
伊丹マダンではチラシにおい
て4か国語でイベントの趣旨を
周知し、集客に努めた

①参加者漸減への対応
②参加者のニーズの把握
③異文化理解講座は、市民レベルでの
隣国理解を図る機会となった

①英語講座はテーマを設
定して興味の持てる内容
とする
②ボランティアのきっかけ
作りとなるようなテーマとす
る
③引き続き、食や音楽な
ど様々な視点から多文化
共生事業を実施する

国
際
・
平
和
課

15-1-3
広い視野を持っ
て異文化を理解
し、共に生きてい
こうとする姿勢を
育 てる ため 、国
際理解教育を推
進する

道徳や総合的な学
習の時間だけでな
く、各教科や学級
活動、児童・生徒
会活動、行事等に
おいて、国際理解
教育、多文化共生
教育を推進する。

道徳や総合的な学習の時間
だけでなく、各教科や学級
活動、児童・生徒会活動、
行事等において、国際理解
教育、多文化共生教育を推
進した。

国際理解教育担当者会の充実

各学校において、年間
指導計画のもと、国際
理解教育、多文化共生
教育を実施する。小・
中・特別支援学校国際
理解教育担当者会にお
いて情報交換を行い、
成果と課題について共
通理解を図る。

学
校
指
導
課

【基本課題15】地域の国際化と国際社会への貢献
①多文化共生への取り組み
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

15-2-4
女性の地位向上
や男女共同参画
に関する国際的
な規範や基準、
取り組みの成果
を周知する

　様々なテーマ、
手法を工夫し継続
実施。

・ミモザの日に「お母さん
が語る女性差別撤廃条約」
のパネル展を実施した。ま
た、ガールスカウトと市民
オンブードのコラボによる
デートＤＶについての時間
を設け42名が参加。世界的
にデートＤＶをなくしてい
こうという活動をＰＲする
機会となった。

・年代・性別とも新たな参加者が
あった。様々な機会を通じて周知す
ることが必要であると感じた。

・ミモザの日には積極
的にＰＲを行なう。
・国際的な規範につい
ては、パネル展を活用
し、啓発を行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

③国際交流の推進、NGO・NPOへの支援
15-3-5
女性の地位向上
や男女共同参画
に関して国際的
活 動 を 行 う N Ｇ
Ｏ、NＰＯなどに
ついて情報を収
集し、啓発を行う

921413

国際・平和交
流協会支援事
業

伊丹ユネスコ協会と
して実行委員会に参
画。また、国際･平和
交流協会にもイベン
トをＰＲする

伊丹ユネスコ協会が「国際女
性デーin伊丹 いたみミモザ
の日」（女性・児童センター）
に実行委員として参画した

より幅広い情報収集と啓発 伊丹ユネスコ協会、伊丹
市国際・平和交流協会の
ほか、ＪＩＣＡや日本・ベル
ギー協会、平和首長会議
などの動向にも留意する

国
際
・
平
和
課

113305
消費者活動へ
の支援

春・秋の宮前まつり
においても出店し、リ
サイクル運動の推進
を図る。

｢春・秋の宮前まつり｣｢篠山ふ
れあい交流会｣｢平成25年度
消費者のつどい｣において､リ
サイクルショップを出店｡

より多くの方が利用しやすいよう､リサイ
クル活動の周知を行う｡

｢春･秋の宮前まつり｣やイ
ベントにおいても出店し､リ
サイクル運動の推進を図
る｡

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

「リサイクル・
フェア」

実行委員会の実行委
員等への男性の登用
について、実現可能か
第1回目の会議で検討
する。
また、リサイクル･フェア
当日のスタッフとして男
性の参加を呼びかけ
る。

男性の参画を念頭に実行委
員会のオブザーバーとして
コープこうべを招くことを決
定。しかし、実際に参加され
たのは女性スタッフであった。
また、台風接近により、リサイ
クル･フェアは中止とした。

男女の多様な意見を取り入れる必要性は感
じるが、実行委員会の４団体中、３団体は女
性のみの団体であり、男性の参画は実現に
至っていない。

事務局側でも男性が参画し
ていく。
リサイクル･フェア当日のス
タッフとして男性の参加を呼
びかける。

生
活
環
境
課

伊丹市環境影
響評価に関わ
る要綱に関わ
る事務

次回も、改選の際
に女性比 率40％を
めざし、関係団体の
代 表推薦 にお いて
女性が役職をもって
いる場合、優先して
女 性の推薦を依頼
する。

　伊丹市環境審議会委員へ
の推薦の際、全体的な男女
の比率を考慮し、女性の推薦
を依頼した。
　女性の比率は27%であった。

　委員が学識経験者・関係団体の代
表者・関係行政機関の職員・公募市
民で構成されているため、適任者が
いなければ女性を推薦してもらうこ
とが難しい。

次回も改選の際に女性
比率40%を目指し、関係団
体の代表推薦において女
性が役職を持っている場
合、優先して女性の推薦
を依頼する。

環
境
保
全
課

15-4-6
地球環境保全や
省エネルギー、
ごみ減量やリサ
イクルなど環境
への活動におい
て男女共同参画
を促進する

②国際社会での男女共同参画に関する情報の収集と提供

④地球環境保全の視点に立った認識と取り組み
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

16-1-1
伊丹市男女共同
参画推進本部を
中 心 とし 、 各課
等の連携のもと、
推 進 体 制 の 充
実・強化に努め
る

　伊丹市男女共同
参画推進本部会
議、同幹事会を開
催し、市民オン
ブードからの提言
を受けて、各担当
の連携を図り、推
進体制の充実に努
める。課題に応じ
て担当課と連絡調
整を行うなど、推
進体制の強化に努
める。

・本部会議、幹事会を各１
回開催。
・こども未来部、消防局、
危機管理室、公共施設マネ
ジメント等、個別の課題に
ついて連絡調整を実施し
た。

・本部会議、幹事会では、市民オン
ブードの提言を受け、ヒアリング対
象課以外にも参考とされることが多
かった。

・本部会議、幹事会を
開催するとともに、こ
れまで指摘のあった事
項については、個別に
引き続き関係課へ情報
提供を実施。

同
和
・
人
権
推
進
課

16-2-2
男女共同参画施
策市民オンブー
ドを設置し、本計
画 の進 ちょ く状
況調査する。調
査結果は報告書
を作成し、市民
に公表する。市
はオンブードか
ら の 提 言 事 項
は、積極的に施
策に反映させる
よう努める

921309

男女共同参画
施策市民オン
ブードによる
進捗状況調査

　調査表に目標枠
を設定。市民オン
ブードの提言を積
極的に活用し、施
策に反映させるよ
う各課と連携を図
る。オンブードと
推進委員会を始め
とする市民の交流
の場を広く設け、
広く市民への周知
に努める。

・調査表に目標枠を設定
し、市民オンブードの提言
を積極的に施策に反映させ
るよう各課に情報提供し
た。「子ども・子育て支援
に関する調査」の際、意見
を反映したものにしても
らった。
・オンブードと推進委員会
の意見交流や講座や報告会
などを実施し広く市民への
周知に努めた。イベントな
どの際、報告書概要版を広
く配布した。

・視点１「市民に情報が届いている
か」については、様々な場面で市民
オンブードの紹介や概要版を配布す
ることができた。報告書の内容を市
民に公表する「がっつり報告会」の
参加が、昨年度から比べ少なかった
が、「シリーズ化してほしい」との
アンケートもあった。

・調査表の課題に共通
しているものについ
て、解決を図るよう各
課と調整を行なう。
・概要版の配布を引き
続き積極的に行なう。
・推進委員会との交流
をがっつり報告会にあ
わせ、意識を深める。

同
和
・
人
権
推
進
課

【基本課題16】市民との協働による推進体制の確立
①推進本部を中心とした庁内の連携による推進体制の充実

②市民参画による進ちょく管理

基本目標Ⅵ：計画の総合的な推進
＜成果目標＞

項目 担当課
計画当初
(H22年度)

H23年分報告 H24年分報告 H25年分報告
成果目標

（H28年度）

審議会等に占める女性委員の
割合

人事研修課 32.4%
31.9%

（H24.4.1現在)
32.2%

（H25.4.1現在)
32.8%

(H26.4.1現在)
40%

女性管理職の割合 人事研修課
16.0%

20.0%
(H24.4.1現在)

(H23年度)

20.3%
(H25.4.1現在)

(H24年度)

18.1%
(H26.4.1現在)

(H25年度)
20%

副主幹昇任試験受験者に占め
る女性の割合

人事研修課 34.8% 42.1% 46.7% 41.2% 35%

男性職員の育児休業取得率 人事研修課 6.5% 11.1% 3.7% 8.9%
5%以上を維持し、
13％を目標とする

市民意識調査における「女性差
別撤廃条約」の認知度

同和・人権推進課 38.4% - - -
50%

(次回調査時)

市民意識調査における「オン
ブード」の認知度

同和・人権推進課 14.6% - - -
60%

(次回調査時)

男女共同参画推進委員会活動
回数

同和・人権推進課 - （H24発足） 6回 6回 6回

女性のいない審議会等数 同和・人権推進課 6
3

(H25.4.1現在)
3

(H25.4.1現在)
4

(H26.4.1現在)
0
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

③市民、市民団体、企業などとの連携と協働
16-3-3
男女共同参画啓
発推進委員会を
設置し、多様な
市民、市民団体
との協働により男
女共同参画を推
進する

921309
男女共同参画
計画推進事業

　啓発紙の活用。
25年度は委員を12
名に増やし、多様
な市民、市民団体
との協働による啓
発を続けていく。

・6回の委員会（実施は8
回）を実施。
・選出団体とのコラボにつ
いて、まちプラ、ＪＣ、子
育てサークル、民生委員な
どと実施することができ
た。
・青年会議所では、イベン
トでチラシを配布。
・男女共同参画事業所表彰
では商工会議所の協力を得
た。

・定期的にコラボできる団体と、年
間スケジュールがすでに決まってい
る団体などコラボできていない団体
に分かれてきている。

・団体推薦依頼時に啓
発紙を紹介してもらう
など、団体に合わせた
啓発を考える。
・コラボ事業の内容を
他の委員にも紹介す
る。

同
和
・
人
権
推
進
課

④市民への意識・実態調査の実施と施策への反映
16-4-4
男女平等や男女
共同参画に関す
る市民の意識や
実態等について
平成27年度に調
査を行い、結果
を施策に生かす
とともに、市民に
対してきめ細かく
広報する

　啓発紙の活用
と、H25年度の男女
共同参画推進委員
と連携しての継続
した取り組みを行
う。

・女性・児童センター登録
グループ説明会で左記啓発
紙を利用して、「固定的性
別役割分担意識」について
出前講座を実施。終了後ア
ンケートを聴取。
・まちプラの「目指そう！
男女が対応に働き、生きる
街伊丹」ではワークライフ
バランスについてのH２２
の意識調査をPR。

・左記アンケートで「固定的性別役
割分担に賛成か」という問いについ
て、「そうは思わない」が41％あり
配布だけでなく口頭での補足が必要
と感じた。また、「どちらともいえ
ない」と疑問を感じる意見が50％あ
り、その具体的記述によると、男女
共同参画を身近に感じるかどうかで
回答がゆれることがわかった。

・啓発紙を活用した出
前講座を積極的にPRし
ていく。

同
和
・
人
権
推
進
課

16-4-5
各種の実態調査
においては男女
のおかれている
状況やニーズを
把 握す る よう努
める

　報告等に男女比
を記入するよう依
頼する。

・オンブード調査に向けた
各種事業の参加状況につい
て、男女比の記入を求め
た。
・講座のアンケート調査の
集計時に、男女の意見の傾
向を把握するよう努めた。

・個別のアンケート内容には、様々
な背景が反映されているので、重要
な意見を講座等に反映できるよう担
当者と情報共有する必要がある。

・アンケート結果は課
内回覧のみでなく、引
継ぎ事項に記入し、活
用する。

同
和
・
人
権
推
進
課

審議会委員の女性
登用率の向上を図
る。

①審議会ＤＢの活用
　審議会を所管する所属にお
いて女性登用率の確認がで
きることで所属への意識付け
を図り、審議会委員等の任命
の人事研修課への合議の際
に確認し、指導を行った。
②通知による周知徹底
　審議会ＤＢの各所管の審議
会等の情報を更新するよう通
知する中で、男女いずれもが
委員総数の40%以上になるよ
う再度周知徹底を図った。

各担当課へ働きかけは行っているが、
審議会委員を決定するのは当該審議会
を所管する各所属であること、委員の中
には充職の委員も多くあることから、人
事研修課としては飛躍的に女性登用率
を向上させる術が見出しにくい。

引き続き各担当課への働
きかけを行っていく。

人
事
研
修
課

　工夫できる点を
各担当課と情報提
供しながら、女性
の比率の向上に努
める。

・各課の審議会の男女比の
調査は行なったが、充て職
の変動に男女比も影響され
ている。

・男女共同参画委員会での意見交換
からも、地域活動での現状は男性が
会長になっているという実態が多い
ことがうかがえた。

・女性委員の少ない審
議会について、充て職
の男女比などの状況を
調査し、他の方法がな
いか検討する。

同
和
・
人
権
推
進
課

17-1-1
審議会等の委員
は、男女いずれ
もが委員総数の
４０％以上となる
よう努めるととも
に、女性委員の
いない審議会等
を解消する

【基本課題17】市の率先した取り組みの推進
①行政委員会・審議会等への女性の登用促進
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

17-1-2
審議会等委員の
市民公募枠につ
いては、人数の
拡大と、男 女の
構成比を考慮し
た上で積極的改
善措置を働きか
ける

911101

まちづくり基
本条例推進事
業

市民委員の新たな
募集方法を検討
し、多様な市民の
参画に努める。

無作為抽出により市民500
人に伊丹市参画協働推進委
員（市民枠2名）への応募
を呼びかけ、計19名からの
応募があった。その内女性
からの応募は13名あった。

男女1名ずつの委員就任をいただい
た。参画協働推進委員会の場合は、
試行的に無作為抽出方式を採用した
ため、他の附属機関ではこの方式を
とっていない。

夏以降に、まちづくり
基本条例の見直しのた
め、参画協働委員会の
市民委員を増員する予
定。今後、この方式を
他の附属機関で採用で
きないかを検討。

ま
ち
づ
く
り
推
進
課

審議会委員の女性
登用率の向上を図
る。

　リストは作成していないが、
上記の取り組みを行った。

　各所属が所管する審議会に適任な新
たな女性委員候補を人事研修課として
探すことが難しい。

引き続き各担当課への働
きかけを行っていく。

人
事
研
修
課

　引き続き、各課
等からの依頼に適
切に対応するとと
もに、男女共同参
画情報紙編集や男
女共同参画推進委
員会活動、講座の
実施等を通じて新
たな人材の発掘・
育成に努める。

・H24年1月～2月の再調査
以降、各課への働きかけが
できなかった。

・過去からの専門の学識経験者にお
願いしている所や、充て職による委
員が多く、新規の依頼はなかった。

・公募委員枠の男女比
を調査する。

同
和
・
人
権
推
進
課

17-1-4
審議会等の開催
時には一時保育
や介護サービス
を行うよう努める

　講座等のアン
ケートなどで、
ニーズ調査を行
う。
　オンブード活動
用の一時保育を予
算化。

・オンブード活動で１回の
一時保育の利用があった。

・介護サービスについて、どのよう
な実施ができるのか情報収集ができ
ていない。

・介護サービスについ
ては、平成27年度市民
意識調査の項目を目標
に他市の情報等の収集
を行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

①
999933

②
999936

女性の管理職登用
へつながるよう、研修
等を通じて管理職へ
の昇任についての意
識付けを図る。

①キャリアデザイン研修
　管理職への昇任を含めて、
自分のキャリアプランについ
ての意識付けを行うことができ
た。
　平成25年度参加者実績　30
歳研修22名（内女性8名）、40
歳研修19名（内女性7名）、50
歳研修13名（内女性2名）
②昇任試験
　昇任試験の受験の奨励を
図る。試験対象者を各所属部
長に通知し、対象者に奨励を
諮った。
　副主幹試験受験者数17人
中女性7人。主査試験受験者
数67人中女性22人。

管理職登用に際し、昇任試験の結果を
もとに公平・公正に取り扱う必要がある
ため、結果的に登用率の向上につなが
らない場合がある。

引き続き管理職への昇任
への意識付けを行ってい
く。

人
事
研
修
課

女性中堅教員のミ
ドルﾘーダー養成研
修講座への参加者
割合を保ち、次期
女性管理職・リー
ダーとしての意識
付けをさらに進め
むよう校園長会や
所属長ヒアリング
等で指導してい
く。

女性中堅教員へ総合教育ｾﾝ
ﾀｰ主催のミドルリーダー養
成研修講座への参加を校園
長から助言指導すること
で、参加者割合を保ち、次
期学校園経営の担い手とし
ての自覚を促すことができ
た。(H23年度は19名、H24
年度は24名、H25年度は24
名）

管理職候補の人材が不足する中、女
性中堅教員のミドルﾘーダー養成研
修講座への参加者割合を保ち次期女
性管理職・リーダーとしての意識付
けをより一層進めていく必要があ
る。

女性中堅教員のミドル
ﾘーダー養成研修講座へ
の参加者割合を保ち、
次期女性管理職・リー
ダーとしての意識付け
をさらに進めむよう校
園長会や所属長ヒアリ
ング等で指導してい
く。

職
員
課

17-1-3
審議会等の委員
として推薦できる
ような女性人材リ
ストを作成し活用
す るな ど、 人材
の発掘に努める

17-2-5
リーダー養成研
修の実施や昇任
試 験 受 験 の 奨
励、メンター(先
輩の助言者）の
活用等に取り組
み、女性の管理
職登用を積極的
に推進する

②女性職員・教員の管理職への登用促進、職域の拡大

-67-



施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

教職員のため
の各種講座及
び研修･研究
活動
（ミドルリー
ダー養成研
修）

学校園運営に主体
的に参画できる女性
管理職登用に向け、
女性ミドルリーダーを
育成するための研修
会を実施する。

ミドルリーダーの資質向上を
図る研修を年７回実施した。

積極的に学校運営に参画するミドル
リーダー養成をめざして、研修内容の充
実を図る必要がある。

ミドルリーダー養成研修を
年７回実施し、ミドルリー
ダーの資質向上を図る。

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

17-2-6
性別により偏在
の ある 職 場 ・職
種を見直し、女
性の職域を拡大
するとともに、男
女の相互乗り入
れを図る

999936

採用募集時及び人
事異動の際に工夫
を図り、職種、職場
における男女比の偏
在について解消を
図っていく。

　女性が多い保育士の採用
において、職員採用募集時
に、伊丹市では男性保育士も
女性保育士もともに活躍して
いる様子をアピールし、男女
問わず応募してもらえるよう努
めた。
　職務内容、職場状況を把握
し、人事異動等で偏在を解消
するよう努めた。

職員採用は試験結果に基づき、公平・
公正に行う必要があるため、採用試験
自体で偏在をなくすよう取り扱うことはで
きないため、結果的に採用において解
消を図ることができない場合がある。

引き続き、採用募集時の
工夫、人事異動等で対応
を図っていく。

人
事
研
修
課

　市民オンブード
のヒアリング活動
や推進本部会議等
において職員の意
識動向の把握に努
める。

・課長級職員研修アンケー
トについて、参加者の26名
中12％が固定的性別役割分
担意識について「賛成」も
しくは「どちらかといえば
賛成」だった。平成24年度
と比較して6%減少した。

・研修に参加して「男女共同参画に
ついて関心や理解が深まったか」と
いう質問に対し、「大変深まった」
「まあ深まった」という回答が92％
を越えることから、継続した研修の
機会が必要である。
・教員に対する働きかけができてい
ない。

・引き続き固定的性別
役割分担の意識につい
て、研修の機会にアン
ケートを行なう。

同
和
・
人
権
推
進
課

検討中 検討中 検討中 検討中
職
員
課

③仕事と育児・介護の両立支援への率先した取り組み
17-3-8
「伊丹市職員子
育て応援プログ
ラム」について周
知 、 啓 発 し 、 目
標数値の達成状
況 を チ ェッ クす
る 。 特 に 、 男 性
職員に対して育
児休業・介護休
業の取得に向け
て情報提供や啓
発を行う

999936

制度についての情
報提供や啓発を行
い、取得を促してい
く。

職員広報にて、各制度につ
いての情報提供を行った。ま
た、育児休業を取得した男性
職員の育休体験記を職員広
報で紹介するなどして制度へ
の理解、啓発を図った。

制度の周知、啓発は行っているが、多
様化・高度化する市民ニーズに応える
べく各所属とも苦慮している現状があ
り、各制度それぞれの取得者数を飛躍
的に増やすことには困難な面がある。男
性の育児休業取得率については、分子
となる取得者がそもそも少数であるた
め、年度ごとでばらつきが生じてしまう。

引き続き、同様の取り組み
を継続していくとともに、育
児参加休暇や短期介護
休暇等短期間の取得の活
用等もさらに図っていける
よう取り組んでいく。

人
事
研
修
課

17-2-7
職員及び教員に
対 す る 男 女 平
等、男女共同参
画に関する意識
調査を検討する
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

999933

階層別研修や職場
研修で受講できるよ
う企画する。

　昨年同様、全庁的な取り組
みとして、職場人権研修を推
進した他、新規採用職員、主
任、主査、副主幹及び課長級
の各階層ごとに人権研修を実
施した。その中で、同和・人権
推進課主催の「男女共同参
画推進研修」を新任課長の必
修研修に位置づけた。また、
新規採用職員研修の人権研
修の中でも男女共同参画推
進についての内容を盛り込み
実施した。

　ここ数年、定年退職等で多数の職員
が退職していることから、新規採用職員
数も新任の管理職も通常より多い状況
が続いており、引き続き階層ごとの人権
研修を充実させていく必要がある。

引き続き、同様の取り組み
を継続していく。

人
事
研
修
課

・課長級研修を7月
に実施する。計画
関係課は代理でも
出席するよう呼び
かける。
・「com-com」、男
女共同参画啓発紙
などを職場研修に
活用できるよう工
夫する。
・女性・児童セン
ターの講座に関係
課職員が参加でき
るようよびかけ
る。

・7月に課長級研修を実
施。テーマは「男性が育児
できる職場づくり」。26人
参加。
・女性・児童センターの講
座、男女共同参画フォーラ
ム、DV防止セミナー他、庁
内LANで職員にも参加を呼
びかけた。

・時間外の職場研修への講師依頼
や、夜間のDV防止セミナーに多くの
職員が参加された。業務に関連した
内容にし、参加可能な時間帯に提供
できるよう、工夫することが必要で
ある。

・課長級研修を7月に引
き続き実施する。
・庁内LANで、「com-
com」、男女共同参画啓
発紙を職員全員に周知
する。

同
和
・
人
権
推
進
課

999933

必要に応じて人事研
修課が主催する研
修に嘱託職員・臨時
職員や外郭団体職
員が参加できるよう
取り組む。

　職場人権研修や、各種集合
研修を嘱託職員・臨時職員や
外郭団体職員が受講できるよ
う働きかけた。

市職員以外の者については人事研修
課の直接の担当ではないため、取り組
める内容には一定限界がある。

引き続き、必要に応じて人
事研修課が主催する研修
に嘱託職員・臨時職員や
外郭団体職員が参加でき
るよう取り組む。

人
事
研
修
課

青少年育成団体の
指導者への研修会
等を要請し、研修会
等が実施できない場
合については、チラ
シ配布による啓発も
検討する。

青少年育成団体へ研修会へ
の参加要請。チラシ配布。

毎年の実施を要請する。

青少年育成団体の指導者
等への研修会の案内及び
チラシ配布による啓発等
を行なう。

こ
ど
も
若
者
企
画
課

212104

家庭教育ボラ
ンティア研修
会

登録ボランティアの
資質向上を図る。

　登録ボランティア46名を対
象に、基調講演と家庭教育推
進事業についての報告。参
加者35人。

　参加人数の増加及び研修内容の充実
を図る。

登録ボランティアの資質向
上を図る。 家

庭
教
育
課

211501
青少年問題相
談事業

男女協働参画の視
点をふまえた研修を
行う。

・少年進路相談員研修会、少
年育成協会全体研修会、青
少年を守る店連絡協議会研
修会、少年補導委員全体研
修会、青少年健全育成研修
会等を実施し、少年補導委
員、少年進路相談員、学校関
係者、保護者、行政関係者等
に参加を働きかけた。
・近畿、県、阪神間で行う補
導委員研修会も含めた、年間
１7回の研修に948名が参加
し、少年補導員等の資質向
上を図った。

継続して、意識の向上を図っていく必要
がある。

男女協働参画の視点をふ
まえた研修を行う。

少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー

17-4-9
職員研修におい
て、階層や職種
などに応じたプ
ログラ ムや手法
の研究、教材の
整備に努め、男
女共同参画の視
点について全職
員が受講できる
よう研 修を実施
する

17-4-10
行政に関係する
職 員 や ボ ラ ン
テ ィア な どが男
女共同参画の視
点をもって市民
に 接 す る ことが
できるよう、研修
の実施、または
参加への働きか
けを行う

④行政従事者への男女共同参画についての研修の充実
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

男女共同参画の視
点 を 持 て る よ う 、
ニュースポーツの存
在 を 多 く の 方 々 に
知っていただくため
にも、伊丹市スポー
ツ推進委員と連携し
ながら研修の実施、
参加への働きかけを
行う。

月１回行われるスポーツ推進
委員の定例会等でニュース
ポーツ競技の参加を告知する
と共に、ﾁﾗｼ・広報でも開催の
都度 募集 を行 って いる 。ス
ポーツ推進委員との連携がう
まくできて、それに伴い市民
の方にもニュースポーツが浸
透してきている。

ニュースポーツ以外での男女共同参画
の推進が今後の課題と思われる。

25年度中に始まったサタ
デージョギング教室など、
新事業において幅広く参
加して頂けるよう広報・周
知に努める。

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課
・
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー

17-5-11
庁内の男女共同
参画推進に向け
た 体 制 づ くりに
取り組む

　専門部会以外に
も、課題別に連絡
調整ができる場を
随時設ける。

・オンブードヒアリング後
も、課題に応じて担当課と
オンブードの情報交換につ
いて連絡調整した。
・報告書等で指摘を受けて
いる事項の推進について、
こども福祉課や消防局、危
機管理室など関係課に随時
情報提供を行なった。

・人事異動等で課題が積み残しにな
らないよう、各課の状況を把握し、
情報を提供し続ける必要がある。

・昨年度までの課題に
ついて、担当課と情報
共有し効果的に進捗管
理を行う。
・報告書提出後の主要
項目について、フォ
ロー調査を行ない次年
度の取り組みを確認す
る。

同
和
・
人
権
推
進
課

⑥県や近隣自治体との連携
17-6-12
男女共同参画の
推進に関して、
法制度の整備・
充実などについ
て国や県に要望
する

　25年度は、DV
ネットワーク会議
を本市が担当する
ため、県会議への
参加が増えること
も活用し、より多
くの情報を収集す
る。

　DV関連の会議において、
県のDV計画策定などにあ
たって県に対し積極的に課
題提案を行なった。

　引き続き、個別具体的に、要望を
続ける必要がある。

　DVに関して婦人相談
員研究協議会を通じ
て、本市から課題提案
を依頼する。

同
和
・
人
権
推
進
課

18-1-1
女性・児童セン
ターが本市の男
女共同参画推進
の拠点施設とし
て、男女の利用
が促進されるよう
環境整備や周知
を図る

・男の料理講座
・おやじ元気プロ
グラム、街を歩こ
う！マップをつく
ろう！
・絵本クッキング
（子どもと男性保
護者）

より多くの市民に
親しまれ利用され
るよう市民との協
働事業を推進す
る。

・前後期2回「お父さんと
一緒に親子で楽しむ科学教
室」を実施した。
・ぐるっと1日だんじょ
きょうどうさんかく等セン
ターのイベント開催時、登
録グループの男性会員の積
極的協力のもと開催した。

・性別や年齢を問わず全ての人に利
用され親しまれる施設運営が課題。

・様様な分野で活躍さ
れている人を講師に招
き交流を深めながら情
報交換を行う「男女共
生サロン」を年数回開
催予定。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児

童
セ
ン
タ
ー

）

18-1-2
女性・児童セン
ター において、
男女共同参画に
関 す る 情 報 提
供、活動の場の
提 供 、 学習 ・啓
発 ・ 相 談 な どを
行い、男女共同
参画の拠点機能
の充実を図る

男女共同参画推進
拠点施設としての
機能の充実を目指
し、センターの事
業計画や運営につ
いて意見を聞くセ
ンター運営委員会
の設置を検討す
る。

・「誰もが自分らしく生き
る」男女共同参画社会を実
現するための市民活動の拠
点施設として学習・啓発事
業、情報収集・提供事業等
を推進した。

・事業の企画運営に利用者の意見を
反映させることを目的に、5人の委
員からなる女性児童センター事業企
画運営協議会を12月に設置。

・男女共同参画社会づ
くりのための拠点施設
としての機能の充実と
有効な利用を図るため
センター事業企画運営
協議会を1～2ｶ月に1回
開催していく。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童

セ
ン
タ
ー

）

【基本課題18】男女共同参画推進拠点の充実
①男女共同参画推進拠点機能の充実

⑤職員、庁内組織のネットワーク化への取り組み
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施策内容
コード
（H25）

事業名
平成25年度の目
標・プラン

平成25年度の主な取り組
み及び成果

平成25年度の取り組みを振り返り、
課題と思われること

平成26年度の目標・プ
ラン

所
属

18-1-3
女性・児童セン
ター において、
地域における課
題解決や実践的
活動につながる
知識習得、課題
の把握・解決の
た め の 情 報 提
供 、 人 材発 掘・
育成などの機能
を充実させる

・災害の時、
あなたはどう
する？
・防災・減災
フェア

・多くの来館者の
見込める「ぐるっ
と一日だんじょ
きょうどうさんか
く」に組み込み
『防災減災』を企
画。
・社会の変化に的
確に対応した事業
展開を図る。
・地域における課
題解決や実践的活
動に繋がる知識習
得・意識向上の為
の講座を開催
8/21,28「政策決定
の場に女性を」

・県との共催事業「家族そ
ろって防災・減災体験セミ
ナー」を10/20ぐるっと1日
だんじょきょうどうさんか
く協賛事業として実施。
・学びを行動にするきっか
けづくりとして「提案力を
身につけよう」を8月に実
施し、延べ25人の参加が
あった。

・市民のニーズと課題の確かな把握
に努めながら、今求められている社
会的課題の解決を目指した学習機会
を提供していく。

・介護・地域防災・地
域コミュニティー等、
地域課題をテーマとし
た実践講座を今後開催
していく。

同
和
・
人
権
推
進
課
（
女
性
・
児
童
セ
ン
タ
ー

）

18-1-4
女 性･児 童セン
ターが男女共同
参画社会作りの
推進役として活
発な事業が展開
され、かつ市民
にとってより利用
しやすいものとな
る よう指 定 管理
者 と 緊 密 な 連
携・協力を行う

921307

女性・児童セン
ター管理運営
事業

・平成26年度から5年間の
指定管理者選定において、
募集要項に男女共同参画の
拠点としての役割について
も明記して公募・選定を実
施した。
・月１回のセンター会議に
おいて、事業報告及び事業
計画、個別の課題について
連携を行なった。

・複合施設で老朽化していることか
ら管理も大変な上、利用しやすい構
造とはいえないが、指定管理者から
男女共同参画推進について提案され
た事業が活発に展開されるよう連
携・協力が必要。

・センター会議以外に
も随時連絡調整を行
い、効果的な事業が行
われるよう密に協力す
る。
・行事等を利用し、利
用している市民の声を
積極的に聴取し事業計
画に反映するよう指定
管理者と連携を行な
う。
・公共施設マネジメン
トの動向に注意を払
う。

同
和
・
人
権
推
進
課
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平成２６年度伊丹市男女共同参画施策 
市民オンブードヒヤリング実施経過等 



日　　程 開始時刻 対象職場 時　間

10:00 女性・児童センター
所長

森本　正幸
野澤　福子 半井　夏子 ― 120分間

10:00 施設マネジメント課
課長

前田　和宏
升井　幸男 ― ― 60分間

こども室長兼
こども福祉課長

岡田　章

　こども若者
企画課長

辻本　彰子

保育課長
馬場　一憲

子育て支援課長
梅本　智也

家庭教育課長
善入　美津治

― ― ―

10:00 健康政策課
課長

岡本　綾子
主査

赤藤　祥子
― ― 60分間

13:00 図書館
館長

三枝　芳美
安田　麻里子 ― ― 60分間

７月７日（月） 13:00
人事研修課、給与制度
課

人事研修課長
梶田　智之

氏家　成樹
給与制度課

林　哲徳
有時　倫子 60分間

11:00 同和・人権推進課
課長

寺井　和代
主査

筒井　好子
― ― 60分間

13:00 伊丹病院
事務局次長 兼

総務課長
田中　久雄

副看護部長
竹原　三千代

副主幹
永松　成子

― 60分間

10:00 総合教育センター
副参事兼主幹

村上　順一
　主査

福原　温
主査

向井　敬子
― 60分間

11:00 同和・人権推進課
課長

寺井　和代
主査

筒井　好子
― ― 60分間

13:00 まちづくり推進課
市民自治部参事
兼まちづくり室長

武田　好二

主幹
小宮　正照

主査
山名　晶子

― 60分間

14:00 商工労働課
課長

牧村　達也
主査

中村　雅光
― ― 60分間

 地域・高年福祉
課長   蓼原　惠

副主幹
千葉　純子

介護保険課長
林　秀和

副主幹
大田　幸正

社会福祉協議会
センター長
坂田　一明

主査
清原　嘉彦

― ―

教育企画課長
花光　潤一

副主幹
垣内　修

主査
矢田　貴美代

―

学校指導課長
春名　潤一

主査
遠藤　文子

人権教育室主幹
松山　和久

主査
井村　明子

危機管理室長
松浦　実

内田　真太郎
消防予防課長

米澤　太志
福元　利昭

消防総務課長
米澤　嘉人

副主幹
六楽内　英樹

主査
持田　哲也

―

60分間

６月１６日（月）

11:00
教育企画課、学校指導
課、人権教育室

60分間

60分間13:00
危機管理室、消防総務
課、予防課

７月１０日（木）

10:00
地域・高年福祉課、介護
保険課、社会福祉協議
会

７月９日（水）

７月２日（水）

７月２８日（月）

平成26年度ヒヤリング実施経過 

６月２３日（月）

ヒヤリング出席者

11:00

子ども若者企画課、保
育課、子育て支援課、こ
ども福祉課、家庭教育
課

60分間
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平成２６年度 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード活動記録 

 
４／１～４／１８ オンブード公募期間 
４／２３（水） オンブード面接 
５／１５（火） オンブード委嘱式、打ち合わせ…総合教育センター３F 会議室 
５／２６（月） オンブードヒヤリング打ち合わせ…総合教育センター３F 会議室 

 
６／ ６（金） オンブードヒヤリング打ち合わせ…総合教育センター３F 会議室 
６／１１（木） オンブードヒヤリング打ち合わせ…市役所７F ７０２会議室 
６／１２（金） オンブードヒヤリング打ち合わせ…総合教育センター３F 会議室 
６／１４（月）～７／２８（月） 男女共同参画施策市民オンブードヒヤリング 

      ＜詳細 平成２６年度ヒヤリング実施経過＞ 
６／１９（金） オンブードヒヤリング打ち合わせ…市役所 B１F 会議室 
７／ ７（月） 男女共同参画施策推進研修･･･防災センター３F 会議室 
７／１４（月） オンブードヒヤリング打ち合わせ…総合教育センター３F 会議室 
７／２５（金） オンブードヒヤリング打ち合わせ…防災センター３F 会議室 
８／ １（金） オンブード打ち合わせ（報告書作成について）… 
８／ ８（金） ケーブルテレビ収録（黒沢さん）８月下旬放映 
７／２８（火）～９／ ９（火） 報告書案作成           
８／１９（火） （AM）オンブード打ち合わせ（報告書作成について） 

（PM）伊丹市男女共同参画推進委員会との意見交換…総合教育センター２F 講座室 
９／ ９（水） オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…防災センター３F 会議室 
９／１８（木） オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…伊丹市役所 B1 会議室 
９／２２（月） オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…伊丹市役所 B1 会議室 
９／２９（月） オンブード打ち合わせ（報告書作成について）…伊丹市役所 B1 会議室 

１０／１５（水）伊丹市男女共同参画推進本部幹事会･･･防災センター３F 会議室 
１０／２７（月）伊丹市男女共同参画推進本部会議･･･企画会議室 
１１／２９（日）男女共同参画推進市民フォーラム･･･いたみホール（予定） 

男女共同参画施策市民オンブード報告会（予定） 
３／ ８（日）いたみミモザの日…女性・児童センター（予定） 
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調査を終えて 

 

 男女共同参画計画に携わらせていただいて３年目になります。テレビから聞こえる

ITAMI のフレーズが気になり、街中で歩いている方々を見てはお役に立っているのか

を考え、備えられているチラシやポスターを気にすることが多くなりました。 

今年度、最も気になったことが２つ、災害についてと学童保育のことでした。災害

時に女性は更衣や月経時の手当はどうするのか、０歳児と２歳児を連れて避難すると

きにはどうするのか、また、子どもが学校に上がることを契機に保護者は仕事をどう

するかの岐路に立たされることになどに対して、具体的な取り組みが見えず残念でし

た。 

多様な生き方や生活、多様な考え方を理解するのは、容易いことではありません。

経験したことのない事を共感・理解するのも難しいことです。求められる「想像力」

をもって、オンブードの任を務めたいものです。 

（高田 昌代） 

 

 

 オンブード３年目になり、今年の報告書ではヒヤリングで、どのようなやり取りが

行われているのかを市民の皆さんに知ってもらいたいとの思いがあり、３人で協議し

てオンブードの質問、担当課の回答が分かるよう、Ｑ＆Ａ方式で記しました。 

 「伊丹市男女共同参画施策市民オンブード」は、巷でイメージされている「オンブ

ズマン」のように地方公共団体等にかかわる不正・不当行為を監視し、是正する事を

目的にしているものではなく、行政に対し攻撃する立場でもありません。なぜ政策に

男女共同参画の視点が必要かを、市民の目線、生の声を伝える事がオンブードの役目

だと思っています。 

 財政面や数字を優先するあまり、見落とされがちな弱者への配慮、人権問題は、数

が多い、声が大きい、からではなく一人でもそのような人がいたら配慮するべきだと

思います。声を上げる事が出来ない多くの人々に寄り添える伊丹市になってほしい。

そして私自身も「伊丹市民でよかった！」と思える政策を打って欲しいと思います。

そのためにも、オンブードが報告書を作成したら終わりではなく、それをもとに課題

を明確にし実行に移されることを期待しています。 

（来田 純子） 

 

 

今年度、初めて市民オンブードをさせていただき、戸惑いもありましたが、ヒヤリ

ングでは担当課を初め各課の皆様には事前に資料や回答等を準備してもらい丁寧な対

応をして下さり、ありがとうございました。 
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以前（オンブードをする前まで）の私は、市に対して「何故こういうシステムなの

だろう？」「もっとこうして欲しいな・・・」などと思っているだけの立場でした。ヒ

ヤリングの場でお話を伺ってからそれぞれの課では、問題や意見に対してとても前向

きに検討され要望に応えようと努力をされていることを知り嬉しく思いました。しか

しながら、「実現するまでには中々大変な事情があること」や「提案に対して必要性は

理解いただいているものの、事業化にいたらない現状」や「必要性すら認識していた

だけない様子」をうかがうと残念に思ったり、じれったく感じたりすることもありま

した。 

今後の課題として、市民には男女共同参画の意義が周知されていないことから、企

業、学校、地域社会、家庭などそれぞれの環境に合わせて推進方法を、各課で考える

だけでなく広く市民から提案できたり興味を持ってもらったり一緒に考えられる機会

をつくる等して多くの市民を巻き込んだ取り組みをもっと試みていただきたいと思い

ました。そして多数の意見だけでなく、少数でも弱者の立場を考え、表に出にくい隠

れた問題をリサーチし、犯罪や取り返しのつかない問題になる前に､市は危機感を持っ

てそれらに対応していただきたいと思います。 

オンブードとしてもこれからどのように働きかけることで市の職員の皆様と一緒に

より良い伊丹市になって行けるのかを考え続けていきたいと思っています。 

                        （黒沢 広美） 

 

 

 

 

平成２６年度 伊丹市男女共同 

参画施策市民オンブード 

（左から 来田／黒沢／高田） 
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      伊丹市男⼥共同参画のあゆみ       

１９７２年（昭和４７年） 伊丹市立働く婦人の家開設 

１９７９年（昭和５４年） 伊丹市企画室に婦人問題担当を設置 

１９８０年（昭和５５年） 伊丹市生活文化部に婦人青少年課を設置 

１９８１年（昭和５６年） 伊丹市婦人施策推進会議設置 

１９８６年（昭和６１年） 伊丹市婦人施策推進会議より最終報告 

１９８９年（平成元年）  伊丹市女性団体懇話会設置、第１回女性フォーラム開催 

１９９０年（平成２年）   (仮称)伊丹市女性センター建設懇話会設置 

１９９１年（平成３年）  伊丹市女性センター事業基本方針策定委員会設置 

第１回伊丹市『女と男の暮らしと意識調査』実施 

１９９３年（平成５年）  (仮称)伊丹市女性センター事業基本方針策定委員会より提言 

             伊丹市女性施策推進本部設置 

１９９４年（平成６年）  伊丹市市民文化部に女性政策課を設置、伊丹市女性政策懇話会設置 

１９９５年（平成７年）  伊丹市女性政策懇話会より提言 

１９９６年（平成８年）  伊丹市女性のための行動計画策定 

第２回男女共同参画型社会づくりに関する市民意識調査実施 

１９９７年（平成９年）  男女平等に関する表現指針発行、伊丹市女性施策市民オンブード設置 

             伊丹市ファミリーサポートセンター事業開始 

１９９８年（平成１０年） 伊丹市女性交流サロン設置、伊丹市男女共生教育基本方針策定 

１９９９年（平成１１年） 伊丹市セクシュアルハラスメント防止等に関する指針策定 

             男女混合名簿を市内全学校園で実施 

２０００年（平成１２年） 自治人権部同和・人権室に男女共生社会推進担当を設置 

             伊丹市ＤＶ被害者支援事業ネットワーク設置、伊丹市女性政策懇話会設置 

２００１年（平成１３年） 第３回男女平等に関する市民意識調査実施 

伊丹市女性政策懇話会より提言 

２００２年（平成１４年） 伊丹市女性のための行動計画中間見直し 

２００４年（平成１６年） 男女共生社会推進担当を男女共同参画担当に名称変更 

伊丹市女性施策推進本部を伊丹市男女共同参画推進本部に名称変更 

第４回男女平等に関する市民意識調査実施 

伊丹市男女共同参画政策懇話会設置 

２００５年（平成１７年） 伊丹市男女共同参画政策懇話会より提言 

２００６年（平成１８年） 市民部同和・人権室に男女共同参画課を設置 

伊丹市男女共同参画計画策定 

             女性施策市民オンブードを男女共同参画施策市民オンブードに名称変更 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード・サポーターズ設置 

２００７年（平成１９年） 市役所にＤＶ相談員配置 

２００８年（平成２０年） (仮称)伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画検討委員会設置 

２００９年（平成２１年） (仮称)伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画検討委員会より提言 

伊丹市配偶者等からの暴力対策基本計画策定 

伊丹市男女共生教育基本方針見直し 

２０１０年（平成２２年） 伊丹市配偶者暴力相談支援センター（伊丹市ＤＶ相談室）開設 

第 5 回男女共同参画に関する市民意識調査実施 

第 1 回男女共同参画推進事業所表彰事業、第 1 回男女共同参画川柳事業実施 

２０１１年（平成２３年） 市民自治部共生推進室に同和・人権推進課（男女共同参画担当）を設置 

             伊丹市男女共同参画計画＜中間見直し＞策定 

２０１２年（平成２４年） 伊丹市男女共同参画施策市民オンブード・サポーターズ募集停止 

             伊丹市男女共同参画推進委員会設置 

資料 １ 
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       市⺠オンブード⼀覧        

伊丹市女性施策市民オンブード 

 第 1 期 任期平成 9 年 11 月１日～11 年 10 月 31 日 

  山崎 昌子   （公募）   フリーライター           伊丹市稲野 

  長谷川 京子  （市長推薦）   弁護士               神戸市 

 第 2 期 任期平成 11 年 11 月１日～13 年 10 月 31 日 

  白神 利恵   （公募）   大学院生               伊丹市東有岡  

＊13 年 4 月末退任 

  朴木 佳緒留 （市長推薦） 神戸大学教授（発達科学部）     神戸市 

   ＊朴木委員は特別決裁により、任期を 6 カ月間延長し、14 年 3 月 31 日までとする 

   ＊さらに 2 年間の任期を延長した（16 年 4 月 30 日まで）。 

 第 3 期 任期平成 13 年 5 月 1 日～15 年 4 月 30 日 

  中山 直子   （公募） 子育て情報誌グループ         伊丹市荒牧 

   ＊白神委員の退任により欠員が生じたため 

 第 4 期 任期平成 14 年 5 月 17 日～16 年 4 月 30 日 

  今井 真理   （公募）                    伊丹市千僧 

   ＊平成 14 年 4 月１日に要綱を改正し、定数を 2 名から 3 名に増員したことによる 

 第 5 期 任期平成 15 年 5 月 12 日～17 年 4 月 30 日 

  浅井 淳子   （公募）                   伊丹市北伊丹 

   ＊朴木委員は特別決裁により、任期を 2 年間延長した。  

 第 6 期 任期平成 16 年 5 月 17 日～18 年 4 月 30 日 

  石崎 和美   （公募）                    伊丹市伊丹 

 第 7 期 任期平成 17 年 5 月 9 日～18 年 4 月 30 日 

  山本 千恵   （公募） 行政書士               伊丹市野間 

 

伊丹市男女共同参画施策市民オンブード 

 第 1 期 任期平成 18 年 5 月 15 日～20 年 3 月 31 日 

  朴木 佳緒留 （市長推薦） 神戸大学教授（発達科学部）   神戸市 

  山本 千恵   （市長推薦） 行政書士            伊丹市野間 

  大澤 欣也   （公募）     人権擁護委員          伊丹市大鹿 

   ＊山本氏の任期は女性施策市民オンブードの 1 年間を算入し、19 年 3 月 31 日まで 

 第 2 期 任期平成 19 年 5 月１日～21 年 3 月 31 日 

  波多江 みゆき （公募） ライター             伊丹市池尻 

   ＊朴木委員は特別決裁により、任期を 2 年間延長した。（平成 22 年 3 月 31 日） 

 第 3 期 任期平成 20 年 5 月 1 日～22 年 3 月 31 日 

田中 利明  （公募） 民生児童委員            伊丹市鈴原 

第 4 期 任期平成 21 年 5 月 1 日～23 年 3 月 31 日 

片山 実紀  （公募） 神戸大学大学院研究員        伊丹市荻野 

第 5 期 任期平成 22 年 5 月 6 日～24 年 3 月 31 日 

 石崎 和美  （公募） 元オンブード（平成 16～17 年度）   伊丹市伊丹 

 高島 進子  （市長推薦） 神戸女学院大学名誉教授     伊丹市伊丹 

＊ 朴木委員退任のため、後任を高島氏に依頼。 

第 6 期 任期平成 23 年 5 月 2 日～25 年 3 月 31 日 

笹尾 照美  （公募）関西学院大学大学院生         伊丹市安堂寺町 

第 7 期 任期平成 24 年 5 月 1 日～26 年 3 月 31 日 

来田 純子  （公募）                   伊丹市大鹿  

高田 昌代  （市長推薦）神戸市看護大学教授          生駒市 

第 8 期 任期平成 25 年 5 月 6 日～平成 26 年 3 月 31 日       

資料 ２ 
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 永原 明子  （公募）                   伊丹市春日丘 

第 9 期 任期平成 26 年 5 月 15 日～28 年 3 月 31 日 

来田 純子  （公募）                   伊丹市大鹿  

黒沢 広美  （公募）                   伊丹市瑞原  

高田 昌代  （市長推薦）神戸市看護大学教授          生駒市 
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伊丹市男女共同参画施策市民オンブード設置要綱 

 

（目的） 

第１条  伊丹市男女共同参画計画（以下「計画」という。）及び男女共同参画に関する施策につい

て市民の立場から独自に調査し、意見の表明を行うことにより，本市における女性差別の解消及

び男女共同参画社会の推進を図り，男女平等の社会を実現することを目的として，伊丹市男女共

同参画施策市民オンブード（以下「市民オンブード」という。）を設置する。 

 

  （所掌事項） 

第２条  市民オンブードの所掌事項は，次のとおりとする。 

  (1) 計画の進捗状況の調査に関すること。 

  (2) 本市の男女共同参画に関する施策のうち，自己の発意に基づき取り上げた施策の調査に関す

ること。 

 (3) 本市の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査に関すること。 

  (4) その他市長が特に委嘱する事項 

２  市民オンブードは，個々に独立した存在として前項の職務を行う。 

  

  （職務の対象としない事項） 

第３条  市民オンブードは，次に掲げる事項については，その職務の対象としない。 

  (1) 議会に関する事項及び議会の議決に関する事項 

  (2) 市職員の勤務条件，身分等に関する事項 

  (3) 市民オンブードの身分等に関する事項 

 

  （責務） 

第４条  市民オンブードは，男女共同参画に関する施策の監視役として，公平かつ適切に職務を

遂行しなければならない。 

２  市民オンブードは，その地位を政治的目的のために利用してはならない。 

３  市民オンブードは，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，

同様とする。 

 

  （市の機関の責務） 

第５条  市の機関は，市民オンブードの職務の遂行を尊重し，積極的に協力しなければならない。 

 

  （組織） 

第６条  市民オンブードの定数は，３人とする。 

２  市民オンブードは，地方自治及び男女共同参画の推進に優れた識見を有する者とする。 

３ 市民オンブードは，前項の条件を満たす者で次の各号に掲げるもののうちから，市長が選考の

うえ，委嘱する。 

資料 ３ 
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 (1)公募により応募した者  

 (2)学識経験者 

４  市民オンブードは，その職務の遂行にあたっては，協議により行うものとする。 

 

  （任期） 

第７条  市民オンブードの任期は，委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日とする。た

だし，任期途中で市民オンブードに異動があった場合等，市長が必要と認める場合はこの期間を

こえる任期とすることができる。 

２ 市民オンブードは，再任を妨げない。 

 

  （解任） 

第８条  市長は，市民オンブードが次のいずれかに該当すると認めるときは，委嘱を解くことがで

きる。 

  (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。 

  (2) 職務上の義務違反があると認めるとき。 

  (3) その他市民オンブードにふさわしくない行為があると認めるとき。 

 

  （兼職等の禁止） 

第９条  市民オンブードは，次の職を兼ねることができない。 

  (1) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２条に定める選挙による職 

  (2) 政党その他政治団体の役員 

  (3) もっぱらその事業が本市との請負に委ねられている企業その他の団体の役員 

 

  （調査） 

第１０条  市民オンブードは，調査のため必要があるときは，市の関係機関に対し説明を求め，関

連する文書その他の資料を閲覧し，若しくは提出を求め，又は実地に調査することができる。 

２  市民オンブードは，第２条第１号から第３号までに基づく調査を行う場合は，市の関係機関に

対し，あらかじめその旨を通知するものとする。 

 

  （調査報告書の作成等） 

第１１条  市民オンブードは，毎年度，決算が議決により認定された後に，当該決算対象年度に

おける計画の進捗状況に関する調査報告書を作成し，意見を付して市長に提出しなければなら

ない。 

２  前項の意見表明を受けた市の機関は，その意見を尊重しなければならない。 

３  市民オンブードは，報告書及び意見の作成に当たっては，個人情報等の保護について十分な

配慮をしなければならない。 

 

  （庶務） 

第１２条  市民オンブードの庶務は，市民自治部共生推進室同和・人権推進課が行う。 
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  （細則） 

第１３条  この要綱に定めるもののほか，市民オンブードの運営に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

 

付  則 

（施行期日） 

この要綱は，平成９年８月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

 

付  則 

この要綱は，平成２６年６月１日から施行する。 
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男女共同参画に関する国際的な指数 
HDI                         GII               GGI 
 
（人間開発指数）                   （ジェンダー不平等指数）       （ジェンダー・ギャップ指数） 

１０位／１８７カ国          ２１位／１４８カ国          １０５位／１３６カ国 

                                          

順位 国名 HDI 

１ ノルウェー 0.955 

２ オーストラリア 0.938 

３ 米国 0.937 

４ オランダ 0.921 

５ ドイツ 0.920 

６ ニュージーランド 0.919 

７ アイルランド 0.916 

７ スウェーデン 0.916 

９ スイス 0.913 

１０ 日本 0.912 

 

 

順位 国名 HDI 

１ アイスランド 0.873 

２ フィンランド 0.842 

３ ノルウェー 0.842 

４ スウェーデン 0.813 

５ フィリピン 0.783 

６ アイルランド 0.782 

７ ニュージーランド 0.780 

８ デンマーク 0.778 

― ― ― 

105 日本 0.650 

順位 国名 HDI 

１ オランダ 0.045 

２ スウェーデン 0.055 

３ スイス 0.057 

３ デンマーク 0.057 

５ ノルウェー 0.065 

６ ドイツ 0.075 

６ フィンランド 0.075 

８ スロベニア 0.080 

― ― ― 

２１ 日本 0.131 

「長寿で健康な生活」、「知識」及び 

「人間らしい生活水準」という人間関

発の３つの側面を測るもの。 

（平均寿命、一人あたり GDP、就職

率等） 

国家の人間開発の達成が男女の不平

等によってどの程度妨げられている

かを明らかにするもの。（妊産婦死亡

率、国会議員女性割合、中等教育以

上の教育を受けた人の割合（男女別）

等） 

経済、教育、保健、政治の各分野毎に

各使用データをウェイト付けして総

合値を算出。その分野毎総合値を単純

平均してジェンダー・ギャップ指数を

算出。０が完全不平等、１が完全平等 

（備考）国連開発計画（UNDP）「人間開発報告書 2013」及び世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 
2013」より作成 
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